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森の贈り物（4）

『リンバロストの乙女』を中心に

青嶋由美子

論　　説
Ⅰ　はじめに
――リンバロストの森――

　積み重ねられてきた樹齢の尊さを感じさ

せる木々．その枝枝が雄々しく広がった向

こうには，穏やかな青空．樹木の間には，深

い藍色を湛えた湖．誰一人として乱す者が

居ないかのような自然の中で羽化する一匹

の蛾．それを見つめる大きな瞳．静かでは

あるが，確固たる意志の強さを秘めたその

瞳を持つのは，この自然の中で生きてきた

一人の少女．

　テレビ上映用ドラマ『リンバロストの乙

女』1) の冒頭シ－ンには，このような場面が

繰り広げられている．小説『リンバロスト

の乙女』が発刊された81年後に制作された

このドラマは，作者ポーターが感じていた

喪失への危機感を描いた映画となっていた．

ポーターが危惧していたのは，彼女が愛し

て止まなかったリンバロストの森が，失わ

れていくという現実．高額な税金を支払う

ために，伐採されていく数多くの大木．恐

らくは，彼女自身が愛し慈しんできた一本

一本の木が，貨幣経済のために失われてい

くことへの深い哀しみが，時代を越えてこ

のドラマを作らせる契機となったと言えよ
1） “a Girl of the Limverlost”. テレビ・ドラマとして放
ト・レーク・シティのBonneville Worldwide Ente
う．このドラマの中には，リンバロストの

森を守ろうとする三人の女性が登場する．

一人は，ヒロインであるエルノラ・コムス

トック．二人目は，死別した夫が愛した

木々を守ろうとするエルノラの母キャサリ

ン（ケイト）．そして，三人目は「鳥の小母

さん」と呼ばれる博物学者．小説中では，単

に「鳥の小母さん」とのみ呼ばれ，氏名を与

えられていなかったこの女性は，ドラマの

中では「ジーン・ストラットン・ポーター」

と名乗っている．「鳥の小母さん」は，母親

からの支援を得られないエルノラに，森の

生き物の尊さを教え，経済的な不自由を余

儀なくされた高校生活の精神的な支えと

なってくれた．

　ドラマの中で，この三人が守ろうとした

リンバロストの森は，現在では，どうなっ

ているのであろうか．ジーン・ストラット

ン・ポーターの存命中，既に，彼女が最初

にフィールド・ワークの場としたジニーバ

のリンバロストの森は失われつつあった．

ジニーバの北東から，ジェイ・カウン

ティー南西にかけて広がる約 25,000エー

カーの森林湿地帯であったリンバロストの

森．この森の中で1888年以来進められてき

た灌漑工事は，森の姿を大きく変える契機
映された作品をビデオ化したもの．ユタ州ソル
rtainment製作．1990年発売．
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となった．1913年には，ジーンが住むリン

バロスト・キャビン（補註）周辺での排水溝

を敷設するための工事が本格化した．石油

採掘のための井戸が数多く掘られ，森や草

原を切り刻むかのように，新しい道路が建

設されていった．自然の宝庫であったジ

ニーバのリンバロストの森は，最早，この

時点で，彼女にとっての観察・研究の場と

しての役割を終えた．ジーンは，活動の場

を変更せざるを得なかったのである．次な

るフィールド・ワークの場となったのは，

彼女が青春時代の幾つかの思い出を刻んだ

ローム・シティの近郊であった．シルウァ

ン・レイクの湖岸沿いに広がる約 150エー

カーの原生林を購入したジーンは，そこに

第二のリンバロスト・キャビンを建てた．

ジーンが生活した二軒のリンバロスト・

キャビンは，現在，インディアナ州の州認

定史跡に指定されている．しかし，双方と

も，その周辺にはリンバロストの森の昔日

の姿はない．ドラマ収録にあたって，この

森の場面の撮影が行なわれたのは，実際に

はオレゴン州であった．

　ポーターが青春時代から愛読してきた本

のうちの一冊が，ヘンリー・ソロゥの『森の

生活』であった事は以前に述べた．その中

に，次に述べるリンバロストの森に満ちた

“sounds and voices”と重なるコメントがあ

るので，それを引用してみる．

. . . At a sufficient distance over the woo
this sound acquires a certain vibratory hu
as if the pine needles in the horizon were 
strings of harp which it swept.  All soun
heard at the greatest possible distan
2） Henry David Thoreau, Walden and Civil Disobedie
guin Books USA Inc., 1986), pp. 168–169.

3） Gene Stratton Porter, Freckles (1904; rpt. New Yo
produces one and the same effect, a vibra
of the universe lyre, just as the interveni
atmosphere makes a distant ridge of ea
interesting to our eyes by the azure tint
imparts to it. . . . The echo is, to some exte
an original sound, and therein is the mag
and charm of it.  It is not merely a repetitio
of what was worth repeating in the bell, b
partly the voice of the wood; the same triv
words and notes sung by a wood-nymph.2)

「森の中で，あらゆる音が，宇宙の竪琴の振

動音となり，森の妖精が歌う森の声も聞こ

える」という表現には，ジーンが森に求め

た，宇宙の根源たる生命を生み出す場所で

あり，また，森が生み出した生命体とその神

秘の棲家というイメージに通ずるものがある．

　さて，ジーンが愛して止まなかったこの

リンバロストの森であるが，森全体の姿が

詳しく描かれているのは，『リンバロストの

乙女』よりも，むしろ，その前作の『そばか

す』の方であろう．それは，一言で言えば，

“It (The Limberlost) is lying here as it has la

since the beginning of time, and it is alive wi

sounds and voices（リンバロストの森は，世

界の始まりの時からずっとここにあるよう

だし，様々な音や声と共に息づいて

いる）”3) という事になる．つまり，古代か

ら生を保ってきた原生林であり，多くの生

物の宿りの場所となっている事を示してい

る．『そばかす』中から，この森に棲む動物

や育つ植物を拾い挙げてみよう．

　冬．リンバロストの森を襲うのは，black

frost．水蒸気が少ないために，霜が生じる

ことがなく，植物の葉や芽等が凍りつき，

その組織が破壊されるような状況を呈す厳
nce (1854, 1849; rpt. New York: Penguin Group Pen-

rk: Amereon House, . . . .), p. 6.
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寒．羊歯は刈られ，木々の蔓は大鋏で切り

取られたようになり，低湿地の水分の多い

緑葉が薙ぎ倒された．この森に残って姿を

見せるのは，そばかすが餌付に成功した何

種類かの小鳥だけ．白黒のユキヒメドリ，

ツルスイキツツキ，ハシボソキツツキ，

ショウジョウコウカンチョウ（猩々紅冠

鳥），アオカケス，烏，鶉であった．4) 新た

に，そばかすが与える餌を食べに兎や栗鼠

もやって来るようになった．

　春．鳥たちが，番いと巣作りに夢中にな

る時期．春から夏にかけて続く蝶や蛾の羽

化．アジャックス揚羽蝶やアメリカオオミ

ズアオが飛び交う．

　夏．植物としては，野薔薇，ゼニアオイ，

ハンノキ，サンザシ，柳，弟切草，マメダ

オシ，浮草，フォックス・ファイア，柔ら

かくレース状の蔓草や羊歯，ニワゼキショ

ウ，コリンソウ，イトシャジン，青や白，黄

色の菫，野性のゼラニウム，ベニバナサワ

ギキョウ，苧環，ピンクの蘭，金鳳花，延

齢草，サンギナリア，アメリカ敦盛草，雪

割草，ウツボカズラ，テンナンショウ，ウー

リー・ドッグ苔，野性のクレマチス，ツル

ウメモドキ，葡萄蔓等など5) が競うように

咲き乱れる．そばかすが，目をつけ観察を

続けた青鷺やニシキヒワドリといった鳥類．

　秋．「リンバロストは，栄華の絶頂を極め

たシバの女王のように装っていた．秋の初

霜は，女王の冠を，輝くトパーズ，ルビー，

エメラルドといった宝石で再び飾った．足

元には紫色の裳裾が流れ，手には黄金色の

杓が握られていた」6) と表現されているよ

うに，夏にも増して美しい姿を見せていた．
4） Ibid., pp. 13–14.
5） Ibid., pp. 37–38.
6） Ibid., p. 138.
鳥の雛は良く育ち，丸々としていた．アメ

リカモルモットの子供達はあちこちを走り

回っているし，アライグマやフクロネズミ，

マスクラットの子供の姿も見受けられる．

勿論，子兎や子狐もいる．オオカバマダラ，

イチモンジチョウ，アルジィニス等の褐色

系の蝶の季節でもある．渡り鳥の群れの飛

来．それ等の餌となる野葡萄や黒山査子の

実は，充分に熟している．そんな饗宴の時

を過ごした後，再び迎える厳しい冬．

　このようなリンバロストの森を舞台とし

て繰り広げられる『リンバロストの乙女』と

いう物語は，二つのメイン・プロットによ

り構成されている．最初のプロットは，前

半を形作るもので，ヒロインのエルノラが，

母親の愛情を手に入れるまでの，家族の絆

に焦点を当てたもの．そして，後半のプ

ロットは，エルノラと，フィリップという

青年の恋愛を扱ったものとなっている．本

稿では，前半のプロットについて論じるこ

とになる．

Ⅱ　母と娘と隣人と

　物語の冒頭，エルノラ・コムストックは，

母親に愛されていない少女として登場して

くる．高校へ進学して，勉学を続けたいと

いう希望は，母親には，全く受け入れても

らえない．必死の思いでオナバシャという

町の高校へ登校した初日，エルノラは，

様々なことで心身共に打ちのめされて帰宅

する．田舎じみた服装や髪型，お金を払わ

ないと教科書が手に入らないこと（エルノ

ラは，教科書は無償で貰えるものと信じて
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いた），田舎者だということで受けたいじ

め，徒歩での通学距離の 3マイルという余

りの長さ等など．そんなエルノラに浴びせ

掛けられる母親の冷たい言葉．「そんな事

は，初めから分かり切っていた事だ．世間

を，お前に見せるために黙っていてやった

のだ．これに懲りたら，もう高校へ行きた

いなどとは考えないだろう」7) という，愛情

のかけらも感じられない冷酷な言葉が，母

親ケイトからエルノラに投げ付けられた．

読者にとって，母親は，完全な敵役として

描かれている．この場面でこの母親像が提

示してきているのは，娘に対する愛情どこ

ろではなく，親子の間に存在する深い溝と，

娘に対する信じられない程の憎悪のみである．

　しかし，このヒロインは，母親からの愛

情を受ける代わりに，隣人からの愛情を充

分に受けていた．それは，ウェスリィと

マーガレットというシントン夫妻からの深

い愛情であった．この二人は，エルノラが

生まれる以前から隣人として暮らしている

人たちであり，ケイトが，エルノラを娘と

して決して愛そうとはしない理由を熟知し

ている人物でもある．ケイトの悲嘆を16年

間にわたって見つめ続け，前半部分のクラ

イマックスで明らかにされる憎悪の理由と，

その理由をマイナスの面からプラスの面へ

と変化させる鍵を握っている二人である．

折りに触れ，エルノラにその理由を仄めか

したりもするのだが，「まだその時期ではな

い」という判断のもとに，母娘の和解を遅

らせた登場人物だという理解も可能である．

マーガレット自身は，授かった二人の娘を

ジフテリアで失っているため，余計にエル
7） Gene Stratton Porter, A Girl of the Limberlost (
8） Ibid., 第2章．
ノラへ愛情を注いでいるとも言える．

　エルノラは初日，高校から帰宅する前，

リンバロストの森の小道で，ウェスリィと

出会った．そして，尋ねられるままに，そ

の日の苦境を彼に語ったのであった．普段

から，愛情薄いケイトに代わっての，エル

ノラの保護者を自負しているシントン夫妻

は，エルノラのために早速手を打つ．エル

ノラの通学のための衣服や道具を揃えてく

れるのである．二人は，オナバシャの洋品

店へ出掛け，女学生を捉まえて，必要な物

を聞き出す．この場面の描写は，如何にも

女性作家の手による少女小説らしい細かな

ものとなっている．おそらく，男性作家で

あったら，ここまでの描写は，不必要だと

判断して省略してしまうのではないだろう

か．シントン夫妻が町の洋品店で購入して

きた物を具体的に見てみると，「洗髪用石

鹸，爪やすり，コールド・クリーム」「新し

い洋服を仕立てるための四枚のギンガム

地――水色，ピンク，緑色のストライプの

入った鼠色，青の格子縞模様の焦茶色――

と，それ等の布に良く映える色合の幅広な

髪飾り用のリボンが各1ヤード半ずつ」「ハ

ンカチと茶色の革製ベルト」「クラウンの部

分に小さい金の止め金で留めた何本かの天

鵞絨のリボンが巻いてある，つば広の黄色

の麦藁帽子」「エルノラの小さな足に合った

短靴と長靴」「レイン・コート」「雨傘」8) 等

である．このリントン夫妻の厚意は，エル

ノラには感謝をもって受け入れられ（エル

ノラは，支払いは自分ですると主張する），

ケイトには，優越感と譲歩とを経験させる

結果となった．ケイトが得た優越感とは，
1909; rpt. New York: Amereon House, . . . .), p. 24.
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即ち，母親である自分を差し置いて娘の世

話を焼く二人への忌ま忌ましさの上に成り

立つ感情であった．エルノラは，シントン

夫妻の厚意を受け入れるのに，吝かではな

かったが，全て母親であるケイトの意思を

優先し，彼女の肯定を確認してから自分の

物とする事を決定していったためである．

また，譲歩とは，エルノラが身形を整え，年

齢相応に少々着飾る事を認めた点に見られ

る．普段は，貧窮を理由に，実用第一の物

しか許さなかったのであるが，今回は，エ

ルノラが，それなりに美しく見える事に気

づき，ケイトにとって華美で実用的ではな

いと映る身の回り品の購入を認めたので

あった．そして，どのような理由からかは

推し量ることが出来ない，狂ったような笑

いを人知れず繰り返したのであった．この

箇所からも，ケイトの，一筋縄では理解が

難しい，娘への思いの複雑さが読み取れる．

　この時，シントン夫妻は，エルノラの為

に，茶色の革のランチ・ボックスも購入し

た．母親が準備したのは，ブリキのバケツ

形をした弁当箱で，エルノラは，これを高

校へ持っていこうとはせず，いつも，森の

中に隠していっていた．さて，これに詰め

た弁当の中味から，ケイトのエルノラに対

する思わぬ愛情が感じとられ，読者は，母

親像を変化させるべきかと考えさせられる．

このランチ・ボックスに初めて弁当を詰め

る栄誉を担ったのは，マーガレットであっ

た．胡桃入りのサンドイッチ，砂糖漬けの

桜桃の乗ったカスタード・クリーム，鳥の
9） Ibid., p. 104.
10） Ibid., pp. 104–105.
11） Ibid., p. 105.
12） Ibid., p. 116.
13） Ibid., p. 117.
揚げ物，牛乳，サラダが，詰められた中味

であった．翌日，二番手の位置に甘んじね

ばならなかったケイトは，マーガレットが

作ったランチよりも，さらに手の込んだ昼

食を準備していた．勿論ケイトは，“Wonder

how it would do to show Mag Sinton a frill o

two”（どうやったら，マッグ・シントンの

目に物見せてやれるだろうか）9) という気

持ちから，張り切って準備したのであった．

「卵の黄身を散らしたバター付きパンのサン

ドイッチ，考えられるうちで一番の芳香を

漂わせているスパイス・ケーキが三切れ，

良い匂いがして汁気がたっぷりの砂糖漬け

のハムをスライスしたもの，トマトとセロ

リのサラダ，琥珀のように澄んだ砂糖漬け

の洋梨，壜に入った牛乳，薄紙で包んだ胡

瓜のピクルスが二切れ」10) といった内容の

豪華な弁当は，エルノラに次のように考え

させた．「お母さんは私のことを愛してくれ

ている．私が生まれた時から，間違いなく

私を愛してくれている．まだ，それに気づ

いていないだけなんだわ」11) と．さらに，そ

の翌日，「出来たての四切れのケーキ，ぶな

の実を使ったサンドイッチ，砂糖漬けの苺，

薄荷と胡瓜をあしらいとしたポテト・サラ

ダ，見事に狐色に焼けた雛鳩」12) の弁当に，

エルノラは，「お母さんは，愛情を篭めてく

れてはいないかもしれない，でも，それに

代わる何かの感情を表現してくれているの

だわ」13) と考えるのであった．今世紀初頭，

食事の準備は，母親たるものの家族に対し

ての愛情表現の一つの手段だと言えた．作
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者ポーター自身，大変な料理上手であり，

家族のために，愛情の篭もった手の込んだ

料理を作る事が非常な喜びであると考えた

女性である．それ故，母親たるもの，単な

る義務感からだけで，これだけの凝った昼

食を準備しようという気持ちにはなれない

存在として描く筈である．お節介にもエル

ノラに構うマーガレットへの対抗であって

も，充分に時間を必要とする調理を行なっ

たケイトの中には，エルノラへの無意識の

愛情が存在していたのではないか．そもそ

も，マーガレットの鼻を明かしてやろうと

思う事自体が，親である自分を無視して，

エルノラからの愛情を奪うかに見えるマー

ガレットへのライバル意識の発露ではな

かったのだろうか．ポーターは，日常生活

の一部である料理という家事を通して，

其々の登場人物のエルノラに対する愛情の

度合いを垣間見せようとしたように思われ

るのである．

　このように母親ケイト，娘エルノラ，隣

人のシントン夫妻の関係を見てみると，冒

頭に提示されたケイトのイメージには，可

成の歪みが生じてくる．自ら，娘を愛せな

い，愛すつもりはないと言明する母親で

あっても，娘が他人の庇護を受けることに

なると，その介入を快くは思わない．自分

の娘であるのだから，自分の思う通りに生

きさせるのだという所有の感覚は，偏愛で

はあるものの，紛れもなく，娘への関心の

高さを示している．父親ロバートの死に纏

わる秘密が，ケイトの心を捻れたものとし

ていた事，そして，その秘密が，ケイトか

らエルノラへの愛情の発露を妨げていた事

は，後に，読者に明らかにされるのである

が，その伏線は，隣人シントン夫妻とケイ

トのやりとりの中に張り廻らされている．
エルノラの高校通学に必要な物品の準備と

いう経緯を通して，単なる憎悪にしか見え

なかった母親の感情が，想像されたよりも

ずっと複雑な物である点が，エルノラと読

者に示される．

　作者ポーターは，この母娘の深い確執を

描くのに，隣人のシントン夫妻を媒介とし，

さらに，日常生活に纏わる細々とした描写

の中に，複雑な母親の心を篭めた．読者に

僅かずつ明かされる，夫であり父親であっ

たロバートの死に関わる秘密と共に，この

何処か一途ではあるものの，エルノラに対

しては捻れてしまったケイトの心の襞は，

前半部分の重要な鍵である．このケイトの

歪みが無かったら，エルノラは，リンバロ

ストの森の恵みを受け取ることは無かった

であろうから．

Ⅲ　森の贈り物 ①
――金銭的なバック・アップとして――

　コムストック家の経済状態は，決して裕

福とは呼べない類のものである．いや，む

しろ悪いと言った方が適切かもしれない．

しかし，それは，世帯主ケイトの狭量さと，

世間との関わりを断ったその生活姿勢のせ

いである．ケイトが心を閉ざしていた二十

年の間に，コムストック家の蓄財は，膨大

なものに膨れあがっていた．ケイトがその

事を知るのは，後半部分に入ってからであ

るので，前半部分を論じる本稿においては，

比較的貧しい部類に入る家庭として考えてみ

るつもりである．

　エルノラは，オナバシャの高校へ到着す

る前から，自分の身形に不安を抱いていた．

しかし，その不安を振り切るように登校し

た．高校で学ばなければ，教養を身に付け
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る事なく，自分が求めているものに到達す

る方法を見つけることも出来ず（それが，

何であるが現在のところ分からない状態で

あっても），みすぼらしい身形のまま，一生

を過ごさなければならないという考えを抱

いていたのである．ここに見られるエルノ

ラの姿は，まさに，initiation story（成長物

語）のヒロインのそれと合致している．隣

人シントン夫妻の温かい申し出をそのまま

享受してしまえば，エルノラは，シンデレ

ラ・ストーリーのヒロインに堕ちてしまう．

エルノラは，その境界線をしっかりと踏み

留まった．

　高校入学の初日，エルノラに，当然の如

く，金銭的な問題が降りかかる．まずは，少

女としてのエルノラに，そして，次に，女

学生としての彼女に．

　少女としての，或いは，女性としてのエ

ルノラに持ち上がった金銭的な問題は，登

校の際の服装に関するものであった．彼女

が身に付けていたのは，幅の狭い貧弱なリ

ボン（他の女学生は，蝶々結びにした大き

なリボンをなびかせていた），褐色のキャラ

コの洋服――丈だけは充分にあるのだが，

ギャザー・スカートである――（他の女学生

は，襞やタックを沢山とったギンガムか麻

の服を着ている），小さな帽子（他の女学生

の帽子には，立派な羽飾りがついていた），

大きなどた靴（他の女学生の靴は，教室を

歩く時に大きな音がたたない）．年頃の少女

が，他の少女との差を考えるのに，十分す

ぎる程充分な差異がエルノラを惨めにさせ

た．町の高校に通う男女は，田舎出身の少

女を身形で判断したため，彼女が感じた悲

壮感は大きな物となっていた．
14） Ibid., p. 25.
15） Ibid., p. 21.
　女学生としてのエルノラのぶつかった金

銭的な問題は，高校の授業料と教科書代に

ついてのことであった．エルノラは，教科

書は無償だと信じていたのだった．そし

て，村からの生徒は，年に二十ドルの授業

料が必要であるという事も知らなかった．

母親は，娘に払ってやれるような金は一文

も無いと言う．それも，手酷い言葉で．学

ぶ事よりも，税金のために家の仕事を手伝

えと，エルノラの希望を砕くのを目的とし

た言葉を投げ付ける．これには，さすがの

エルノラも我慢出来ず，自分の気持ちを言

明する．

　You understand enough that if you had t
money, and would offer it to me, I wouldn
touch it now.  And I’ll tell you this much
more: I’ll get it myself.  I’ll raise it, and do i
some honest way.  I am going bac
tomorrow, the next day, and the next.

　覚えておいて下さい，お母さんにお金が
ちゃんとあって，それを，私に出して下さ
るとおっしゃっても，私は手をつけませ
ん．もっと言っておきます．私はお金を自
分で稼ぎます．私はちゃんとお金をこし
らえます，それも，他人に恥ずかしくない
やり方で．（学校へは）明日も，明後日も，
その次の日も通います．14)

　この初日，学校からの帰り道で，エルノ

ラは，既に金銭的な不自由さについてウェ

スリィと話し合っていた．援助を申し出る

ウェスリィに，エルノラは，最後の最後と

なった場合は，泣き付くかもしれないが，

何とか方策を考えるつもりであると述べる．

この時，彼女が考え付いていたのは，「胡桃

を集めて売ること」「そばかすは，蝶々や蛾

を売っていた，私，沢山集めてあるから」15)

という二つの方法でった．これ等の方法は，
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リンバロストの森の恵みを金銭に換えるこ

とであったが，さらに，この森と深く関わ

り，恩恵を受ける道は，高校通学二日目に

して，既に開かれたのである．

　エルノラのこの後の成長物語には，「鳥の

小母さん」と呼ばれる女性との関わりが不

可欠である．作者ジーン・ストラットン・

ポーターの分身として登場してくるこの

「鳥の小母さん」は，博物学者であり，善良

な精神の持ち主である．或る時は，エルノ

ラにとっての博物学の師となり，また，人

生の善き助言者となり，時には，マーガ

レット・シントンと同様に，愛情薄い母親

の代わりに，実の母親以上の愛情をエルノ

ラに注いでくれる人物である．さらに，後

半の物語で重要な役割を果たすオー・モア

夫妻（そばかすと，その妻エンゼル）をエル

ノラと結び付けてくれる人物でもある．

　さて，エルノラと鳥の小母さんとの出会

いは，高校への通学が始まって二日目のこ

と．ツケで教科書を入手しようとしたもの

の果たせず，とぼとぼ歩くエルノラの目に，

銀行の窓に掲げてある広告が映った．その

広告の内容は以下の通りであった．

WANTED: CATERPILLARS, COCOONS,
CHRYSALIDES,  PUPAE CASES,
BUTTERFLIES, MOTHS, INDIAN
RELICS OF ALL KINDS.  HIGHEST
SCALE OF PRICES PAID IN CASH

求む：蝶々・蛾の幼虫，繭，蛹，樽蛹の殻，
蝶々，蛾，あらゆる種類のインディアンの
遺物　高価買入．現金払．16)

鳥の小母さんが，蝶々や蛾の標本やそれに

関する物を，又，或る銀行家がインディア

ンの遺物を蒐集している事を教わり，エル

ノラは，鳥の小母さんを訪れた．自分が収
16） Ibid., p. 41.
集した物が，鳥の小母さんの求める物なの

かどうか，大きな不安を抱えたまま，玄関

のベルを押したのであった．

　高校の昼休みの時間に訪ねて来たエルノ

ラを，鳥の小母さんは，優しく迎え入れて

くれた．エルノラが語る収集物の詳細に関

心を示しつつ，ランチのご馳走を彼女に勧

めてくれる鳥の小母さんは，短時間の間に，

エルノラの置かれている苦境を理解してく

れた．特に，リンバロストから来ているこ

とを知ると，特別な心遣いを示してくれた．

ポーターの前作『そばかす』を読了している

読者なら，よく知っている内容であるが，

鳥の小母さんのフィールド・ワークの場は，

一時，リンバロストの森であった．エンゼ

ルやそばかすと共に，リンバロストの森の

中で，鳥の成長の過程を写真に撮り続けた

り，珍しい蛾や蝶々を追ったりしていた．

だから，リンバロストの森が，自分の求め

ている物を大量に秘めている宝庫であるこ

とは熟知していたのである．その森の出身

者であれば，鳥の小母さんの庇護の対象と

成り得るのである．そして，又，リンバロ

ストの周辺を良く知っているからこそ，田

舎から，町の学校へ入学した時に体験する

辛さを理解し慰めてくれた．鳥の小母さん

自身が，そういった辛酸を嘗めていたので，

エルノラの現在の状況を良く理解してくれ

たのであった．短時間の会見ではあったも

のの，鳥の小母さんとエルノラの間には，

同志に近い関係が育っていた．

　この日の夕刻，鳥の小母さんを伴ってリ

ンバロストの森へ向かったエルノラにとっ

て，リンバロストの森は，今までのような

博物学を学ぶための場であることに加えて，



森の贈り物（4）（青嶋） 9
自立のために必要な金銭を生み出してくれ

る経済的自由確立の場ともなっていった．

ここで，エルノラが，金銭的な足場を固め

ておく事は，母親に依存せざるを得なかっ

た状況からの離脱へと繋がっていく．感情

的な行き違いがあっても，今までのエルノ

ラは，自活する能力を備えてはいなかった．

それ故，母親に対しての決定的な衝突は，

常に無意識のうちに避けざるを得なかった．

それは，エルノラ自身の感情の自由な発露

を妨げていたし，いつも，母親の顔色を伺

いながら生活を送らねばならない状態を，

彼女に強いていた．しかし，自分が深い興

味を抱いて携わっていた事が，自分に必要

な金銭を与えてくれる喜びを知ったこの時，

エルノラは，自分の将来を切り開く道にはば

たくための力強い翼を手に入れたのである．

　初めて，鳥の小母さんに蛾を買っても

らった時，エルノラの手元には，59ドル16

セントの現金が渡された．そして，彼女は，

「ああ，美しいお前たち（ここでは，蛾を差

す）．お前たちが，本を買えるようにしてく

れ，授業料を払えるようにしてくれ，私を

高校へ通わせてくれるんだわ」17) と，深い

喜びに包まれたのである．そして，エルノ

ラは，その週のうちに二百ドル以上の現金

を手にしたのだった．

　この時以降，高校卒業までの四年間，エ

ルノラが必要とする金銭は，全て，リンバ

ロストの森で得たものを通して，手に入れ

ることになる．蝶々，蛾，蝶々・蛾の幼虫

や繭，蛹，その脱け殻――これ等は，鳥の小

母さんが必要としていた．昆虫に加えて，

木の葉や花，草，苔，鳥の巣や，鳥の成長

に関わるもの――これ等は，鳥の小母さん
17） Ibid., p. 52.
が紹介してくれた公立小学校で，教材用と

して購入してくれた．インディアンが昔

使ったらしい矢，筒，斧，パイプ，装飾品

等――これ等は，あの銀行家が，自分のコレ

クションに加えるため，殆ど何でも買い

取ってくれた．

　こうして森の恵みにより手に入れたお金

を，エルノラは，一体何に費やしていった

のだろうか．授業料，教科書代は勿論で

あった．その他，洋服にも，お金は使われ

た．高校の入学式当日，打ちのめされたエ

ルノラのために，シントン夫妻が揃えてく

れた衣類や身の回り品の代金も，この森の

恵みから支払った．その後は，必要な都度，

洋服は買い足されたし，一度は仕立屋の手

になるオーダー・メイドのドレスも作った．

それから，母親ケイトへのプレゼントとし

たマーク・トゥエインの本．父の形見のバ

イオリンの修理代．エルノラは，このよう

な物に，リンバロストの森の贈り物である

金銭を充てていった．そして，エルノラの

性格から，決して無駄使いはされなかった

のであった．

　だが，高校卒業を三ヵ月後に控えて，エ

ルノラは，危機に直面する．森の贈り物の

残高が，底をついたのである．最終学年に

入った時，エルノラは，学科の学習と，オー

ケストラの練習，小学校での博物学の授業

に時間をとられ，森の恩恵を手に入れる時

間に不足していた．さらに，森自体が変貌

を遂げたため，必要な物を必要なだけ見つ

けられなくなっていたのである．

　開墾の進む土地，玉蜀黍畑だった場所で
は，その幹は切り倒されていたし，沼地に
は砂利道が何本か敷設され，その周囲に
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は，木造家屋が建ち，石油井戸採掘用の機
械が据え付けられていた．……木が伐採
されたところでは，湿気が減少し，流れな
くなったしまった小川の跡が見られ，川の
水嵩が少なくなり，川底が見えてしまう場
所も出来た．18)

これは，作者ポーター自身が経験したリン

バロストの変化であるのだが，エルノラに

とっても，ポーターにとっても，自然の宝

庫であったリンバロストの森が，最早，そ

の魔力を失いつつあるという事が，明白に

描かれている．このため，エルノラは，大

学進学の希望を断たれるのであるが，今度

の森は，違う形での贈り物をエルノラに与

えてくれる事になる．

　ともあれ，リンバロストの森が恩恵とし

て与えてくれる物を売る事で，エルノラは，

四年間にわたる高校生活を終了させる事が

出来た．この森の中から，エルノラは，売

買対象となり金銭を入手するための媒体と

なる具象物を数多く与えてもらった．さら

に，博物学の膨大な知識をも授けてもらっ

たのである．そのおかげで，高校四年生の

時には，小学校での博物学の授業を幾つか

受け持たせてもらえるようになったし，大

学進学を一時断念した際には，小学校での

博物学教師としての地位を得られた．リン

バロストの森の中の動物や植物から，エル

ノラは，有形・無形の贈り物を数多く貰っ

たのであった．

Ⅳ　森の贈り物 ②
――音楽の喜びを――

　エルノラは，高校へ進学するまで，音楽

とは無縁の生活を送っていた．そのような
18） Ibid., pp. 187–188.
19） Ibid., p. 169.
余裕のない生活を余儀なくされていた事も

原因ではあるのだが．しかし，あの苦悶の

中にあった入学式の最中にも，エルノラの

耳は，オーケストラの演奏を捉えていた．

場違いな気持ちになり，全てにおいて自信

をなくしたあの入学式の会場でのエルノラ．

が，彼女は，オーケストラの奏でる音楽の

おかげで，華やかな町の女学生の間に歩を

進める事が出来た．

　エルノラは，音楽には，自分でも計りが

たい程の感動を受けていた．そして，或る

日のこと，その感動の源を探ってみた．

. . . she had listened to every note to find w
it was that literally hurt her heart, and at la
she knew.  It was the talking of the violin
They were human voices, and they spok
language Elnora understood.

何が，文字通り彼女の心を揺さ振るのか見
極めようと，全ての音をじっと聴いた，そ
して分かった．それは，バイオリンの囁き
であった．バイオリンは，人間の声をして
おり，エルノラが理解出来る言葉を語って
いたのだった．19)

　バイオリンを手にしたいと願うエルノラ

と，それを固く禁じる母親．それは，早世

した父親ロバートが類い稀なる腕を持った

バイオリニストだった事が原因だった．悲

しい思い出のために，娘にバイオリンを禁

じる母親と，そんな父親の過去は全く知ら

ないながらも，父親の血を濃く引き，バイ

オリンに強く魅せられている娘．ここに，

母娘の新たな確執が生じてしまう．

　テレビ・ドラマをビデオにした作品の中

では，友人エレン・ブラウンリーのバイオ

リン・レッスンに付いていった時，エレン

の弾くビバルディの『協奏曲イ短調第 1楽
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演奏してみせたエルノラであった．小説中

では，オーケストラの指揮者がしまい忘れた

バイオリンをこっそりと奏でてみたのが，エ

ルノラが，この楽器に触れた最初であった．

　自分のバイオリンを手に入れたいという

強い願いを抱いたエルノラが訪れた先は，

やはりシントン夫妻の家であった．「安いも

のでも構わない」からと言うエルノラに，

マーガレットは，「安いバイオリンは，安っ

ぽい音しか出ないから，ちゃんとした物を」

と諭し，「お父さんのバイオリンが……」と

いう，エルノラの知らなかった過去を遂に

明かしてしまうのであった．しかし，父親

が愛用したバイオリンは，コムストック家

には無く，マーガレットは，その保管先を

知っているようだが，エルノラに明かそう

とはしない．このバイオリンの秘密は，ケ

イトとエルノラが和解へ至るための最終的

な鍵である．何日かが過ぎ，ともあれ，エ

ルノラの手には，父親の形見のバイオリン

が握られることになる．バイオリンを手に

入れてからの，エルノラの演奏技量の上達

ぶりは，目を見張るものがあった．最初，修

理と手入れが済んだバイオリンを楽器屋に

取りに行った時，エルノラは，そこで調弦

のやり方を教えてもらい，初歩の音階練習

の楽譜を数枚貰ってきた．母親の手前，家

での練習は不可能なので，ウィーク・ディ

には，学校の校長室に保管してもらい，昼

休みに食事を摂るのを忘れる程熱心に練習

した．友達の家に泊まる場合は，必ず，楽

器を持っていき，そこで練習をさせても

らった．オーケストラの指導者からの，オ

ケで弾いてくれるなら，個人レッスンをし
20） Ibid., p. 186.
てあげるという申し出を受け，エルノラの

演奏技術は，短期間のうちに格段の進歩と

遂げていった．何よりも，彼女の向上を支

えたのは，自分も父親のように弾けるとい

う強い信念であった．バイオリンへの関心

は，年を追う毎に強くなり，学校へは早め

に登校し，始業前に30分ずつ，昼の放課に

は1時間，終業後にはさらに30分という練

習を毎日行い，週末には，シントン家で，そ

の家に居る間中，弾き続けるといったバイ

オリン漬けの日々を送った．

　このようにバイオリンにのめり込んだエ

ルノラは，非常に上手くその楽器を奏でら

れるようになっていったわけだが，彼女は，

既成の曲を演奏するだけではなく，自分の

感情を音にして紡ぎだすことも巧みであっ

た．いや，むしろ，後者の方が，彼女の本領

を発揮出来ていたと言うべきかもしれない．

She had become so skilful that it was
delight to hear her play the music of an
composer, but when she played her own, t
was joy inexpressible, for then the wind ble
the water rippled, the Limberlost sang h
songs of sunshine, shadow, black storm, a
white night.

彼女は大層腕を上げたため，どんな作曲家
の曲であろうと，彼女が奏でるのを耳にす
るのは，歓喜であった．しかし，彼女が，自
らの思いを曲にして奏でる時，それは，言
葉で表すことの出来ない喜悦であった．
その時，風は吹き，小川は漣を立てて流れ，
リンバロストの森は，光と影，陰欝な嵐と
白夜の歌を歌ったのであった．20)

　常に，リンバロストの森と共に在った少

女は，リンバロストの心を奏でる事が出来

た．自然の詩を紡ぐことが出来，自然の心

を歌え，人々に自然を思い出させる事が出
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来る――そんな演奏を行なえるのは，エル

ノラが，リンバロストの森を熟知している

ためであろう．光が射す場所，影を作る所，

蝶々や蛾の繭がある処，それ等が羽化する

瞬間，鳥が巣作りをしている時，四季折々

の動物や植物の様子，水の輝き，森の中に

生息し，そこで呼吸をする全ての物への愛

情が，エルノラの感受性の礎であり，楽器

という媒介を通して，リンバロストの心を，

人々の心へ伝えようとする気持ちの根本と

なっている．バイオリンの演奏にのめり込

んでいくエルノラの姿からは，初めて，自

分の想いを，言葉以外の表現媒体によって

表現し得ることを知った少女の一途さを感

じさせられる．前章で述べた，金銭的な自

立が，彼女の心にある想いを自由に発露さ

せるようになったことにも，その原因はあ

るであろう．音が想いを語る――それは，エ

ルノラがバイオリンの魅力として感じた

「理解出来る言葉を語り掛けている」楽器を

使ってこそ出来る事であった．そして，そ

れを可能にさせたのは，エルノラ自身の練

習の度合いに加えて，母親が今尚愛して止

まない父ロバートの音楽家としての血を継

承したことに因っていると言える．

　エルノラの，この深く磨ぎ澄まされたバ

イオリンの才能が，初めて，読者に提示さ

れるのは，第十章である．「コムストック夫

人，再び，リンバロストの森の歌を聞く」と

いう章題にも示されているように，エルノ

ラは，大観衆の前で，リンバロストの森の

歌を奏でた．卒業式直前に催された観劇会

の席上でのことであった．その描写が約二

ページにも及ぶ，エルノラが演奏した森の

歌は，リンバロストの森の息吹を，聴衆の
21） Ibid., p. 203.
一人一人に語り掛け，森の一日を，聴衆に

伝えるものであった．静かに風がそよぐ森

の夜明け，駒鳥が先陣を切った様々な小鳥

の鳴声，太陽の強くなる光，そして，木々

をわたる風．雛鳥の小さな囀り．昼間の家

畜たちの様子，牧場での機械音．飛び回る

蜜蜂の羽音．やがて，迫り来る夕闇．夕刻

に耳にする虫の声．夜鷹が，黄昏色の濃く

なった空を翔び，暗闇が辺りを蔽う頃，梟

の鳴声が森に聞こえ始める．やがて，みみ

ずくの鳴声が支配的になり，月が皓々と輝

く夜が更けていく．このような森の一日の

様子を，エルノラのバイオリンは語ったの

であった．そして，この森の歌を弾くエル

ノラの姿は，次のように描かれる．

. . . Her white throat and arms were bare, 
leaned forward a little and swayed with th
melody, her eyes fast on the clouds abo
her, her lips parted, a pink tinge of exerc
in her cheeks as she drew her bow.  S
played as only a pecul iar chain o
circumstances puts it in the power of a ve
few to play.  All nature had grown still, th
violin sobbed, sang, danced, and quave
on alone, no voice in particular, just the so
of the melody of all nature combined in on
great outpouring.

彼女の白い喉と腕は，空気に晒されてい
た．前へ少しだけ傾き，メロディと共に揺
れるエルノラ．眼は頭上の雲をじっと見
つめ，口唇は開かれ，弓を動かしながら，
演奏の興奮のためか，頬を薄い桃色に染め
ていた．彼女は，極めて僅かの人間だけ
が，特別な環境の連鎖から得られる力で演
奏していた．すべての自然が押し黙って
いる中，バイオリンは啜り泣き，歌い，踊
り，ぶるぶると震えた．特別な声があった
わけではなく，大自然そのものが絡み合っ
て一つの大きな迸りとなったような，魂の
旋律が在った．21)
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　リンバロストの森の申し子とでも呼ぶべ

きエルノラの姿であった．エルノラは，あ

の森から，芸術に高めるべき素材を貰い，

それを音に置き換えていったのである．森

は，彼女に，自然のあらゆる場面を見せ，そ

れを感受する能力と豊かな表現力とを与え

たのである．リンバロストの森の持つ大自

然の霊力と，エルノラの持つ感性，そして，

エルノラの父親からの音楽性が一つとなっ

て，素晴らしい演奏が生まれていった場面

である．

　が，誰もが認めたエルノラの「リンバロ

ストの森の歌」ではあったが，唯一人，それ

に魅了されなかった人物がいた．母親のケ

イトである．章題に「再び」という語が入っ

ていたが，ケイトは，以前，他ならぬ夫ロ

バートが奏でる「リンバロストの森の歌」を

聴いていた．エルノラの奏す曲は，ロバー

トがかって演奏したそれと重なり，ケイト

は，二度と戻ることの出来ない過去を辛く

思い出したのであった．

Then she pitched headlong upon her ow
and suffered agony of soul such as she ne
before had known.  The swamp had sent b
the soul of her loved dead and put it into t
body of the daughter she resented, and it w
almost more than she could bear and live

それから，彼女（ケイト）は，すぐに自分の
（ベッド）に身を投げ出し，かつて味わった
事のない程の魂の苦悶を体験した．沼は，
彼女が愛して止まなかった死者の魂を呼
び戻して，彼女が嫌っている娘の身体に入
れてしまったのだ．そして，その事実はそ
22） Ibid., p. 204.
れに耐えながら生きる事が出来ないと思
われる程の内容であった．22)

　ロバートの死の秘密が明らかにされるま

で，和解には到達出来ない母娘である．リ

ンバロストの森がエルノラに与えた，音を

紡ぎだす愉悦は，あの母親を許そうと，あ

の母親に優しくしてあげようという気持ち

をエルノラに抱かせたことがあった．しか

し，ここまでの展開の中では，その演奏を

直接耳にしてしまった母親にとっては，エ

ルノラが奏でる音楽は，苦痛を生み出す災

厄でしかなかった．他人にとっては，魂に

まで沁み入る癒しの音楽であるのだが，こ

の母親にとっては，母娘の亀裂をさらに深

める原因にしかならなかったのである．

　ともあれ，リンバロストの森は，エルノ

ラに，音を奏でる快楽を与えてくれた．演

奏に没頭することで得られる悦楽，自らが

紡ぐ音に溺れる快感，言葉を語らずして，

自分の想いを他者に伝えられる歓喜．リン

バロストの森は，ここでもエルノラに贈り

物をしてくれていたのである．

　やがて，この音楽に纏わる森の贈り物は，

今までの憎悪を越えた母娘関係を構築する

時の大きな助けとなっていくが，それは，

いま少し先の物語である．

【つづく】

尚，本文中の引用部分に付した訳は，全て，筆

者による．
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補　　註

　前稿で，インディアナ州ジニーバに，ポーター夫妻が最初に建てたリンバロスト・キャビンについての
詳細をLady of the Limberlostの記載に基づいて紹介したが，今回，インターネットを通して，新たな資料
を入手出来たので，改めて，紹介し直したい．
　以下は，ネット上の記述の訳を中心としたものであり，対象は，州認定史跡として修復されたリンバロ
スト・キャビンの幾つかの部屋である．
　このホームページのURLは，http://our.tentativetimes.net/porter/gsppics.htmlである．このページ上には，
インディアナ州立美術館売店で販売されている部屋の葉書がアップされているので，修復されたキャビ
ン内の部屋の現況を知ることが出来る．

☆ホームページ「Photos of Gene Stratton-Porter’s Limberlost Home」の抄訳☆

ポーター家の人々は，1895年，一人娘のジャネット誕生後にこの家を建てた．

この家の建築様式は，特異な“質素なアン女王様式”で，実質的には，外観は，美術工芸運動の様式に
沿っていた．室内の見事な出来の飾り縁は，ヴィクトリア朝後期の様式である．木材の大部分は，四分
の一に鋸引きされたアカカシワの羽目板張りとなっている．製材された材木は，ウィスコンシン州か
ら取り寄せられた．

音楽室の lincrustaは，見事に復元された．……実際に行ってその目で見ることをお薦めしたい．実物
は，写真で見るよりもずっとずっと豪華である．

ジーン・ストラットン・ポーターが愛した温室である．絵を描くための自然光が漲っている場所であ
る．この部屋は，食堂から行き来出来る．この温室と屋外に広がる庭は，ジニーバ地区で活動す“An
Herbal Affair”という名前の植物愛好家グループによって，丹精込めた手入れを為されている．

ポーター夫妻の寝室である．家の一階部分の奥の方に位置している．ベッドの足元や，暖炉の上には，
ポーター夫人のケースに入った，膨大な数にのぼる蛾のコレクションが置いてある．この部屋で目醒
め，窓越しに裏庭の聖域を身やり，鳥や花々，蝶々を観察したであろう姿が想像出来る．

このホームページ内に掲載されている室内の写真は，①居間，②修復前の音楽室，③復元された
lincrusta，④修復前の食堂，⑤温室，⑥寝室の6枚である．
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はじめに

　本稿は，1997年以降急速に発展してきた

“インターネットを使った情報検索”方法を

紹介しながら，この情報検索方法がもたら

す，法学研究と法学教育への影響を考察す

ることを目的とする．周知のごとくイン

ターネットの普及はめざましい．もはや法

律学とても，インターネットを無視した学

問的展開は困難となりつつある．このイン

ターネットの着実な普及は，インターネッ

トが法情報を提供できる情報源として社会

的に認知され，また十分な法情報を提供で

きるメディアとして自立しつつあるという

ことを示している．そして，インターネッ

トが法情報供給メディアとして一般化すれ

ば，これまでには無かった法情報の出現お

よび新しい法情報提供方法が可能となる．

そのとき，新たな法学の研究手法と法学教

育が必要となることを述べていく 1)．

1. 情報検索と法律研究

1-1. 情報検索とは
　法律学にとどまらず，あらゆる学問の出

発点は情報検索にあるといえよう 2)．長き

に亘り人類が知的資産を蓄積し続けた結果

として到達した高度情報化社会という現代

においては，どのような学問的研究を行う

にせよ，先人の作り上げた知的資産をその

出発点とする．そして，既存の知的資産を

まったく無視して新たな学問的展開をはか
+

1） 本論文と併せて，コンピュータ法学（CaLS）のホー
き，以下のメールアドレスに意見や批判を送付して

2）“情報”という語は，広義にはニュースや知識を指
理ができるようになった段階での知識を指し，この
社世界大百科事典「情報」による）
ることはもはや困難であり，膨大な量の知

的資産から自分に必要な情報を引き出すこ

とが重要な役割を果たしている．

　この知的資産として蓄積される情報量は，

時代の進展と伴に飛躍的に増加しており，

秩序・体系だった情報源からでも容易に自

分に必要な情報が入手できるものではない．

つまり，人類が人間個人として扱い得る情

報量を遙かに超えた情報が既に過去の知的

資産として存在しており，これらを従来の

ような手作業による情報処理方法では，物

理的に処理不能となっているというのが現

実である．

　現代における情報検索に求められるもの

は，溢れんばかりの情報の中から，自分が

必要とする情報を瞬時に且つ的確に漏れな

く見つけだし，更にこの中から必要な情報

を取捨選択し自分の研究等に役立てる能力

である．ただ単に情報源を見つけるという

能力ではなく，その情報源から的確な情報

のみを引き出す，つまり膨大な量に及ぶ情

報を取捨選択する能力が要求されるのであ

る．

1-2. 法情報検索とは
　法情報とは，法律学研究において必要と

される情報一般である．その種類としては，

研究用情報源として加工されていないとい

う意味において一次資料である，事件報道

（新聞記事，ニュース報道），法律条文（憲

法，法律，条約，命令・規則，条例など），

判例（最高裁判所民事判例集，最高裁判所
ムページ（http://cals2.sozo2.ac.jp）をご覧いただ
いただければ幸いである . hirofumi@sozo.ac.jp．
すが，狭義には，人間を離れて客観的に伝達・処
情報を探し出すことが“情報検索”である．（平凡
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刑事判例集，下級裁判所民事裁判例集，刑

事裁判月報といった判例集，および判例時

報，判例タイムズ，労働判例といった法律

雑誌，および判例検索CD-ROMなど），司

法統計データ（司法統計年報，人口動態統

計など）がある．さらに，これら一次資料を

活用して生まれる二次資料としての，法律

文献（講義用教科書，体系書，および法律雑

誌・研究機関誌に掲載される法律論文），

ホームページ等がある．これらから，自分

の必要とする情報を見つけだすのが法情報

検索ということになる．これらの法情報を

一元的に管理している場は，現状では多く

の場合，大学付属図書館・法学部資料室で

ある．

　そして，この法情報検索の手法は，従来

型の図書館における書物から情報を得ると

いう方法と，コンピュータを使った検索と

いう方法に大別できる．そして後者のコン

ピュータを使った法情報検索は，パソコン

通信およびインターネットといった対外的

なネットワークを使ったオンラインによる

法情報検索とCD-ROMを使ったオフライ

ン検索に二分される．本稿では，このオン
+

3） パソコン通信を使った法情報検索については，伊
社（1997年）66頁以下参照．

4） ホームページ：インターネットに接続したときに
キスト）と画像（絵イメージ）で構成され，コンピュー
別名ウェブ（Web：クモの巣），サイト（敷地）とも
ホームページは元来，このような情報画面の集ま

ホームページの多くは表紙と目次の役割を果たして
伴い，このホームページを見ることがインターネッ
もう少し詳しく説明しよう．インターネットは簡

であるから，この回線上にさまざまな種類の情報（
て，2台のコンピュータ同士で情報のやりとりをする
が整っていないと情報のやりとりができない．イン
えば，mail（電子メールの送受信），ftp（ファイル送受
信方法が盛んに用いられている．ホームページとい
うプロトコルを利用した情報提示方法で実現される
リックすることで次のホームページが見ることがで
による情報リンクの技術である．この技術は，199
ライン検索の中でも，インターネットを

使った法情報検索に絞って，その検索方法

を説明することとする 3)．

2. インターネットを使った
　 情報検索

　1990年代後半からのパーソナル・コン

ピュータの普及，そしてこれを相互接続し

膨大な情報量の共有を可能としたインター

ネットの出現により，われわれが入手でき

る情報量は，もはや人の一生をかけても処

理しきれない量を遙かに越えてしまってお

り，この傾向は加速されつつある．こうし

た情報氾濫の傾向は，これまでには無かっ

た新たな展開の契機を情報検索にもたらし

ている．これまでの情報検索は，図書館と

いった限られた場所において紙に印刷され

た文献の検索という専門家のための比較的

地味な作業が中心であった．これに対し，

インターネット上でサーチ・エンジン

（Search Engine，検索エンジン）によるホー

ムページ4) の検索というまったく新しい手

法が出現したことは画期的なことである．
藤博文『法律学のためのコンピュータ』日本評論

，WWW（World Wide Web）ブラウザで，文字（テ
タ画面に表示される情報画面をこのように呼ぶ．
呼ばれ，多義的に用いられている．
りの出発点となるページを意味するものであり，
いるものが多い．最近はインターネットの普及に
トそのものと理解されているようである．
単にいえば，電気信号が流れる線が結ばれたもの
電気信号）を流すことができる．当然のこととし
場合，送り手と受け手の通信条件（プロトコル）
ターネット上で情報のやりとりを行うには，たと
信），http（ハイパーテキスト送受信）といった通
うのは，http（Hyper Text Transfer Protocol）とい
ものであり，ホームページ上の好きな場所をク
きるようになっている．これがハイパーテキスト

0年にCERN（Conseil Européen pour la Rechercheº



豊橋創造大学短期大学部研究紀要　第16号18

+
+ +
ここでは，法情報に限定しないで，イン

ターネット上で一般化しているサーチ・エ

ンジンを使った情報検索方法を紹介しなが

ら，その可能性を探ることとする．

2-1. インターネット上の情報
　インターネット上での情報検索方法を紹

介する前に，インターネット上の情報につ

いての幾つかの特色を説明する．インター

ネット上の情報が持つ特徴としては，A. 膨

大な量の情報が存在すること，B. 情報の質

が玉石混淆状態の情報であること，C. 情報

が偏っていること，D. 動的な情報であるこ

と，が挙げられる．

2-1-1. 膨大な量の情報

　インターネット上に接続されているコン

ピュータの数以上に存在するのが，イン

ターネット上の情報である．インターネッ

ト上の情報量は，その利用者数と情報発信

をしているホスト数で増減を量ることがで

きる．『インターネット白書’98』の調査に

よると，世界のインターネット利用者数は
+

Nucléaire：欧州素粒子物理学研究所）が開発したも
を行うのには画期的な技術であった．
それまでのインターネットでは，世界中に散在す

やりとりを行いたい2台のコンピュータ間で相互に
の転送をするというものであった．しかしハイパー
マウスクリックだけで目的の文字や画像情報が画面
がクリック一つで入手できる，この様子をWorld W
巣（情報網）と形容され，WWW（ダブリュ・ダブリ
ばれることとなる．WWWのシステムは，インター
き“WWWクライアント”上の“WWWブラウザ”によ
て，分散するさまざまなデータを共有することを可
評価できる．ホームページをWeb（クモの巣）と呼
また，ホームページの別称として，サイトという

されるサーバや，サーバの中に設けられた特定のデ
されるホストやディレクトリのことを指すものであ
のホームページをウェブサイトと呼んでいる．http
index.htm参照．

5） http://www.ips.co.jp/book/4886/4886.htm参照．

º

1億1,275万人であり，日本のインターネッ

ト人口は，1998年末には1,385万人に達す

ると推計されている．昨年行なわれた同様

の調査と比較すると1年間に176.6％と大幅

な伸びを見せている5)．一方，世界のホスト

数は約3,000万台と推計され1997年1月の

約 2,000万台から急ピッチで伸びていると

いうデータからも，インターネット上の情

報量の激増ぶりが伺える．このような情報

量は，人類がこれまでに経験したことのな

い情報量であり，その量は天文学的数字で

ある．

2-1-2. 玉石混淆の情報

　インターネット上の情報には，単なる世

間話程度のものから最先端の科学技術情報

まで，さまざまなものが存在する．これは，

ホームページという形で自らの情報を公開

する主体が，一部のコンピュータ専門家だ

けではなく，あらゆる階層にまで及んでい

る結果である．当然のこととして，著作権

法ひとつをとっても著作権法の専門家が言

及しているホームページもあれば，まった
のであるが，インターネット上で情報のやりとり

るコンピュータ上の情報を入手するには，情報の
信頼し合い通信条件をそろえて，ファイル（情報）
リンクという概念と技術を導入することにより，
表示できるようになったのである．世界中の情報
ide Web，つまり世界中に張り巡らされたクモの
ュ・ダブリュ，またはトリプル・ダブリュ）と呼
ネット上に情報を集積する“WWWサーバ”を置
り必要な情報を得る環境を構築することによっ
能にしたという意味で，画期的な情報提示手法と
ぶのはこれに由来する．
言葉がある．これは元来，情報公開のために運営
ィレクトリを総称して呼ぶものであり，URLで示
る．しかし最近は，WWWサーバに置かれる一連

://internet.impress.co.jp/magnavi/ip9612/minibook/
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くの素人が造った著作権についてのホーム

ページも存在する．従来型の情報検索の

ように図書館に収蔵された図書を情報源と

する場合，出版という形でのスクリーニン

グがなされているだけ，情報の質は一定度

に保たれる．しかしインターネット上では，

研究者・専門家も素人も同じ“場”で平等に

情報発信しているのである．したがって，

研究用情報源としてみた場合，当然のこと

として必要としない情報が拾い上げられる

こともふまえておく必要がある．

2-1-3. 偏在する情報

　インターネット上には，百科事典のよう

にあらゆる分野について，漏れなく情報が

揃っているわけではない．インターネット

に接続されたコンピュータ・ネットワーク

上に，たまたま或る情報がホームページと

して公開されていれば，インターネット・

ユーザーは，それを検索し閲覧することが

できるだけのことである．上述のように，

提供される情報が素人の趣味の域を出ない

ものから専門の研究者のホームページまで

といった質のばらつきと併せて，分野別の

情報量にもばらつきがある．“ネットワー

ク”とか“コンピュータ”という分野につい

ては膨大でかつ最先端の技術情報が提供さ

れているが，“歴史学”，“法律学”といった

分野ではどこの図書館にも置いてあるよう

な基本的な資料集すら存在していないのが

インターネットを図書館として考えたとき

の現実である．

　しかしながら，インターネットに接続さ

れているコンピュータの数が飛躍的に増え

ることにより，提供される情報も多様化し
+

6） Uniform Resource Locatorの略．ホームページの
膨大になり，“ありとあらゆる情報が揃って

いる”状態になりつつある．よって，これま

で図書館に行って調べなければ得られない

ような情報もインターネット上で見ること

ができるようになってきており，この傾向

は今後大いに期待できるところである．

2-1-4. 動的な情報

　インターネット上の情報の特長は，情報

が生きており動的なことである．紙に印刷

された辞書や百科事典上の情報は，印刷文

字という形で固定された情報であるが，イ

ンターネット上の情報は，常に情報発信源

から直接発信されるものが多いため，動的

に変化する情報なのである．よって，情報

は常に新鮮でありアクセスする毎に内容が

変化し，新たな発見をする可能性が高い．

　またインターネット上の情報が動的であ

るということから，発信時間を考えあわさ

なければならない情報源といえよう．たと

えば，1999年 1月 1日午前 0時の http://

www.sozo2.ac.jpという URL6) のホーム

ページに，或る情報が掲載されていても，

一秒後に同じものがあるという保証はない

のである．時々刻々と変化する情報源は当

然であるが，活字の様に一旦出版されたら

永遠にその形を変えないメディアとは異な

ることに留意しなければならない．学説と

して立場が変更される場合も，情報源に更

新履歴がなければ，その変化すらわからな

いままになることも起き得る．情報として

は発信時刻情報が必要なものといえる．

2-2. サーチ・エンジン
　インターネットには，膨大な量のさまざ
住所を表す表記方法．
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まな情報があり，これを手作業で隈無く調

べ尽くすのは不可能である．そして，その

ような膨大かつ動的な情報群から，自分の

必要とする情報を短時間に入手することは，

もはや人間の手作業で行える限界を超えて

おり，コンピュータを使った情報検索方法

が唯一の方法となっている．これを可能に

してくれるのが，1997年に登場した自動収

集系サーチ・エンジンである．この登場が，

情報検索に新たな手法を提供し情報検索の

あり方に大きな変化をもたらしている 7)．

　インターネット上の情報検索には，サー

チ・エンジンを使う．サーチ・エンジンと

は，検索キーワードを入力して検索したり，

項目順にたどることによって目的のホーム

ページを探し出せるインターネット上の

サービスで，探し出したページには，直接

リンクによってマウスクリック一つで移動

することが可能となっている．その仕組み

を簡単にいえば次のようなものである．

サーチ・エンジンは，何らかの方法で，自

己の持つ情報データベースにデータを増や

していき常に最新情報を持つように設計さ

れている．このサーチ・エンジンに利用者
+

7） 自動収集系サーチ・エンジンgooの出現は，イン
一に挙げられたニュースである．「まずは編集部で
『Microsoft vs. 司法省』や，記事の反響が大きかった『
リリース』などが並ぶ中，1位となったのは『検索エ
ネット上の行動スタイルを変えたもの』ということ
ン『goo』は，3月末よりスタートするやいなや，その
準となった．編集部でも毎日のように使っており，『
（http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/ar

8） インターネット上の電子メール新聞インターネッ
ザ・イヤー1998」による検索サイトの人気投票（有
まで1週間にわたり実施した読者投票『検索サイト
29%にあたる258票を集め，Yahoo! JAPANが1998
2位には何かとトラブル続きだったgoo，3位には In
索していくと，お目当ての情報が探しやすいのかも
弧内は得票数．Yahoo! JAPAN（258），goo（188），
AltaVista（51），LYCOS Japan（26），Excite Japan（
InfoNavigator（9），CSJ INDEX（6），NETPLAZA（4
から検索要求が来ると（多くの場合キー

ワード），検索要求を満たす情報（URL）を

利用者に返す．利用者はその検索結果とし

て得られたURLを利用して，目的の情報が

あるホームページを探すという作業に移る

わけである．

　サーチ・エンジンを提供するインター

ネット上のホームページを検索サイトと呼

ぶ．ここで提供されるサーチ・エンジンに

はさまざまな種類があるが 8)，大別すると

「自動収集系／ロボット型」と「登録系／

ディレクトリ型」に二分される．これは，情

報データベースに入れるデータをどのよう

に入手するかの手法により分類されるもの

である．

　まず，「自動収集系」のサーチ・エンジン

は，ロボットと呼ばれるプログラムを使っ

てあらゆるホームページを自動的に探して

くる．つまり，ロボットプログラムが全世界

のホームページを隈無く巡回しどのような

情報が提供されているかを調べてサーチ・

エンジン内に情報として保持するのである．

代表的なものが，goo（http://www.goo.ne.jp）

である．このサーチ・エンジンのメリット
ターネット・ウォッチ紙’97年10大ニュースの第
今年の 10大ニュースを選んだ．話題性のある

Netscape Communicator 4.0／Internet Explorer4.0
ンジン『goo』の登場』だ．『今年，実際にインター
で選ばれた．」「NTTによるロボット型検索エンジ
圧倒的な情報量とスピードで国内の事実上の標
そういえばgooって今年だったのか』との声も．」

ticle/970305/goo.htm）
ト・ウォッチ「年末特別企画　検索サイト・オブ・
効投票数887票）によると，「12月16日から22日
・オブ・ザ・イヤー』の集計結果が出た．全体の
年の『検索サイト・オブ・ザ・イヤー』に輝いた．
foseek JAPANが入った．だいたいこの順番で検
．」とされている．以下にその順位を紹介する．括
Infoseek JAPAN（170），フレッシュアイ（119），
17），NTT DIRECTORY（17），AcaraNavi（12），
），その他（10）．
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は，とにかく多くのホームページが見つか

ることである．世界中のホームページを探

すわけであるから，その情報量は膨大なも

のになる．デメリットとしては，自分の検

索したい事柄以外を含むホームページも拾

い出してしまうという欠点を持ち，必要な

情報を瞬時に得られないということがある．

しかし，これは高度な検索技法を使うこと

により解決できる問題でもある．

　次に，「登録系」のサーチ・エンジンは，検

索サイトを運営するスタッフが手作業で収

集したものや，ホームページの作者が自ら

登録したURLを「ディレクトリ」と呼ばれ

るカテゴリーに分類して公開し，この中か

ら目的のサイトを検索者が探すという手法

を取る．多くの場合は，URLに加えて独自

のコメントが添えられており，情報の加工

がなされているのである．代表的なものが，
+

9） サーチ・エンジン事業はインターネット上でも，
よると，「米インターネット検索サービス最大手の
万ドル，売上高が5,362万ドルになったと発表した．
以上も上回る結果となった．同社は検索サービスや
を広告収入によって運営．同四半期中に，地域のイ
上で物品を売買できるオークションページなどの新
告収入が増えたと説明している．同社によると，9月
万件と，6月に比べ 25%増加．特に日本向けのホー
1,100万件と6月より37.5%も増加したという．」（h
Yahoo! JAPAN （http://www.yahoo.co.jp）で

ある9)．このサーチ・エンジンのメリットは

人間によって既に「絞り込み」が行われてい

る点にある．アクセス数の多い人気ホーム

ページや情報の質の良い良質ホームページ

が検索結果の上位に表示されるように設計

されているため，目的の情報を持つホーム

ページに到達しやすいのである．ディレク

トリ型は専属スタッフがホームページを実

際に見て有益な情報があると判断したもの

だけをディレクトリに収める．このためゴ

ミ情報は少ないといえる．デメリットとし

ては，登録されていないホームページには

ヒットしないため，検索漏れが起きる可能

性が高い．また，非常にマイナーなキー

ワードを使って検索した場合，ほしい情報

が見つからないことが多い．増えつづける

ホームページをすべて人手で網羅するのは
好調な事業である．インターネット・ウォッチに
Yahoo!社は7日，7～9月期の決算で純益が1,665
純益は証券アナリストによる予測の平均値を6割
ニュース速報などを無料で提供するWebサイト
ベントなどを紹介するローカルページや，ネット
サービスを開始したことでアクセス件数が伸び広
の1日当たりの平均アクセス件数が約1億4,400
ムページが好調で，9月の平均アクセス件数が約
ttp://www.yahoo.com/docs/pr/release220.html）
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不可能であり，登録されるラインアップに

選ぶ人間の主観が入るのは避けられないこ

とである 10)．

2-3. 何がどこまで検索できるのか
　ここでは，自動収集系サーチ・エンジンを

使って，インターネット上の情報を検索する

方法を紹介する．サーチ・エンジンを使って，

クイズの答えを検索しその速さを競うイベン

ト「検索の鉄人」がインターネット上で行わ

れているので（http://tetsujin.arena.ne.jp），そ

の中から三つのクイズ問題と解説を紹介し

ながら，実際の検索方法を紹介しよう．

　まず，「第2回検索の鉄人　決戦大会　決

戦大会ラウンド1」における〈問題6〉では，

次のような問題が出題された．

「昨年度の司法試験，一発合格した人は，最

終的に何人いた？」

　答えは，59人であるが，これを調べるに

はインターネット上のサーチ・エンジン

gooを使う．まず，検索キーワードを自分で

作り入力し，答えの載っていそうなホーム

ページを探すのである．解説によると，

「『一発』なんて言葉に引っかからないよう

に．『司法試験』+『初受験』+『合格者』+『平

成 9年（または『平成』+『9』+『年』）』とい

うキーワードの組み合わせがベストでしょ

う」とのことである．つまり，gooの検索

キーワードとして，複数の単語を入れその

単語の論理和を検索キーワードとするわけ

である．このクイズの勝負の分かれ目は，

いかに速く適切な検索キーワード群を作る

かである．

　さらに，「第 2回検索の鉄人　第一次予
+

10） インターネット上の情報検索にとって，今もっと
長所を生かしながら，同時に両方の短所を解決する
要となる．
選・ラウンド1」における〈問題5〉では，次

のようなような問題が出題された．

「外務省が発表する，海外危険情報．その危

険度の段階は何段階ある？（半角数字で）」

　解説によると「キーワードを『外務省海外

危険情報段階』，検索設定を『すべての語を含

む』で検索開始→77件．リストの2番目あた

りの『海外危険情報』（http://www.mofa.go.jp/

mofaj/toko/joho/index.html）でOKです．『当

該国または地域の治安状況等を 5段階の危

険度に区分して』となっています．」とのこ

とであり，正解が 5であることがわかる．
も重要なのは，この二種類のサーチ・エンジンの
ことにある．つまり，両者の上手な使い分けが必
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　最後に，「第 2回検索の鉄人　第一次予

選・ラウンド3」における〈問題6〉では，次

のような問題が出題された．

「日本国憲法下での第1回国会が召集された

のは，昭和 22年の何月何日？（半角数字

で）」

　解説によると，「キーワードを『日本国憲

法第1回国会昭和22年』，検索設定を『すべ

ての語を含む』で検索開始→17件．『各種手

続き／お知らせ』（http://www.sangiin.go.jp/

japanese/zenkai/50shu/1.htm）という参議院

のページに『日本国憲法に基づく第 1回国

会の召集（昭和 22年 5月 20日）』と明記さ

れています．」とのことであり，正解の5月

20日がわかることとなる．

　このようにインターネットを辞書代わり

に使うことによって，かなりの情報が引き

出せることとなる．全文を情報検索の対象

とする方法では，必要とする情報がヒット

する情報の見出しに無くても，情報を引き

出すことができるのである．百科事典でい

えば，百科事典のあいうえお順の見出しを

検索するのではなく，百科事典に書かれて

いる文字すべてが検索対象となっていると

いう状態である．

　この他，インターネット上の情報検索に

必要な技術を幾つか挙げよう．まず，適切

なリンク集のあるホームページを見つける

ことが第一である．リンク集は，特定の意

識や意図の下に数あるホームページの中か

ら，作者がリストアップした一覧表である

から，専門的知識を持った人の目を経た情

報であるといえ情報が集約されている．法

律専門家や法学部のリンク集（URL）をま
+

11） インターネット上の情報検索技術の解説として，「
ネットマガジン1997年12月号インプレス社236頁以
トマガジン1999年1月号インプレス社205頁以下参
ず見ることが大切である．リンク集から見

つからない情報には，サーチ・エンジンに

よる検索を行う．この時は，網羅と絞り込

みのバランスを巧く取り，「AND検索」や

「NOT検索」を使いこなせば，かなりの情報

にたどり着けるはずである 11)．

3. 法学研究とインターネットを
　使った情報検索

　このようなインターネットを使った情報

検索が一般化すれば，当然のこととして法

学研究にも影響をもたらし，またそのあり

方を様変わりさせる要素も併せ持っている．

3-1. インターネット上の法情報
　まず，溢れんばかりの情報を持つという

インターネットには，どのくらいの法情報

があるかについて述べてみたい．

　インターネット上の情報の中で「法律」に

関するホームページはどのくらいあるかに

ついては，以下のような調査を行った．

サーチ・エンジンの中でも情報量の多い自

動収集系サーチ・エンジンの代表格，goo

（http://www.goo.ne.jp）による検索による結

果を紹介する．gooに1998年12月30日午

後 10:00に，以下の言葉を含むサイトはい

くつあるかを検索させた．たとえば「法」と

いう言葉を含むサイトは，539,121件（総数

の 3.2％に該る）あるとの検索結果がでた．

この「法」という言葉を含むサイトには当

然，「健康“法”」「酒井“法”子」といった言

葉を含むサイトまで入ってしまう．「法律」

では98,125件，「法律学」では1,975件，「法
インターネット上での検索テクニック」インター
下，「これが情報検索の裏技だ！」インターネッ
照．
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情報」では1,671件となり，その数はぐっと

絞られる．

　おなじく，ディレクトリ型の Yahoo !

JAPANで同様の検索を行うと，「法」では

6,906件（総数の4.6％に該る），「法律」では

390件，「法律学」12件，「法情報」7件とい

う結果になる．

　このデータから推測できることは，法に

関する情報は，インターネット上では最大
+

12） 将来的に人類の情報のやりとりがインターネット
しない”ということを証明できるようになる．これ
はとても困難であった．きわめて限られた条件が満
インターネットに限らずあらゆる情報メディアがコ
には存在しないということが証明できるようになる
でも4.6％以下であり，全体に占める割合は

非常に低い．これは2-1-3で述べたように，

情報偏在の典型である．では，インター

ネット上の法情報は，使い物にならないの

かというと決してそうではない．必要とな

る法情報のかなりはインターネット上から

入手できるようになりつつある．法情報の

発信源となる機関（政府省庁など）からの情

報は確実に増えている．つまり，法条文

については，学術情報センター（ht tp : / /

www.nacsis.ac.jp），判例については最高裁

判所（http://www.courts.go.jp），司法統計

については法務省などのホームページ

（http://www.moj.go.jp）が情報を提供してき

ており，その充実度は増している．この状

況は，法情報として一次資料が充実しつつ

ある段階であり，やがて二次資料の充実へ

と発展していくと予想できる．

3-2. インターネットに何が
期待できるのか

　インターネット上で情報検索をするとい

うことは，世界中に散在するコンピュータ

上の情報を情報源とするということであり，

地球規模の電子図書館内で情報検索をする

ということになる．世界規模の図書館内で

一元管理される情報を検索するということ

は，これまでにはなかった新しい学問的展

開を可能にしてくれる 12)．

　たとえば，従来型の情報検索の典型であ

る“辞書を引く”という作業を考えてみよ

う．通常，辞書は印刷された紙の頁が集
に一元化することが可能となれば，“情報が存在
まで，どの科学分野においても無を証明すること
たされるとき可能となるだけであった．しかし，
ンピュータにより管理されれば，人類の持つ情報
．これは画期的なことである．
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まった本の体裁をとっている．したがって，

本というものが持てるだけの情報量しか持

つことができず，辞書は特定の分野に限定

された情報しか持ち得ない．つまり，法律

学辞典においては，医学や工学の専門用語

は掲載されていないのである．使う側にも

辞書とはそういうものだという固定観念が

ある．しかし，インターネット上での情報

検索では，分野にとらわれずあらゆる情報

源から検索が行える．したがって，特定の

用語の使用方法がどのようなコンテクスト

で他分野で現れるかを調べることができ，

法律用語が他の学問領域ではどのように使

われているかも瞬時に調べることが可能で

ある．このような学際的な領域の進歩には

大いに期待できる．

　インターネット上での情報検索は，気付

かない人には何の価値も効力もないが，使

い手にとっては昨日の不可能を，可能に変

えてくれるものである．非常に安価なコス

トで誰でもいつでもどこからでも法情報に

アクセスできる環境があれば，法律学の裾

野はもっと広がることが予想できる．

　そこで，法学者に今求めたいことは，イ

ンターネット上で法情報の循環する研究ス

タイルをとっていただきたいことである．

法情報を提供できるのは，法律実務に携わ

る人と法学研究者である．この法情報発信

源がインターネット上で法情報を提供して

いかないと，法情報環境を充実させる法情

報の連関が起きない．よって，研究成果や

法資料を，インターネットで公開していく
+

13） これまで知識として教えられてきた法情報では，た
めば入手できるかが法情報の一つであった．これが
のような知識はもはや法情報として重要性を持たな
いう知識もその価値を失う．なぜならば，そのような
作で入手できる情報であり，むしろ必要とされるのは
と移っていく．
姿勢が不可欠となるのである．あらゆる法

情報の発信をインターネット上で行い，法

情報のインターネットでの一元化をはかる

こと．これが法律研究ひいては法律学の発

展のために是非必要なものと考え得る．

4. 法学教育とインターネットを
　使った法情報検索

　“インターネットを使った法情報検索”の

効用が認められるのであれば，法学教育に

おいて，インターネットを使った法情報検

索方法を法学生に低学年次に学ばせる必要

がある．これには 2つの意味がある．

　まず，法情報とは何であり，その情報を

得るためにはどこに行って何をすればよい

のかを知識として教える必要がある13)．法

学生が法律学学習の早い段階で，学習のた

めに必要となる情報を入手できる場と方法

を知っておくことは，その後の法学教育に

とって大切なことである．この法情報入手

と法情報検索についての学習は，多くの場

合，法学入門，基礎演習，ライブラリー・

ワークといった科目で教授されてきた内容

である．

　そして，これと同時にこのような法情報

検索がコンピュータを使ったインターネッ

ト上で可能であることを知る必要があり，

これには当然のこととしてコンピュータ・

リテラシーが必要となる．インターネット

で新しい法情報を入手できても，それを電

子文字としてコンピュータ上で加工して自
とえば判例を調べるのに図書館のどの書物を読
インターネット上で検索できるようになれば，そ
い．特定の法律問題にどのような判例があるかと
知識は判例検索というコンピュータの簡単な操
その判例が意味するものの内容的な分析能力へ
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分の資料に活用できる能力を併せ持たなけ

れば，これからの情報化社会における法学

生のあり方とはならない．

　よって，法情報に関する知識とコン

ピュータを使いこなす能力，この両者の融

合が可能となるカリキュラムが必要とな

る 14)．

4-1. 検索，処理，発信
　法情報検索においても，必要とされるの

は情報を取捨選択する能力である．それは，

大量の情報から短時間に必要とする情報を

拾い出す作業であり，まずできるだけ多く

の情報を集め，この情報の集合体にスク

リーニングをかけ，不要な情報を徐々に振

るい落としていくという作業を繰り返すこ

とにより，最終的に必要な情報が得られる．

こうした作業能力は，実体験することによ

り身に付くものである．また，集めた情報

を読みこなし，論点を絞るという情報処理

能力が必要となる．これは，多くの場合レ

ポート作成やゼミ報告を重ねることにより

培われる能力といえよう．そして，この完

成させたレポートや論文を，公開すること

によって他の人へ法情報を提供することが

できるようになる．この法情報発信方法を

学ぶことも，これからの法学生には必要と

なろう．これからの法学生に求められるス

キルは，法情報検索から法情報処理そして

法情報発信という循環を作り出す能力であ

る．
+

14） 門昇「『法情報学』と情報活用能力の育成」（http
kado.html）,門昇「法情報学ー情報化社会における
u.ac.jp/~kado/hjght20.htm），田中規久雄「インター
www.law.osaka-u.ac.jp/~kikuo/971029.html）参照．書
き方』丸善株式会社（1998年）参照．

15） 大阪大学法学部の門昇氏による法情報学関係講義
が，各地の法学部における法情報講義内容をリスト
4-2. カリキュラムへの提言
　法学部のカリキュラムにおいて，できる

だけ早い時期に法情報の検索，処理，発信

方法を学ばせる教科を配当する必要がある．

この法情報の処理にあたっては，コン

ピュータを使いこなす能力を併せて教えな

ければならない．つまり，法情報について

の知識学習とコンピュータ・リテラシーの

二本立てでカリキュラムをたてる必要があ

る．

　一方で，これからの法学生は，初等・中

等教育におけるコンピュータ・リテラシー

教育の成果を持って法律学学習に臨むであ

ろうから，現状とは異なる教育対象を念頭

においてカリキュラムを考える必要がある．

また，法情報の提供方法の大きな変化が予

想される今，法情報検索方法も大きく変わ

るということを前提として，常に学習内容

が変化していくことを考慮したカリキュラ

ムが必要となる．

　これまでの法情報を教える講義は，法律

学習に必要な基本的な知識として，図書館

での資料収集が主体となっており，その学

習内容の一つとして，コンピュータを活用

した法律情報検索を取り上げているが，こ

れを重点的に学習する必要性が高まってお

り，この傾向はさらに強くなる 15)．

　したがって，コンピュータ・リテラシー

学習の場でコンピュータの活用方法のみな

らず，法律情報（たとえば判例，文献情報

等）を体系的に教え，コンピュータ・リテラ
://www.rd.ecip.osaka-u.ac.jp/kouhou97/tokusyu/
法学教育の新しい試みー」（http://dale.law.osaka-
ネットによる法情報検索（アメリカ法）」（http://
籍としては，田島裕『法律情報の検索と論文の書

一覧（http://dale.law.osaka-u.ac.jp/~kado/itiran.htm）
アップしている．
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シー学習の題材として活用するカリキュラ

ムが望ましい．

　たとえば，最近の離婚件数を調べるのに，

最高裁判所のホームページから最近の司法

統計データを入手したとする．このデータ

をレポートに使いたいとしたとき，グラフ

をプリンターで印字してこれをハサミで切

り張り付けるという方法では，知的生産効

率はよくない．また入手したデータが数値

であるならば，これをCSV形式になるよう

にエディタで加工し，表計算ソフト

Excel97で読み込みグラフ化して，レポー

ト作成するワープロMS-Word98に張り付

けて，視覚に訴えるレポートを作成できる

能力，そしてこれをHTML化して，ホーム

ページとして情報発信していく能力がこれ

からの法学生にも要求される．

　各地の大学法学部では，法情報学や情報

処理論という名の下にコンピュータを使っ

た法情報の検索・活用方法が教授されてい

る．こうした講義の中でも，コンピュータ・

リテラシーの一環としてインターネットを

使った法情報検索を扱うものは少ないとい

えよう．法学生がコンピュータを使いこな

すというのは，もはや過去の幻想ではなく，

現実のものとなってきている．インター

ネット上の法情報は現状ではまだまだ十分

なものとはいえないが，今後にその量的な

増加が予想される以上，今の法学生がそれ
+

16） 法情報を提供する優れたリンク集として以下の3
れば，ほぼインターネット上の法情報にはたどり着
u.ac.jp），金沢大学法学部（http://www.law.kanazaw
調べ方☆（http://www01.u-page.so-net.or.jp/db3/m
を学んでおかないと，将来的に法情報を得

る環境に適応できなくなる可能性がある．

法学教育におけるインターネット学習を今

以上にもっと積極的に取り入れる必要があ

り，この分野の教材開発，カリキュラム研

究が望まれるところである 16)．

おわりに

　インターネットというメディアの社会浸

透は予想以上の速さである．法情報という

切り口で“インターネットと法律学”につい

て考えてみるとかなりの変化が予想される．

早急に各法学部が，インターネットを利用

した法情報収集についての教科を低年次の

法学生に配当するカリキュラム編成をされ

ることを提唱したい．そして，法律学に携

わる多くの方が，インターネット上で情報

発信を始められることを切に望みたい．情

報化社会は，情報の再生産，つまり情報を

得て加工し，再度それを情報として発信す

るという過程を経て大きく発展していく．

法情報も同様である．これまで，活字の世

界で一部の好事家の目にしか留まらず閉じ

た世界でしか公開されてこなかった法情報

が，広くかつ瞬時にインターネット上で一

般に公開され，法情報の好循環をもたらし，

これが法律学の発展のために貢献できる日

は，もうそこに来ているのである．
カ所を紹介する．ここを起点としてリンクをたど
ける．大阪大学法学部（http://www.law.osaka-

a-u.ac.jp），そして，法情報資料室☆やさしい法律の
ari/"）である．
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Bulletin of Toyohashi Sozo Junior College
1999, No. 16, 29–38

ヒューリスティックモデルを自律主体システムに適用した
自己組織化現象のカオス特性について

今 井 正 文
西 川 智 登

論　　説

　本論文は，ヒューリスティックモデルを適用した多数の自律主体で構成される自律主体シ

ステムによって集団行動をモデル化し，集団行動の自己組織化の過程を考察しようとするも

のである．集団行動における自己組織化は多数の自律主体が相互作用により発生するものと

して，自律主体が互いに相互作用をするような簡単な行動規則（if-thenルール）を持つ構成要

素によって定義される自律主体システムを提案し，システム全体の相互作用と活動量の状態

推移を観察することにより見られる自己組織化の現象について議論していく．また，自律主

体の構成要素数を変化させることによって，相互作用に伴い自己組織化のレベルが変化しカ

オス特性を持つことを明らかにした．

On Chaotic Characteristics of Self-organizing Phenomena Applied
Heuristic Model to Autonomous Agent System

Masafumi Imai
Tomonori Nishikawa

Abstract:  This paper deals with the modelling as the behavioral characteristics of group by

autonomous agent system, which applied heuristic model, composed by autonomous agents, and

discusses the process of self-organization on behavioral system.  Self-organizing characteristics on

a behavioral system is regarded as arisen from interaction of autonomous agents, we proposed

autonomous agents system defined by components which have the simple behavioral rules (if-then

rules) so that autonomous agents bring about interaction each other.  And then we discuss the

phenomena of self-organization by observing the state transition of interaction and activities in

behavioral system.  Furthermore, by varying in quantity the components of autonomous agents, we

clarified a change in self-organizing characteristics companied by interaction was able to illustrate

the existance of the chaotic characteristics.

Key Words: self-organization, Chaotic attractors, Lyapunov spectrum, Autonomous agent
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図 1　自律主体システムの概要
1　緒　論

　本論文は，多数の自律主体（autonomous

agent）によって構成される集団システム，

すなわち，自律主体システム（autonomous

agent system）における自己組織化の現象に

ついてヒューリスティックモデルを適用し

て考察するものである．多数の自律主体が

相互作用しながら行動する自律主体システ

ムを提案し，システムの相互作用と活動量

の状態推移に観察される自己組織化の現象

について議論する．全体を制御するような

機能無しでシステムが機能すること，そこ

において自己組織化のレベルが変化するこ

とを示す．さらに，自律主体の構成要素数

を変化させることによって相互作用のレベ

ルとともに自己組織化のレベルが変化する

ことは，自律主体システムの特性がカオス

特性を示すことから，自律主体システムが

非線形特性を有することを明らかにする．

2　自律主体システム

　構成要素の自律性を認めて集団を編成す

るとそれはエージェントシステムで動くよ

うになり自己組織化の現象が生じるという

ことは定性的には良く知られている 1)．本

論文では，集団を多数の自律主体から構成

された複雑多主体システムとして，集団行

動における自己組織化は多数の自律主体が
+

1） 高木晴夫：「情報化組織はポリエージェントシス
文集，pp. 8–12，（1996）

2） H. Ulrich and G. J. B. Probst著 徳安 彰 訳：「自己組
117，pp. 159–183（1992）

3） 今井正文，西川智登：「自律主体システムにおける
15，No. 2，（1999）

4） M. Imai, S. Shimizu, T. Nishikawa : Self-orga
Conference on Production Research, vol. 2, pp. 1
相互作用により発生するものとする 2) 3) 4)．

自律主体が互いに相互作用をするような簡

単な行動規則（if-thenルール）を持つ構成要

素によって定義されるヒューリスティック

モデルを導入することによって，自律主体

システムにおける自己組織化の現象を議論

する．さらに，この自律主体システムは，構

成要素数を変化させることにより，相互作

用のレベルの変化に対応して自己組織化の

レベルが変化すること，そこにおいてカオ

ス特性が観察できることを示す．

2.1　自律主体の行動規則
　図1に示すような，多数の自律主体が，そ

れぞれ目標物を探索して定位置に移動する

ような自律主体システムを考える．自律主

体システムの構成要素となる自律主体は以

下のようないくつかのif-thenルールによっ

て行動する．ただし，これらの自律主体は，

離脱が無く接触によって行なわれる情報伝

達によって相互作用を行なうものとする．
テム」，経営行動研究学会，第6回全国大会講演論

織化とマネジメント」，東海大学出版局，pp. 61–

自己組織化」，日本経営システム学会誌，pp，Vol.

nization of Non-linear Model, The 14th International
398–1401 (1997).
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図 3　自律主体の行動規則の例（相互作用）

図 2　自律主体の行動規則の例
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自律主体システムの行動規則

①全ての要素は定位置（home）から出発

し，ステップ時間毎のランダム移動に

より目標物（object）を探索するが，目

標物が見つからなければ一定時間毎に

定位置に戻る．

②もし移動した場所に目標物があれば，

位置を記憶し定位置（home）に持ち帰る．

③定位置に目標物を置いて再び目標物を

取りに行くが，目標物が無ければ再び

ランダム探索を行う．

④他の構成要素と接触した場合，どちら

かが目標物の情報を持ってれば情報伝

達される．

⑤目標物の位置情報を持たない要素が情

報伝達された場合，伝達情報に従って

目標物を運びにいく．

　このif-thenルールによって行動する自律

主体の行動規則の例を図2，図3に示す．図

2は，行動規則①，②，③に従って，ランダ

ム探索によって目標物を見つけた時の自律

主体の行動規則の例を示しており，図3は，

行動規則④，⑤に従った情報伝達（相互作

用）による行動規則の例を示している．こ

のif-thenルールによって行動する多数の自

律主体は，個々の自律主体は基本的にはラ

ンダムな探索を行なうが定位置に戻ること

によって周期性を持つものとする．また，

自律主体同士の接触による目標物の位置情

報の伝達は相互作用を生み，相互作用に

よって要素同士の協同現象すなわち自己組

織化が起こることになる．
+

5） 今井正文，清水静江，西川智登：「自己組織化モデ
テム学会誌，pp15–20，Vol. 13，No. 1，（1996）

6） 今井正文，清水静江，西川智登：「自己組織化モデ
学会誌，pp127–132，vol. 8，No. 4，（1996）
2.2　自律主体システムのカオス性
　カオス理論はいろいろな分野で応用され

ているが，このカオス性が多くの現象に含

まれていることや非線形性によって発生す

ることはよく知られている．組織行動の自

己組織化モデルの自己組織化においてカオ

ス性が重要であることをふまえて，多数の

自律主体によって構成される自律主体シス

テムの自己組織化現象におけるカオス性を

考察する3) 4) 5) 6)．ただし，本論文の自律主
ルにおけるカオスに関する研究」，日本経営シス

ルにおける非線形現象について」，日本ファジィ
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図 4　自律主体システムの状態変数

  x y= [ ] = [ ]5 6 7 8~ , ~

8000 step

タイプ1

表 1.　自律主体システムのパラメータ

自律主体の要素数N

総計算時間T

目標探索の制限時間

目標探索の移動距離

目標物の位置

目標物の配置数

目標物の再配置時間

タイプ2

20 60

  20 5± step

  −5 5~ /unit step

30個/1回

15 step

30 step目標物の配置制限時間
体システムはデータ生成の構造が明確では

ないため，組織の自己組織化モデルで用い

た通常のリアプノフスペクトルとは異なる

計算手法を用いて最大リアプノフ数を求め

る 7) 8)．自律主体システムの生成するデー

タを状態空間表示して得られた点の集合か

ら，なるべく近い2点  x t y ti i( ) ( ), を取り，この

2点の  τ時間後の距離の比    Λij t,τ( )を求めて，
多くの N個の点について距離の比の平均操

作を行なえば時間 tにおける最大リアプノ

フ数  λが求められる．具体的には，以下の

ように計算される．

    
Λij

i j

i j

t
x t y t

x t y t
, τ

τ τ
( ) =

+( ) − +( )

( ) − ( ) （2.1）

    
λ

τ
τt

N
tij

j

N

i

N

( ) = ( )
==

∑∑1
2

11

log ,Λ （2.2）

上式（2,1），（2.2）で得られた    λ t( )を時間 tに

ついて平均した最大リアプノフ数  λが正の

値に収束すれば，自律主体システムにカオ

ス性が存在しているといえる．

3　シミュレーション

3.1　自律主体システム
　自律主体システムに以下の表 1に示され

るような要素数 Nだけを変化させたパラ

メータを与えたタイプ 1  N =( )20 ，タイプ

2  N =( )60 の二つのモデルを用意し，構成要

素数 Nによって要素間の相互作用，及び自

律主体システム全体の挙動が変化すること

を示す．ただし，図 4に示すように構成要

素数を Nとした場合，時刻 tにおける各構

成要素の位置を  x t y t i Ni i( ) ( ) = ⋅⋅⋅( ), , , ,1 ，各構成

要素の相互作用の数を  Int ti( )，各構成要素 i
+

7） I. Shimada and T. Nagashima : A numerical ap
tems, Progr. Theor. Phys., vol. 61, No. 6, pp. 160

8） 長島弘幸，馬場良和：「カオス入門」，培風館，pp
が移動した目標物の数を  Obj ti( )とする．ま

た，表 1における時間単位 stepと距離単位

unitは，構成要素が自律主体システム内を

移動する場合の計算上の仮想的な時間と空

間の単位であり，目標物の配置制限時間は

目標物が配置されてから構成要素によって

運ばれる運ばれないに関わらず定期的に除

去される時間とし，目標物の再配置時間は

目標物が構成要素によって全て運ばれるか

配置制限時間が経過して除去されてから再

び配置されるまでの時間としている．
proach to ergodic problem of dissipative dynamical sys-
5–1616 (1979).
. 85–88，pp. 105–108（1992）
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図 5　自律主体の移動の軌跡の例
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図 6　自律主体の位置と相互作用の例
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3.1.1 構成要素数が少ない場合

（タイプ1）

　構成要素数を   N = 20 としたタイプ 1

の時刻 t における各構成要素の位置を

  x t y t i Ni i( ) ( ) = ⋅⋅⋅( ), , , ,1 ，各構成要素の相互作用

の数を  Int ti( )，各構成要素 iが移動した目標

物の数を  Obj ti( )とした場合の自律主体シス

テムの挙動を計算すると図5から図10まで

の図が得られる．自律主体のうち 1つだけ

を取り出した場合の移動の軌跡図 5とその

自律主体の位置  x t y ti i( ) ( ), および相互作用数

の時系列データ図 6より，個々の構成要素

はランダムな探索と情報を得た場合の規則

的な目標物の移動によって複雑な挙動をし

ていることがわかる．各自律主体の位置

  x t y ti i( ) ( ), を x軸，y軸方向の移動量に変換し

システム全体で平均した場合の移動量の平均

  
x t

N
x t x ti ii

N( ) = +( ) − ( )
=∑1

1
1 ,

  
y t

N
y t y ti ii

N( ) = +( ) − ( )
=∑1

1
1

と相互作用の平均

  
Int t

N
Int tii

N( ) = ( )
=∑1
1

の時系列データを図 7に示す．この移動量

の平均と相互作用の平均を状態空間表示す

ると図 8のようになる．移動量の平均と相

互作用の平均図7, 図8をみると，構成要素

間の情報交換による相互作用が生成され，

システム全体の挙動が複雑になっているこ

とがわかる．このタイプ 1のパラメータに

おいて自律主体システムは，構成要素間の

情報交換による相互作用によって，相互作

用による規則性と探索行動によるランダム

性が共存している状態，すなわち，自己組

織化が達成された状態であるといえる．最

大リアプノフ数の収束の様子を図9に示す．
+

最大リアプノフ数  λ1は－0.0198となり，負

の値を持つことからカオスではないことが

わかる．時刻 tにおいて各構成要素 iが定位

置に移動した目標物の数  Obj ti( )を図10に示

す．このときの定位置に移動された目標物

の総数は全体で  Obj tii
( ) =∑ 2044となり，移

動された目標物の構成要素当りの平均

  Obj t( ) = 102 2. となる．カオスではないこと

と移動された目標物の構成要素当りの平均

が高いことから，相互作用による規則性が

探索行動によるランダム性に比べて強い状

態であるといえる．
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図 8　移動量の平均と相互作用の平均

図 9　最大リアプノフ指数
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図 10　定位置に移動された目標物の数
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図 7　移動量の平均と相互作用の平均
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3.1.2 構成要素数が多い場合（タイプ2）

　構成要素数を  N = 60としたタイプ 2の自

律主体システムの挙動を計算すると図11か

ら図16が得られる．移動の軌跡の例図11と

その自律主体の位置  x t y ti i( ) ( ), および相互作

用数の例図12より，個々の構成要素はラン

ダムな探索と情報を得た場合の規則的な目

標物の移動によって，複雑な挙動をしてい

ることがわかる．移動量の平均と相互作用

の平均図13，図14より，構成要素間の情報

交換による相互作用が生成され，システム

全体の挙動が複雑になっていることがわか

る．このパラメータにおいても自律主体シ

ステムは，構成要素間の情報交換による相

互作用によって，自己組織化が達成された

状態であるといえる．最大リアプノフ数の

収束の様子を図15に示す．この自律主体シ

ステムの最大リアプノフ数  λ1は 0.0177と

なり，正の値を持つことからカオスである

ことがわかる．時刻 tにおいて各構成要素 i

が定位置に移動した目標物の数  Obj ti( )の推

移を図16に示す．このときの定位置に移動

さ れ た 目 標 物 の 総 数 は 全 体 で

  Obj tii
( ) =∑ 4523となり，移動された目標物

の構成要素当りの平均   Obj t( ) = 75 38. とな
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図 11　自律主体の移動の軌跡の例
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図 12　自律主体の位置と相互作用の例

図 13　移動量の平均と相互作用の平均
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図 14　移動量の平均と相互作用の平均
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図 15　最大リアプノフ指数

図 16　定位置に移動された目標物の数
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る．カオスの存在と移動された目標物の構

成要素当りの平均がタイプ 1に比べて低い

ことから，このパラメータにおいて相互作

用による規則性よりも探索行動によるラン

ダム性が強い状態であるといえる．

3.2 自律主体システムの自己組織
化のレベル

　構成要素数 Nの変化に対応する自律主体

システムの挙動の変化を考察するために，

以下のような自己組織化のレベルを表す関

数 sを導入する．

・移動量の平均：

　  
s x y

TN i

N

t
,( ) =

=∑∑1
1

　　　
  x t x t y t y ti i i i+( ) − ( )( ) + +( ) − ( )( )1 1

2 2

・相互作用の平均：

　  
s Int

TN
Int tii

N

t
( ) = ( )

=∑∑1
1

・目標物移動数の平均：

　  
s Obj

TN
Obj tii

N

t
( ) = ( )

=∑∑1
1

・最大リアプノフ数：    s λ λ( ) =

ただし，構成要素数 N，各構成要素の位置

を    x t y t i Ni i( ) ( ) =( ), , ,1 L ，各構成要素の相互作

用  Int ti( )，移動した目標物数  Obj ti( )とする．

　構成要素数 Nを2から70まで変化させた

場合の移動量の平均  s x y,( )，相互作用の平
均：  s Int( )，目標物移動数の平均：  s Obj( )，最
大リアプノフ数    s λ( )を計算すると図17から

図 20が得られる．図 17の移動量の平均

  s x y,( )は，少ない構成要素数 Nで急速に増

加しある程度の範囲で増加減少するが，特

に構成要素数  N = 20 26~ で高い値を示して

いることがわかる．図 18相互作用の平均
+

  s Int( )は，構成要素数 Nの増加に対して増

加傾向を示し，図 19目標物移動数の平均

  s Obj( )は，構成要素数 Nの増加に対して一

旦増加し構成要素数  N = 20で最大値を示し

た後に減少をしてることがわかる．自律主

体システムの挙動の変化を考察すると，構

成要素数 Nの増加により相互作用の平均：

  s Int( )が増加し，目標物の位置情報を各構成

要素が得ることによって活動量の平均

  s x y,( )と目標物移動数の平均  s Obj( )が増加
するが，目標物が有限なために構成要素数

Nがある程度以上になると飽和・減少する

と解釈できる．図20最大リアプノフ数    s λ( )

は，構成要素数 Nに対して正負の符合を複

雑に示しているが，移動量の平均と目標物

移動数の平均が高い値を示す構成要素数 N

の範囲において負の符合を持つことが示さ

れた．これらのことを構成要素数 Nの変化

に対する自律主体システムの自己組織化レ

ベルの変化として考察すると，移動量の平

均と目標物移動数の平均が大きい値を持つ

パラメータ領域において高い自己組織化が

達成されており，自己組織化のレベルが変

化する場合にカオス特性が存在すると解釈

することができる．

　さらに，相互作用と自己組織化の関連を

調べるために自律主体システムの相互作用

に関する行動規則を削除し，相互作用の機

能を停止させたて構成要素数 Nを2から70

まで変化させた場合の自律主体システムの

移動量の平均  s x y,( )と目標物移動数の平
均：  s Obj( )を図21，図22に示す．移動量の

平均  s x y,( )と目標物移動数の平均：  s Obj( )に
関して比較すると，相互作用の機能がある

場合の図17，図19に対して，相互作用の機

能がない場合の図21，図22の方が明らかに

低いレベルであり，自己組織化のレベルが
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図 17 構成要素数 Nと移動量の平均  s x y,( )
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図 18 構成要素数 Nと
相互作用の平均：  s Int( )
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図 19 構成要素数 Nと
目標物移動数の平均：  s Obj( )

図 20　構成要素数 Nとリアプノフ数    s λ( )

図 21　構成要素数 Nと移動量の平均  s x y,( )
（相互作用の機能を停止した場合）

図 22　目標物の移動数の平均  s Obj( )
（相互作用の機能を停止した場合）
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低い状態であることことがわかる．この相

互作用の機能を停止させた場合に自己組織

化のレベルが低くなるという結果は，本論

文の自律主体システムに自己組織化の現象

が生じていることと，自己組織化が構成要

素間の相互作用によって大きく影響を受け

ることを示している．

4　結　論

　本論文は，多数の自律主体によって構成

される自律主体システムにおける自己組織

化の現象についてヒューリスティックモデ

ルを適用して考察した．簡単な行動規則

（if-thenルール）を持つ多数の自律主体が相

互作用しながら行動する自律主体システム

を提案し，システム全体の相互作用と活動

量の状態推移を観察すると自己組織化の現

象が生じていること示した．自律主体シス

テムにおいて，構成要素数の変化による相

互作用の増加などによって自己組織化のレ

ベルが変化すること，及び，自己組織化の

レベルが変化する状況においてカオス特性

が存在することを明らかにした．
+
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保育のための“遊び”研究考（XI）

――再び「はないちもんめ」について（下）――

大 森 隆 子

論　　説
序

　前前稿1) においては1960年代の，又，前

稿2) においては1970年代以降の「はないち

もんめ」に関する研究書の中から，わらべ

うた全体の構想に関わらせて言及している

論考に的を絞って取り上げた．本稿におい

ては，まず，当論考の始発点である本田和

子氏の「「花一匁」考　子どもたちの歌垣」

を紹介し，併せて何点かの関連する論説に

触れておきたい（Ⅰ）．次に，伝承されてき

た具体的な遊び例の集約を行い，詞句や遊

び方等の面から検討を加える（Ⅱ）．これら

が，論として形成されてきた「はないちも

んめ」像に何らかの具体性のある根拠を与

えることになればありがたい．それらを通

して，保育のための遊び研究に資する幾許

かの提言が得られればと思う（結び）．

Ⅰ　「はないちもんめ」論

1　本田和子「「花一匁」考　子ども
たちの歌垣」3)

　氏は，草稿にあたり文献的な記録を渉猟
1）『豊橋創造大学短期大学部研究紀要』第14号，19
2） 同上，第15号，1998年．
3） 本田和子「「花一匁」子どもたちの「歌垣」」（『現代
4） 同上，p 149．
5） 西郷信綱「市と歌垣」（『文学』4，岩波書店，1980
しておられる．その結果，鬼ごっこやかく

れんぼうなどの伝承遊びが江戸時代の後期

資料に少なからず残されているのに比して，

この「はないちもんめ」は当時の資料に全く

姿をみせないこと，ようやく大正の後期な

いし昭和の初めに至って見受けられること

を確認されている．それをもってこの遊び

は，定説である「大正期以降の比較的新し

い遊び」4) との見解にたたれる．しかし従前

の研究者がここで袋小路に入り込んでし

まったのに対して，氏は西郷信綱の「市と

歌垣」5) に着想を得，極めて斬新な手法を用

いてこの遊びのルーツ解明への光明を見出

された．

　それは，文献上に記録された史実として

の遊びの姿を，具体的には〈詞句〉〈ルール〉

〈形態〉といった遊びの構成要素の側面か

ら，その発祥もしくは時空間による変化や

違いを丁寧に辿っていく方法によって解き

明かすのでなく，有機体としての遊びの存

在（ご自身の体験が大きく介在する）に着眼

し，遊びを組織する要因を抽出し，それら

と同型性を有する行為（遊びの範疇に拘束

されず）に視界を拓くことで，既成の観念
97年．

思想』2，青土社，1983年所収）

年所収）
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や時空間の制約を越えた新しい見解を供さ

れたのである．

　まず，「はないちもんめ」遊びから特徴的

な組成要因として，〈かけ合い，指名，交換〉

の 3つを選び出す．そしてそれらが奇しく

も古代の歌垣6) と要因において一致するこ

とを指摘する．さらに「二組の異集団とし

て対立した子どもたちが，歌をかけ合い，

足を踏み鳴らして闘う」様が歌垣の様態と

だぶることも明らかにする．こうしたこと

から，古代の民俗行為である歌垣と遊び

「はないちもんめ」の間には何らかの同属性

のあることを，西郷が「市」と「歌垣」の間

に記号論的な同類性を認めたのと同様の手

法で確認されたのである．

　しかし氏は，その同属性が直接的な関係

からもたらされたものとは考えていない．

「子どもが歌垣の模倣をしたとか，誰かが変

形して伝えたというような，直接的な継承

ではない．歌垣において，異種族間で歌を

やりとりし，人やものを交換し，共に踊り

廻った生のエネルギーの奔騰，そしてコ

ミュニケーションへの希求，それが，子ど

もたちの場合，こうして同型性を持った遊

びという表現で，極く最近まで生き延びて

いた，ということなのだ」7) と遊びの本質を

透徹する眼差しのレベルで押さえている．
6）「①古代，男女が山や市などに集まって飲食や舞踏
を行ったもの．元来，農耕予祝儀礼の一環で，求婚
宮廷など貴族にとり入れられて）一群の男女が相唱
館，1986年）
西郷は，共同体の農耕儀礼の一つとみる従来の見

本質について解明を試みる．歌垣という語は「歌懸
多数の男女が集まり舞踏しつつ歌をかけあった行為
市においてであったと立証する．そうであれば，見知
入れたり，いなしたり，はぐらかしたり，もどいたり
る」という男女の恋の贈答歌にありがちな傾向にも
友情や対立といった事象に，市の取引と歌垣の有り

7） 前掲「「花一匁」子どもたちの「歌垣」」p 154．
8） 西村清和『遊びの現象学』勁草書房，1989年．
　一方で氏は，文献上の記録から推察して，

「はないちもんめ」の原型としては「子捕ろ

子捕ろ」系と「子買い」系の二種の遊びが考

えられると名指ししている．「子捕ろ子捕

ろ」系の遊びには，鬼＝異人によって力づ

くで子を奪い去られることもあった中世の

社会的背景が，「子買い」系遊びには，近世

の「人身売買」という一種の商取り引きが見

え隠れするという．

　ただし，氏が「はないちもんめ」の遊びか

ら直接的に感受する幻影は，上述の二種の

遊びや背後にある社会的情景を超えて「古

代の「市」において，大勢の男女が人垣を作

り，足を踏み鳴らしつつ踊り歌ったという

「歌垣」」に立ち返るようだ．

2　西村清和「交換と交歓――花い
ちもんめ」8)

　「遊び」を現象学の立場から考察した優れ

た論考『遊びの現象学』中に，表題の一節が

ある．遊びを表象的に切り取る氏の切り口

の一つに「愛」を設定しているが，その説の

展開は西郷信綱の「市と歌垣」を踏まえたも

のである．「愛が，人間のもっとも根本的な

企てであるところから，他のどんな遊びに

もまして，愛の遊び，つまりは，愛という

局面にたまさか現象する遊びの様相は，つ
をしたり，掛け合いで歌を歌ったりして性的解放
の場の一つでもあった．かがい．②（のちに①が
和する，一種の風流遊芸．」（林大監修『言泉』小学

解に対し，市との相関関係に焦点を絞って歌垣の
き」，すなわち歌をかけあうにもとづくとされる．
で，それがなされたのは村内ではなく村村を結ぶ
らぬ者たちがつどう場であったわけで，「探りを
の要素が多い．演技や思惑も加味されてきてい
納得がゆく．またこうしたかけひき，警戒や競争，
様との記号論的な同類性が存すると述べている．
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ねに企てと，微妙であやうい境界で接する．

ここに，従来の多くの遊び論，とりわけ遊

びの文化論がおかした，「愛の遊び」にかか

わる誤解も由来する．それらが愛の戯れと

して一括してきた現象の多くは，むしろ愛

の企てであり，そこには混同がある」9) と，

氏は反道徳的な戯れごととして括られてき

た「愛の遊び」の中に，真剣で誠実な「愛の

企て」を跡付けていこうとする．「古代の

「歌垣」，東国では「 歌（かがい）」と呼ばれ

た，こんにちでもあまりよくわかっていな

い行動は，一般には，種まきや収穫時に，神

に祭り飲食して，男女が舞い歌をかけあう，

豊作予祝の農耕儀礼と考えられ，ここでは，

日常生活の枠のそと，ハレの場での性の自

由な解放があったとも推測されている．こ

の通説に対して，西郷信綱は，歌垣を「市」

との関連でとらえなおそうとする」とした

うえで，その共通項を二点指摘する．一つ

は共同体の枠を越えて行為が行われること，

二つは「探りを入れたり，いなしたり，はぐ

らかしたり，もどいたり」という心理的や

りとりの要素がみられることである．片や

経済行為をさし，片や民俗行為であるが，

双方とも社会的交換の一様式である．

　こうした市の交易関係や歌垣の相互交換

性に潜む主要因と，童子の遊びである「花

一匁」の要因が同型性をもつことを指摘し

たのが本田和子であるという．すなわち，

前者における〈応答，解の宙づり，役割交

替〉と後者における〈かけあい，指名，交換〉

という要素項目が重複するという事実にお

いて．本田氏は，このことをもって大人社

会の現象と子どもの遊びとの同類性を示唆
9） 同上p 122．
10） 同上p 132．
11） 浅野建二・平井康三郎・後藤一監修『日本わらべ
する．しかし西村氏は，「交換と相互性が，

ひととひと，神とひととのあいだの，つま

りは社会空間のもっとも根本的な構成原理

であり，コミュニケーションの基本骨格だ

からこそ，鬼ごっこやかくれんぼ，子買い

や花いちもんめといった遊びもまた，現実

の社会における，ひととひととのあいだの

一関係，コミュニケーションの一形式とし

て，交換と相互性においてなりたつ．だが，

これらの遊びが，本来の市の交易や求愛行

動のような，企ての対向に立つのではなく，

追いつ追われつ，とったりとられたりする

遊動の同調に立つ以上，遊戯関係を構成し

ている交換と相互性の構造は，遊びに独自

のものであるといわねばならない」10) と要

因の同型性から関係の構築を構想する本田

見解に対し，市や求愛行動が過程において

はともかくも，結果において遊動の不同調

に立つことは，遊動の同調を前提に構成さ

れる遊びとは根本的に構造を異にする，い

わば異次元に存在する別個のものとの考え

を示す．

Ⅱ　「はないちもんめ」例の集約

　大正末から昭和期にかけて日本各地で遊

ばれていた「はないちもんめ」を，これまで

と同様『日本わらべ歌全集』全27巻11) に収

録された事例に求め，全編から抽出された

78例をもとに，その分布状況，詞句，旋律，

遊び方の面からまとめてみた．

1　分布について
　北海道から鹿児島に至る35都道府県にわ
歌全集』柳原書店．
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たって，78例の「はないちもんめ」12) が記

録されていた．その採集地の分布状況は表

1の通りである．

　これをみると，採集されなかったのは秋

田，宮城，千葉，神奈川，三重，広島，島

根，鳥取，山口，佐賀，沖縄の11県で，採

集例は日本列島の東半分に46例，西は32例

と中部以東にやや多く見られた．
12） 遊び方に視点をおいて「はないちもんめ」例を抽
るが，ここでは唱句の中に‘はないちもんめ’を含む

13） 尾原昭夫『日本のわらべうた　戸外遊戯歌編』社

表 1　「はないちもんめ」の分布地

北海道�

青 森 �

岩 手 �

山 形 �

福 島 �

東 京 �

埼 玉 �

群 馬 �

栃 木 �

茨 城 �

愛 知 �

岐 阜 �

静 岡 �

山 梨 �

長 野 �

新 潟 �

富 山 �

福 井 �

1�

4�

2�

4�

5�

3�

2�

1�

3�

3�

2�

2�

2�

3�

3�

1�

2�

3

都道府県名�

東�

46�

�

例数�

京 都 �

大 阪 �

兵 庫 �

奈 良 �

和歌山�

三 重 �

岡 山 �

島 根 �

徳 島 �

香 川 �

愛 媛 �

高 知 �

福 岡 �

長 崎 �

大 分 �

熊 本 �

鹿児島�

1�

2�

2�

1�

1�

2�

3�

3�

2�

2�

1�

1�

5�

1�

1�

2�

2

都道府県名�

西�

32�

�

�

例数�
2　詞句について
　ここに記録された「はないちもんめ」の詞

句は多種多様で，一つとして同じものはな

い．しかしながら詞句の構成には法則性が

あり，分類が可能である．ここでは尾原昭

夫氏の提案型13) をもとに，筆者が補訂した

分類型により分類（表 2）してみることにす

る．はじめに，氏の案とそれぞれを代表す

る詞句例を紹介しておこう．

尾原氏の分類 5型
　（1）基本型 ···········ほぼ全国的に分布
　（2）ふるさと型 ···ほぼ全国的に分布
　（3）となりのおばさん型

···········主として中部地方以
東に分布

　（4）たんす長持型（物まね型）
···········主として中部地方以

西に分布
　（5）複合型 ···········主として中部地方に

分布

（1）の例
勝ってうれしい　花いちもんめ
　負けてくやしい　花いちもんめ
○○ちゃんとりたい　花いちもんめ
　□□ちゃんとりたい　花いちもんめ

（2）の例
ふるさともとめて　花いちもんめ
　ふるさともとめて　花いちもんめ
もんめもんめ　花いちもんめ
　もんめもんめ　花いちもんめ
○○さんもとめて　花いちもんめ
　□□さんもとめて　花いちもんめ

勝ってうれしき　花いちもんめ
　負けてくやしき　花いちもんめ

（3）の例
勝ってうれしい　花いちもんめ
出すれば，多様な詞句を有する例が多く収集でき
ことを条件に抜き出した．
会思想社，1975年，p 138．
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　負けてくやしい　花いちもんめ
となりのおばさん　ちょいと来ておくれ
　鬼がこわくて　行かれない
おかまかぶって　ちょいと来ておくれ
　おかま底ぬけ　行かれない
ふとんかぶって　ちょいと来ておくれ
　ふとんビリビリ　行かれない
それはよかよか　どの子がほしい
　あの子がほしい
あの子じゃわからん
　この子がほしい
この子じゃわからん
　まるくなって　相談しよう
○○ちゃんがほしい
　□□ちゃんがほしい
じゃんけんポイ（あいこでショ）

（4）の例
たんす長持　どの子がほしい
　○○さんがほしい
どうして行くの

　笑いもって　おいで

　‘はないちもんめ’の語句をもち，遊び方

を同じくする「はないちもんめ」の最もシン

プルな詞句例は，表 2中省略型としてあげ

た“ハナちゃん欲しいよ花一匁，マサちゃ
型・系 数 内　訳

基本型 6 東1 西5 勝ってうれ

省略型 1 東1 ハナちゃん

故郷型 基本系 13 東7 西6 故郷求めて（

白砂糖・黒砂糖系 3 東3 黒砂糖求め

東京・大阪系 2 東1 西1 東京めがけ

はなちゃん・
みよちゃん系 2 東1 西1 はなちゃんと

隣のおばさん型 24 東19 西5 隣のおばさ

たんす長持型 11 東5 西6 たんす長持ど

複合型 16 東8 西8

表 2　「はないちもんめ」の詞句分類表
ん欲しいよ花一匁”である．これだけの言

葉で遊びは成立し，展開もする．次に簡潔

な表現は，基本型に該当する6例であり，そ

れ以外は，おのおのの型の枠内で長々と問

答の言葉が続く．また複合型（表3複合型内

訳参照）のように，型の枠を越えて詞句を

連結させている例も多い．口承で伝えられ

てきたにもかかわらず，長く複雑な唱句の

方が多く残されていることに着目したい．

また，詞句の転化は意味内容に沿って少し

ずつなされる面も見られるが，音韻の要素

から行われ，意味的には飛躍する例も多々

見受けられる．例えば故郷型の場合，基本

系の基の語句は‘故郷求めて’と考えられる

が，‘故郷たずねて’への変化は前者による

もので，‘故郷まとめて’への変化は後者に

よるものである．また，基本系から白砂糖・

黒砂糖系への変化は，‘ふるさと’から‘し

ろさとう’へ，音は近似しつつ意味内容が

飛躍するという一興を求めたものと思われ

る．この場合全く異なる意味へ転じてしま

うため，基の詞句との関連が不明になりが
詞　句　例

しい・負けてくやしい（5），うれしき・くやしき（1）

欲しいよ花一匁・マサちゃん欲しいよ花一匁

3），故郷まとめて（7），故郷たずねて（2）

て・白砂糖求めて，まるめて，かためて

て・大阪めがけて，東京まとめて・大阪まとめて

まとめて花いけもんめ，みよちゃんとまとめて（各1）

ん（22），向かいの誰かさん，ご新造さん（各1）

なたがほしい（4），たんす長持ちどの子がほしい（7）
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連結されている型・詞句

みかんが好きか・りんごが好きかの詞句

子買お型

隣のおばさん型

たんす長持型

子買お型

花たばまとめて・鼻くそまるめての詞句

隣のおばさん型

たんす長持型

基本型

基本型

梅にうぐいす＋たんす長持型

故郷型＋子買お子買お

型

A

B

C

D

E

F

G

H

例数

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

先頭の型

基本型＋

故郷型＋

隣のおばさん型＋

みかんきんかん東京へ送る＋

梅と桜を合わせてみれば＋

欲しや欲しや＋

花が咲く咲く花一匁・花が散る散る花一匁＋

桜桜弥生の空は＋

表 3　複合型内訳
ちだが，音韻をたどることにより証される

一例である．

　基本型として括られた例は，愛知，兵庫，

長崎，鹿児島に点在していた．故郷型は，東

西にバランスよく配されていた．しかしな

がら基本系としてあげた詞句例を子細に検

討してみると，‘故郷求めて’は京都，大阪，

香川の 3県のみに集中していた．発祥地を

示唆する根拠例とみてよいだろうか．隣の

おばさん型は，尾原氏も指摘するように中

部以東が圧倒していた．たんす長持型は，

故郷型と同様東西に偏りなくあった．複合

型も，全体としては東西同じ例数が記録さ

れていたが，内訳を調べると，‘隣のおばさ

ん’の詞句を連結させているものは東が圧

倒し，‘梅と桜’を繋げたものは西にしかみ

られないなど地域的な特徴は明確にあった．

　記録された詞句のほとんどに，子どもの
固有名があげられていることに注目したい．

遊びの局面で名前は刻々と入れ替わるのだ

から，記されている名はおそらく当時の象

徴的な名前か，流行った名前であろう．そ

うした名前の一覧からも，時代の特定や遊

ぶ子どもの特徴が伺えるのではと思い，集

約を試みた．全体を通して一番多かったの

は，‘みよ’（28例）である．次が‘はな’（24

例）で，この二つが大勢を占めた．後は‘花

子’（3例），‘えみ’‘ゆり’‘しおり’‘ひびき’

‘太郎’（各2例），‘まさ’‘ちよ’‘みこ’‘あ

や’‘とめ’‘なお’‘きみ’‘みえ’‘ちこ’‘け

いこ’‘みえこ’‘きょうこ’‘よっちゃん’

‘みっちゃん’‘てっちゃん’‘たかちゃん’

（各1）とあった．‘はなちゃん’と‘みよちゃ

ん’が女の子の名を代表していたのはいつ

であったろうか．少なくとも明治以前では

なく，大正か昭和以降であろう．また，女
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子の名に混じって‘太郎’と‘てっちゃん’

という男子の名が 3例あった．この点から

は，女子の遊びとして展開されていたらし

いことが検証できる．

　詞句と地域性という点から興味深い例を

あげれば，静岡に“富士山またいで花いち

もんめ”が，福岡に“人形さんが欲しい，人

形さんじゃわからん”（博多人形か）という

のがある．

3　旋律について
　詞句に伴う旋律は，多様な姿で採譜され

ていた．共通する詞句“勝ってうれしい花

いちもんめ・負けてくやしい花いちもんめ”

に焦点を当てて，そのメロディーの型につ

いて種類分けを試みてみると，おおよそ次

の3パターンに集約されることが分かった．

その一は，現在普及をみている「はないち

もんめ」のメロディーに最も近く音域の狭

い（2度）東京型，その二は，関西系のアク

セントに沿い音域が少し開く（4度）京都

型，その三は，一番音域の広い（6度）青森

型である．譜例（図 1）を示す．

　東京型に属するのは，東京，埼玉，群馬，

茨城，愛知，岐阜，静岡，山梨，長野，新
勝� って�う� れ�し� い�は� な�い� ち�も� ん�め� 負�

a. 東京型旋律�

勝� て� う� れ�し� き�は� な�い� ち�も� ん�め�

b. 京都型旋律�

勝�っ� て�う� れ�し� い�は� な�い� ち�も� ん�め�

c. 青森型旋律�

）�

図 1　「はないちもんめ」の　　
　　代表的な旋律 3型の譜例
潟，福井，岡山の12地域で，京都型は，京

都，大阪，兵庫，和歌山，三重，島根，徳

島，香川，福岡，岩手，北海道の 11地域，

青森型は，青森，山形，福島，栃木，富山，

奈良，愛媛，高知，大分，熊本，長崎，鹿

児島の12地域であった．東京型は関東・中

部地方に集中し，京都型は近畿を中心とし

て主に西の地域に，青森型は東北と九州に

多かった．3型に等分されるかたちで分別

が成った．

　詞句との関係でみれば，異なる詞句で

あっても地域が同じ場合は，旋律は共通す

るケースとそれぞれに独自の旋律が付いて

いる場合とがあった．話し言葉のイント

ネーションのように，地域地域に伝えられ

た独自的な音の抑揚が，他地域から運ばれ

た唱句については，詞句のみ吸収して抑揚

は廃棄してしまう場合と，詞句とメロ

ディーが一体化したものとして定着してゆ

く場合とが認められたのである．

4　遊び方について
　遊びの形状については，全員が二組に分

かれ，それぞれ横隊になって手をつなぎ，

数メートルほど離れて対面するという体型

でスタートし，前進と後退を繰り返す．途

中，各組相談するため円陣を作り，また元

の体形にもどる．次に指名された子が中央

に進み出て，勝負をし，負けた子は相手側

にもらわれていくというものである．勝ち

組・負け組の子の役柄はあるが，仲間から

離れて存在する鬼はいない．

　遊びに共通する要因としては，掛け合い，

指名，交替が考えられる．遊びのルールと

しては，‘指名’のみで交替する，‘指名’に

加えて‘じゃんけん’，もしくは‘引っ張り

合い’という勝負による交替の二者がある．
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前者は 9例であった．多数を占める後者の

うち，じゃんけんによるものは37例，引っ

張り合いによるものは 5例，時々に応じて

使い分けるものが 22例であった．他に一

例，中央に円を書き，片足ケンケンによる

押し相撲で勝負するというものがあった．

　遊びのおもしろさの要素としては，①問

答部分の会話のやりとり，②勝負の場面，

③もらわれて行く際のジェスチャーの 3つ

があげられる．複合的に組み合わされてい

るものもあるが，要素ごとにみてみると，

①は32例にあった．②は指名による交替の

9例以外のすべてにあり，③は10例にあっ

た．ジェスチャーの具体例を紹介すれば，

花嫁・ちょうちょ（各4例），うさぎ・へび・

馬・猿・豚・お婆さん・お馬に乗って（1人

で）・お駕篭に乗って（送る子二人で手車を

組み，送られる子がそれに乗って）（各1例）

とあった．

　また，地域性あふれる例としては，船を

曳くようにして引き合う（高知）というもの

があった．

結　び

　継承されてきた「はないちもんめ」の具体

例を考察して，遊びのルーツがある程度明

確になった．詞句の面で，また遊びルール

の面で，それは江戸時代後期に記録されて

いる「宿取り鬼」及び「子を買う子を買う」

の二つを中心とし，他にも組み分け遊びで

ある「梅か桜か」などいくつかを母体として

いるようだ．ただし，今に直結する「はない

ちもんめ」としての成立は，近年おそらく

大正時代頃に京都郊外でできた“ふるさと

もとめてはないちもんめ”というわらべう
た遊びの詞句の部分が，その語感の美しさ

や親しみやすさゆえに，東京に古くから伝

えられていた子もらい系の遊び歌のメロ

ディーに乗り移る方法で形づくられたと言

えるのではないか．もちろんその背景には，

仕草自体を楽しむ近世の和やかな遊びから，

より活力ある心体の動きや勝敗を主軸とす

る近代の遊びへと変化していく道筋が見え

隠れする．その勝負法も知恵比べ，技比べ

から強者弱者が同一地平で競うことのでき

るじゃんけんへと移行している．

　遊びの継承の特徴としては，その本質・

本性が因子として主体となるばかりではな

く，いわば本筋でない余技の部分が存外好

んで伝えられていることに，改めて思いを

致す．また，共同体として，他地域からの

文化を受け入れるその鉄則のようなものに

ついても教示を受ける．

　はじめに紹介した本田及び西村両氏の

「はないちもんめ」論で提起された問題点と

の関係性については別の機会で検討しよう

と思うが，大人の世界の現実的な行為と子

どもの世界の非現実的な行為の間にあるも

のの見極めは，子どもから大人への成長と

いう観点からも大切なことと思う．

　西郷信綱氏にはじまる共同体の視点から

民俗行為を探るという命題は，筆者にとっ

ても，今後の遊び研究に対し重要な鍵を得

た感がある．子どもたちの地域での共同体

生活の崩壊は，遊ぶ仲間や伝承遊びを必然

的に喪失せしめた．その再生の場や機会は，

地域社会の再興へと向かうのか，もしくは

幼稚園や保育所のような人為的社会集団へ

と向かうのか．はたまた全く違った視線か

ら考えねばならないのだろうか．今後の課

題としたい．
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図 1　携帯電話加入者数推移（平成 10年度通信白書より作成）

1. はじめに

　21世紀は情報の時代である．街中でよく目にする携帯電話をかけながら闊歩するサラリー

マン・OL，教室では講義中に必ず一度は耳にする学生の携帯電話等の呼び出しベル等，つい

数年前には想像すらしなかった光景が，今や日常のそれにになりつつある．1)

　この事態を行政的側面からみると，1993年に米国クリントン政権下でゴア副大統領が「全

米情報ハイウェイ構想（NII）」を打ち出し，我が国もそれに呼応するように通産省が「高度情

報化プログラム」を公表し，それを元に様々な施策が実施され，情報インフラは日毎にその形

を整えつつある．

　教育面の動向を概観すると 1994年度から始められた「100校プロジェクト」，1996年度か

らは，文部省やNTT等50以上の企業の協力を得て始められた「こねっとプラン」，先の「100

校プロジェクト」の規模を拡大して1997年度より開始された「新100校プロジェクト」等を挙

げることが出来る．

　次代を担う人々への教育，すなわち情報インフラ後の教育方法が私たちの最大の関心事と

なるのは当然かつ必然のことである．

　さてここで一つ「問題」になるのは，これらの計画はすべて小学校段階以上ということであ

る．小学生が中学校へ入学以前に塾等で英語等を事前に学習することが当たり前のこの時代
+

1） 図1は，平成10年度通信白書をもとに作表を試みたものである．加入者数の驚異的な伸びをこの表
から実感していただきたい．
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図 2　幼児教育情報センター概念図

に，小学校に入学し

ていきなりコン

ピュータに向かう

ことが良いことな

のだろうか．いや，

良い，悪いの問題以

前に社会として日

常的にコンピュー

タに接する 2 ) こと

が予測される 21世

紀に，小学校入学前

だからという理由

だけで，未就学児の

教育はコンピュー

タから切り離した

ものだけを行えば

よいのだろうか．例

えば，デューイ

（John Dewey, 1859–

1952）は，かつて学校を「萌芽的社会」と表現した．そして，その中では，実社会を純化・単

純化したものを教材として配したのが彼の言う「学校」というものであった．幼稚園・保育園

は，小学校入学前段階のものだからと割り切って，実社会と切り離してしまえばよいのだろ

うか．仮に百歩譲って，実社会と切り離した教育・保育内容を肯定したとしても，そこで働

く幼稚園教諭ないし保育士は，情報ツールとしてのネットワーク環境を無視すべきではない，

と私は考える．

　その理由は，時代を担う子どもたちに，私を含め教育に携わるものは社会の動静を無視し

て，自らの過去の教育体験で未来を切り拓く子どもたちを呪縛すべきではない，と考えるか

らである．

　そこで私は，豊橋創造大学開学時3) にインターネット接続が可能になったことを受けて，豊

橋創造大学のサーバ上4) に実験的に幼児教育情報センターを設けた．本稿では，この幼児教

育情報センターの内容と今後の教育的可能性について述べることにする．

東三河地区の�
全幼稚園・保育園の�

紹介�

�
子育てFAQ

�
教材・教具の紹介�

�
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�
子どもたちの遊び場�

紹介�

豊橋創造大学の�
ホームページ�

幼児教育�
情報センターの�
ホームページ�

インターネット�
+

2） この場合は，意識してコンピュータに接する場合も含むし，意識しないでコンピュータに触れる場
合も想定して述べている．

3） 豊橋創造大学の開学は1996年である．
4） 豊橋創造大学のネットワーク構成図については，伊藤晴康，佐野真一郎，小林憲之著「大学でのイン
ターネット設置の課題と運営方法」（『豊橋創造大学短期大学部研究紀要』第14号所収）p. 11を参照の
こと．
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図 3　幼児教育情報センターのホームページ

2. 幼児教育情報センターの設立意義

　2-1. 地域のHUB機関としての機能
　私がこの幼児情報センターで企図しているひとつは，地域の幼児教育情報HUB機関として

の機能である．（幼児教育情報センターの概念図は，図2に示す通りである．また，実際のホー

ムページは図 3である．）そこで，それぞれのコンテンツには，（1）東三河地域の幼稚園の紹

介 5)（2）子育てFAQ6)（3）教材・教具の紹介（4）伝統的遊びの紹介（5）子供たちの遊び場紹

介，を取り上げた．

　これらについては，昨今文部省が推進している「教育改革プログラム」の中の《幼児期から

の心の教育の充実》で挙げられている 2項目の「家庭におけるしつけの充実」や「地域社会の

力の活用」にも通じるものであ

る．各コンテンツは東三河地域の

様々な幼児教育情報を取り上げ

ていることから，地域の独自性を

認識かつ維持しながら教育活動

を行うことが可能になる．例え

ば，（1）の東三河地域の幼稚園紹

介では，各園に取材に協力頂き，

園の教育方針，教職員の人数，ク

ラス構成，園バスの有無，昼食の

形態，一日の教育活動の流れ等を

インターネット上に公開してい

る．これにより，各園はそれぞれ

の教育方針の独自性を認識でき，

保護者の観点からは父兄会等を待たずとも園の情報を得ることができ，（幼児教育科）学生も

様々な園の間の「違い」を理解することができる．また，（2）の子育てFAQを設けたことによ

り，核家族化が進む中で失われがちであった「家庭のしつけ」の拠り所として機能することも

可能である．さらに，インターネットの特徴の一つである情報の双方向性により，それぞれ

が疑問を抱いたことについても，直接E-MAILや電子掲示板を利用することで，当事者同士，

あるいは専門的知識を持つ第三者により，疑問を解決することが可能となる．これら一連の

事柄は，地域の子どもについて，幼稚園・保護者・大学・学生等，すべてが共通の情報を持

つことが可能になり，まさに「地域社会の力」をWeb上に集結させたものである．これが先

に私が述べた「幼児教育情報のHUB機関」の内包でもある．
+

5） 当初は，幼稚園・保育園・施設のすべての紹介を行う予定であったが，すべての取材を行うにはス
タッフの数が不足なので，当面幼稚園のみの紹介とした．

6） FAQとは，Frequently Asked Questionsの略語であり，「よく尋ねられる質問」の意．
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図 5　各情報量のメディア構成（平成 10年度通信白書より）

図 4　学生の作業の様子

2-2. 伝統的教材の再構築
　幼児教育情報センターのコンテンツの実際の作成は，

学生を主体に進めている．7) その中で，手遊び，あやと

り，折り紙，集団遊び，紙芝居等の素材を学生に収集

させ，それらをスキャナーやデジタルカメラでパソコ

ン上に取りこみ，さらに絵や画像の加工を行い，Web

上に公開する手順をとる．これによって，学生は伝統

的な教材を自ら学習する必要に迫られる．すなわち，

Web上に公開する手順は，Webページ自体の作成には

論理的な枠組みを作成者自身が持つことが必要であり，

学生はホームページの作成という新しい技術を修得しながら，伝統的教材も論理的に理解す

る必要が生じるわけである．この点に，古いものイコールつまらないもの，という昨今の学

生のステレオタイプな判断を覆す可能性も含まれるであろうし，また，学生世代からの観点

で，過去の教材の新たな発見もおおいに期待できる，と私は考えている．

2-3. 21世紀の幼稚園教諭・保母の資質

　教育現場というところは保守的なところである．8) ビジネスの世界が社会の変化に対して敏

感なのに対し，教育現場というところは変化に疎いところである．肯定的な表現を使うなら
+

7） 学生主体といいながらも，短期大学幼児教育科の場合，在学年限が2年間であること，また実習等を
含むカリキュラムの関係上，学生に主体的に作成させる時間が少ないのが目下のところ，最大の問題
である．

8） 教育現場が保守的という意味を理解するには，石川達三『人間の壁』（新潮文庫）が参考になる．も
ちろん，これは小説であるがすべての経験を直接経験するということは個人レベルでは限度がある．
したがって，間接経験でそれを補うには読書による間接経験の補充が必要不可欠となる．また，本稿
の論旨で述べるならば，Webサイトで教育関係の「書きこみ」を探し，それを読むことも読書に代わる
間接経験を補うものになりつつあると言うことができよう．
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ば，変化より安定を教育現場というところは好む．

　しかしながら，図5を参照していただきたい．一般にメディアを大別するならば，それは

（1）空間系メディア（2）輸送系メディア（3）電気・通信系メディアに分類される．昨今の情報

量の爆発的な増大は，（3）の電気・通信系メディアを指すのである．その規模は，まさに第三

次産業革命と言ってもよいほどである．先に述べたように1990年代になり世界的規模で情報

インフラが進展し，したがって我が国も1995年以降の行政面での情報化への対応は目覚しい

ものがある．9) ただし，注意深くこれらの施策をながめると，文部省の情報インフラへの対応

策は小学校以上の教育機関のものが大勢を占めていた．ところが，1998年から文部省の施策

に変化が見受けられるようになった．それは，1998年6月に「教職員免許法の一部を改正す

る法律」が公布され，幼稚園教諭といえども，情報機器の操作や教育の方法・技術としての情

報機器の利用等の必修化への推移や，大学審議会が 1998年 10月に答申した「21世紀の大学

像と今後の改革方策―競争的環境の中で個性が輝く大学―」の中の教員の教育内容・授業方法

の中で取り上げられている「マルチメディアの効果的活用」等の内容を見ると，文部省が意識

して 21世紀の「教員の卵たち」にネットワークやマルチメディアの積極的な利用を促す意図

が読み取れるし，また従来の教員・研究者であってもこれらの情報機器を活用すべきである

との見解が一目瞭然であることがわかる．

　現在私が運営している幼児教育情報センターは，先に述べたように幼児教育情報の地域の

HUB機関として，また伝統的教材を学生を主体としてデジタル化させ，Web上に公開する手

法により，幼児教育に携わる者といえども，これらを資質の一部として身に付けることをあ

る程度具現化していると考える．

3. 今後の方向性と課題

3-1. ネットワーク入門教育の必要性
　1980年代までは，情報リテラシといえば情報系の学生がひとえに身に付ければよいもので

あった．しかし上述した昨今の動向から勘案すると，幼児教育科の学生といえども情報リテ

ラシを身に付けることが必要である．私は浜松短期大学の山本孝一と共同研究で，幼児教育

科学生の情報リテラシのアウトラインとして「ネットワーク入門教育」というものを提唱して

いる．「ネットワーク入門教育」では，図6にあるように 4つの技術・能力の涵養を目指して

いる．
+

9） 各省庁の動向については，以下の論文資料を参照のこと．
佐野真一郎著「マルチメディアと教育（資料編）」，豊橋創造大学短期大学部研究紀要第13号所収，

1996年，p. 137–p. 144
佐野真一郎，伊藤博文，山本孝一著「インターネットの大衆化」，豊橋創造大学短期大学部研究紀要

第14号所収，1997年，p. 64–p. 71
佐野真一郎，山本孝一著「文科系学生対象の情報リテラシについて」，豊橋創造大学短期大学部研究

紀要第 15号所収，1998年，p. 54–p. 58
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図 6　ネットワーク入門教育の幼児教育科への適用案 11)

　Ａ)道具として活用するための基本的技能
　　　　A1)タッチタイピングとWindows95などのOSの基本操作
　　　　A2)ワードプロセッサや表計算などの基本的なアプリケーションの操作
　　　　A3)ネットワークの利用技術

　Ａ)道具として活用するための基本的技能
　　　　A1)タッチタイピングとWindows95などのOSの基本操作
　　　　A2)ワードプロセッサや表計算などの基本的なアプリケーションの操作
　　　　A3)ネットワークの利用技術

　Ｃ)自己表現能力と情報発信能力
　　　　C1)自分の考えをまとめる能力
　　　　C2)多用な表現能力

　Ｃ)自己表現能力と情報発信能力
　　　　C1)自分の考えをまとめる能力
　　　　C2)多用な表現能力

　Ｂ)情報の収集と分析能力
　　　　B1)情報空間から適切な情報を効率よく集める能力
　　　　B2)集めた情報を取捨選択する能力
　　　　B3)集めた情報を分析して論理的に結論を導く能力

　Ｂ)情報の収集と分析能力
　　　　B1)情報空間から適切な情報を効率よく集める能力
　　　　B2)集めた情報を取捨選択する能力
　　　　B3)集めた情報を分析して論理的に結論を導く能力

　Ｄ)コミュニケーション能力と国際性
　　　　D1)的確に効率的に遺漏なく意思疎通をする能力
　　　　D2)国際的なモノの見方
　　　　D3)ネチケット

　Ｄ)コミュニケーション能力と国際性
　　　　D1)的確に効率的に遺漏なく意思疎通をする能力
　　　　D2)国際的なモノの見方
　　　　D3)ネチケット

　a1) ワープロ・表計算・プレゼンテーション
　a2) 電子メール・ネットサーフィン
　a1) ワープロ・表計算・プレゼンテーション
　a2) 電子メール・ネットサーフィン

　c1) ＷＷＷのホームページ作成　c1) ＷＷＷのホームページ作成

　b1) ニュースグループ
　b2) メーリングリスト
　b3) ＷＷＷを利用した検索

　b1) ニュースグループ
　b2) メーリングリスト
　b3) ＷＷＷを利用した検索

　d1) 電子会議システム　　　　　
　d2) 外国人との電子メール交換
　d1) 電子会議システム　　　　　
　d2) 外国人との電子メール交換

　A）（パソコンを）道具として活用するための基本技能

　B）情報の収集と分析能力

　C）自己表現能力と情報発信能力

　D）コミュニケーション能力と国際性 10)

　さらにこれらA）～D）を，具体的に幼児教育科向けに特化したものが図 6の右側になる．

これまで述べた幼児教育情報センターの運営主体である学生には，実験的にこれらの能力の

涵養を目指してきたが，今後は教育工学や情報処理関係の科目の中で，これらの能力の育成

が可能なカリキュラムを早急に配すべきである，と私は考える．

3-2. 今後の課題，そして方向性―まとめに代えて―
　これまで取り組んできた幼児教育情報センターの運営面で直面した問題を列挙する．12)

　1）運営資金の問題

　2）教職員へのコンセンサス

　3）地域の園長への協力要請

　4）学生の技術の向上

　まず情報発信をWeb上で行うには，当然のことながらサーバ等の設置が必要になる．13) こ
+

10）「ネットワーク入門教育」についての詳細は，下記の論文を参照のこと．
佐野真一郎，山本孝一著「文科系学生対象の情報リテラシについて」，豊橋創造大学短期大学部研究

紀要第 15号所収，1998年
山本孝一，佐野真一郎著「幼児教育科学生への情報リテラシ教育」，浜松短期大学研究論集54号所

収，1998年
11） 図6は，山本孝一，佐野真一郎著「幼児教育科学生への情報リテラシ教育」，浜松短期大学研究論集

54号所収，1998年，より転載．
12） 今後同様の「志」を持つ方の参考になれば，それは望外の喜びである．
13） 最近では，バーチャルドメインのように，実際のサーバはプロバイダにあるものもある．
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れらの資金面をどうするかということが，先ず大きな問題として直面する．14) 次に，教職員

や地域幼稚園・保育園の園長へ情報発信の必要性や，それがもたらす教育的効果についてあ

る程度まで理解して貰うことが重要である．最後に，注7でも述べたが，学生の技術面を含

めた情報発信能力を短時間にどのように育成して行くかという問題である．15) 私の場合には，

1）～3）については学校当局や幼児教育科，そして地域の園長会に協力頂くことが出来たので

なんとか「問題」をクリアすることが可能であったが，4）については短期大学である以上は，

常に直面する問題である．それは，今後，小・中・高等学校段階でより一層の情報教育が行

われ，学生のある程度の技術水準が確保されるまで続くと予想される．

　次に今後の幼児教育情報センターのコンテンツの方向性として考えていることは，今以上

にインタラクティブ性を持たせたいということである．つまり，インタラクティブ性こそが，

他のマスメディアにはない，インターネットの革命的な要素の一つであるからである．言い

換えるならば，インターネットは，一般大衆の匿名性を排し，一般大衆に個を取り戻させた

ということができる．16) したがって，幼児教育情報センターにインタラクティブ性を持たせ

ることによって，より地域社会と親和的かつ密接な関係を構築する可能性を持たせることが

出来ると考えている．

　しかしながら，技術的側面からみると，このインタラクティブ性を持たせる技術には，

JAVA，ASP，Perl，JAVASCRIPT，VBSCRIPT等が存在し，将来的にどのように収斂して行

くかの予測が現時点では難しい．また，幼児教育科の学生に上記のコンピュータ言語的なも

のを，どこまで習得させるかの基準についても今後考えて行かなければいけない問題であ

る．17)
+

14） 私の場合は，豊橋創造大学開学時にサーバを学校当局が設置したのでこの問題はクリアすることが
可能であった．また，日常の運営資金は幼児教育情報センター予算を幼児教育科として毎年計上する
ことで賄っている．さらに1998年度からは私立学校振興財団の「特色ある教育研究」の補助金を受け
ることができたので，それによって研究面でも一層充実させることが可能になった．

15） 私の所属する短期大学の幼児教育科では，1年生の後半にセミナー分けをすることにより，早い時
点で1・2年生が技術的交流を行える環境を整えてもらっている．これが，先に本文で述べた教職員へ
のコンセンサスの重要性を示す具体的な事例であると思う．

16） もちろん，インターネット上でも匿名性を確保することは可能である．したがって，正確に言うな
らば匿名性の選択が出来るということである．逆に，インターネットでは，当事者確認の方が深刻な
問題になる．

17） 最近では，これらの技術でもGUIによってかなり簡単に作成できるアプリケーションも散見するよ
うになってきている．例えば，マイクロソフト社の“FRONT PAGE98”では，ワープロ作成とほぼ同
様の作業で，簡単なインタラクティブページが作成可能である．
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・移動体通信の青少年利用調査公表（総務庁）18)

・MVL でシンガポールと協力（郵政省）19)

・メディア芸術祭賞大賞発表（文化庁）20)

・インターネットの教育利用で懇談会（文部省）21)

・中教審中間報告試案公表（文部省）22)

・サイバー法の整備検討（警察庁）23)

・無線市内電話認可へ（郵政省）24)

・全国総合開発計画要旨公表（国土庁）25)

・アダルト画像規制へ（内閣）26)

・総合経済対策を公表（政府）27)

・次世代携帯電話統一規格先送り（郵政省）28)

・色信号調整へ（郵政省）29)

・平成 10年版通信白書発刊（郵政省）30)

・地上波のデジタル化案公表（郵政省）31)

・情報通信ベンチャー支援（郵政省）32)

・NTT料金引き下げ問題先送り（政府・郵政省関係）33)

・通販業者のホームページ点検（通産省）34)

・有害情報の規制推進を要請（文部省）35)

・ポケモン被害最終報告（郵政省）36)

・CATV無線解禁へ（郵政省）37)

・衛星放送協会認可（郵政省）38)

・郵政省政策研報告書公表（郵政省）39)

・通話防止装置の免許制（郵政省）40)

・情報基盤の統一規格（郵政省関係）41)

・移動体通信利用者数公表（郵政省）42)

・放送法改正案決定（郵政省）43)

・ICカードの開発（郵政省）44)

・PHSへの規制緩和（郵政省）45)

・スマートボックス開設（郵政省）46)

・CSTVハイビジョン化審議開始（郵政省）47)

・次世代携帯電話事業化案公表（郵政省）48)

・著作権２団体設立総会開催（文部省）49)

・産学協同ベンチャー企業設立（文部省関係）50)

・インターネット &Q2犯罪摘発（警察庁）51)

・ダイオキシン調査結果一元公表（環境庁）52)

1998年 1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

年　月 事　項

4. 資料　各省庁の主な動向
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・VICS50万台突破（郵政・建設・警察庁関係）53)

・通信技術での在宅介護支援（郵政省）54)

・ワイアレスカードの普及促進（郵政省・建設省）55)

・客付き携帯電話犯罪のイラン人急増（警察庁・郵政省）56)

・BS事業認定申請締切（郵政省）57)

・ミドルウェアの開発へ（郵政省）58)

・未来型企業の助成制度設立（郵政省）59)

・情報化施策に 54億円（郵政・文部・農水・建設省）60)

・通信傍受法案成立へ（政府）61)

・準天頂衛星開発着手（郵政省）62)

・南京大で PHS利用のマルチメディア実験（郵政省）63)

・PHSの正式名称変更（郵政省）64)

・ネットワーク研究税制面でサポート（郵政省）65)

・学校のインターネット利用を定額制に（郵政省）66)

・電磁波実験・データ公開（郵政省）67)

・携帯悪質利用者排除へ（郵政省）68)

・私立大学間での衛星教育実験開始（郵政省）69)

・警察白書発刊（警察庁）70)

・インターネットに対する青少年の意識調査（総務庁）71)

・中教審最終答申（文部省）72)

・地上波デジタル実験開始（郵政省）73)

・インターネットで行政相談（総務庁）74)

・家計消費支出公表（総務庁）75)

・公立学校の LAN 設置支援（文部省）76)

・日中首脳会談（政府）77)

・こねっと電子新聞創刊 1周年（文部省・郵政省関係）78)

・沖縄振興策 100億円超の調整費（政府）79)

・マルチメディアセンターへ補助金（郵政省）80)

・商業衛星の開発支援（通産省）81)

・子ども放送局等復活折衝認可（文部省）82)

・インターネット利用校公表（郵政省・文部省）83)

8月

9月

10月

11月

12月

18） 1997年12月31日に総務庁が，「青少年の情報通信を活用したコミュニケーションに関する調査」を
公表．その結果，青少年の保護者の約7割近くが「出来れば（子どもに）利用させたくない」と回答し
ている．

19） MVL（分散型仮想研究所）の実用化を目指して，日本とシンガポールで共同で研究・開発を行なう
ことが発表された．今回の構想は，昨年11月のアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会合で情報
通信基盤整備の必要性の確認がなされたことで実現化した．

20） メディアの多様化に対応した芸術表現の充実を図るために，同庁が設けたもの．今回の第1回大賞
には「もののけ姫」が選出された．
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21） 郵政相と文相の共催で「教育分野におけるインターネットの活用促進に関する懇談会」が行なわれ
ている．懇談会は，情報通信，教育両分野の学識経験者，通信事業者，学校関係者で構成され，6月頃
までにはインターネット活用の提言をまとめる．

22） 文部省中央教育審議会の「幼児期からの心の教育に関する小委員会」が，中間報告試案を公表した．
インターネット関連では，Vチップ等による有害情報から子どもを守る仕組みについての提案が行な
われている．

23） コンピュータを利用した不正アクセスや犯罪が急増しているため，警察庁はサイバー法の急整備が
必要であることの調査結果をまとめた．

24） 電気通信技術審議会の答申により同省は，世界貿易機関（WTO）へ通報した後，夏以降周波数利用
に関する省令の改正を電波監理審議会（郵政相の諮問機関）に諮問することになる．秋に答申を得た
うえで事業認可の申請受付を開始する予定となる．ただし，利用可能な周波数の幅を逆算すると，無
線市内電話事業に参入可能な事業者数は数社に限定されるとみられる．消費者としての具体的メリッ
トは，低料金とサービスの多様化で選択肢が拡がることだろう．また，この動向は昨年電気通信審議
会（郵政相の諮問機関）がまとめた「情報通信二十一世紀ビジョン」で指摘されていたものである．

25） インターネット関連で目をひくものは，光ファイバー網の全国整備は目標年次を西暦2010年から
2005年に前倒ししたというところである．

26） 風俗営業適正化法（風営法）の一部改正案が6日閣議決定され，4月から施行される見通しとなった．
これには，インターネットでアダルト画像を提供する業者に対し18歳未満を相手とした営業を禁止す
る規定等が盛り込まれている．

27） 全国に超高速光ファイバー基幹網を国費で構築，国民に無料開放する内容を盛り込んだ政府・自民
党の総合経済対策が明らかになった．これによって，情報先進国といわれる米国並みの環境を整え，
情報通信だけで約4兆円の経済効果を生み出すと予測している．ちなみに，教育機関むけ情報通信シ
ステム高度化のための基盤整備としては，約8300億円を計上している．

28） 同省は，次世代携帯電話の規格統一問題で，現段階での米国方式との一本化を断念した．この経緯
は，これまで同省が日米欧の技術の一本化を目指してきたが，日欧勢と米国勢の協議が予想以上に難
航し，このままでは国際標準を策定する国際電気通信連合（ITU）の6月の提案期限に間に合わないた
めため先送りとなった．

29） 同省は，異なるメディア間でも元の映像の色を忠実に再現する「色変換技術」の開発に取り組む．す
なわち，パソコンの画面（RGB）とプリンタ（CMYK）では色信号の情報が異なるために，利用者のイ
メージと異なる印刷がなされることが多々ある．その為に，松下電器産業，松下技研に開発を委託し，
西暦2000年までにこの技術確立を目指すという．

30） 今回の白書では，日米間の情報環境の格差や情報リテラシへの今後の取り組み等への指摘が含まれ
ているところが目新しいところである．また，昨年度よりDVDでの通信白書の発売や，通常の通信白
書にはCD-ROMが標準で添付されているところが評価できる．

31） 同省の地上デジタル放送懇談会が，地上波のデジタル化について中間報告案骨子をまとめた．その
内容は，現行アナログ放送と同じ幅の周波数を既存放送局に優先開放し，まず三大都市圏で西暦2003
年から限定的に開始し，次に全国規模で西暦2006年を目標にするというものである．

32） 同省は，官民共同出資のテレコム・ベンチャー投資事業組合を設立すると発表した．官民共同出資
の形は，我が国初である．民間企業には，NTTやソニー等約30社が出資することになる．これによっ
て，我が国では従来育ちにくかった（情報系）ベンチャービジネスを米国並に支援して行く足がかり
にする意図が背景にある．

33） バーミンガム・サミットに合わせて15日に行われる日米首脳会談を前に，規制緩和を論議する両
国政府の事務レベル会議がロンドンで開かれた．NTT料金問題では，長期増分費用方式による大幅引
き下げを行なう時期について，日米間で折り合いがつかず，今後の話し合いで調整して行くことになっ
た．

34） インターネット通販の苦情が相次ぐため，同省では通販業者のホームページを一斉に点検し，問題
のある業者に警告を行なった．今回警告が行なわれた通販業者の総数は，196社に昇る．

35） 同省では，青少年に悪影響を与えると思われるものについて自主規制を行なうように，各メディア
（全部で6団体）の代表に要請を行なった．コンピュータ関係では，コンピュータソフトウェア倫理機
構が，その中に含まれる．

36） テレビ東京系のアニメ「ポケットモンスター」を見て多数の子どもが気分を悪くなった問題につい
て検討していた同省の放送行政局長の私的諮問機関である「放送と視聴覚機能に関する検討会」が，最
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終報告をまとめた．その内容は，アニメーションだけに限らず，すべてのテレビ放映について，人体
への影響を考慮するガイドラインをまとめるように要請している．

37） 従来CATV事業者は，電力会社やNTTに使用料を支払って電柱に自前のケーブルを敷き，加入者宅
までつなげていたのだが，これだとコストがかかり過ぎ，その普及を阻害する要因にさえなっていた．
そこで同省は，高コストでケーブルの敷設が困難な部分の代替措置として無線を利用することを認可
し，普及に拍車をかけたい模様である．

38） 多チャンネル時代を目前に，CS放送の委託放送事業者からなる社団法人「衛星放送協会」が郵政省
から認可された．同協会では，今後放送の倫理規定や著作権問題等について協議して行くことになる．

39） 同省の「マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会」が，NTTの全国均一料
金を今後実施するためには，新電電各社が資金を拠出して基金を設置することが必要との報告書をま
とめた．すなわち，今後通信事業の競争が激化すれば，その料金に地域格差が生まれることは必然で
あり，郵政省の提唱するユニバーサルサービスとの絡み，さらにはNTTの再編後の旧来の赤字補填の
禁止等を勘案し，新電電による基金設立の必要性が生まれた訳である．

40） 同省は，携帯電話やPHSの通話防止装置問題を検討していたが，公共性の高い場所に限り，使用の
際は電波法に基づく許可を義務づけるなど規制を整備し運用して行くことを決めた．この使用につい
ては，装置を設置する場所では携帯電話が使用できないことを周知させること等の11項目のガイドラ
インに従う必要がある．

41） 郵政省の情報によると，国際電気通信連合（ITU）は世界中の情報通信ネットワークを一本化する世
界情報通信基盤（GII）の統一規格を西暦2004年までに策定する方針を決めたとのことである．

42） 同省の発表によると携帯電話とPHSの総加入台数は3995万台となり，その普及率は31．6%で，国
民の3人に1人が携帯電話ないしはPHSを持っていることになる．

43） 来年の次期通常国会に同省が改正案を提出する骨子が固まった．すなわち，地上波放送のデジタル
化導入が西暦2000年から開始されるのを受け，現行の放送法を大幅に改正する方針である．具体的に
は，同一免許でテレビ，ラジオ，データ放送など多彩なサービス展開を認め，他事業者への電波の貸与
も可能とする内容である．また，放送の事業者免許では，設備・番組制作の両機能を備えた場合のみ
しか免許が認められなかったが，番組制作のみの場合でも，免許を認可する方向である．

44） 同省は，クレジットカードやキャッシュカードなどの磁気カードより安全性が高く，大量の個人情
報を蓄積できる ICカードを開発する方針を明らかにした．

45） PHSの普及率が昨今落ち込んでいること，また規制緩和の動静から，PHSも郊外や建物の中でも通
話できるように規制緩和を実施する方針を，同省が明らかにした．今後，省令改正を電波監理審議会
に諮問し，年内にも答申を得る予定である．

46） 同省がマルチメディア関連の実験として藤沢慶応前郵便局に設置したもので，このシステムは郵便
物が届くと，その受取人に電子メールが届くシステムである．

47） BS放送のデジタルハイビジョン放送の導入を受けて，CS放送にも同様のシステム導入を行うこと
になった．技術的審議は，電気通信技術審議会が行う．実際の導入時期は，西暦2000年3月を目指す．
ちなみに，BSのハイビジョン化は，西暦2001年である．

48） 同省の方針によると，世界中どこでも使用可能な次世代携帯電話への新規参入業者を認めているも
のの，同一事業区域の参入事業者数は最大で3社と限定している．そして，その事業開始については
西暦2001年としている．また，次世代携帯電話の国際統一規格は国連専門機関の国際電気通信連合
（ITU）が1999年3月までに策定することになっている．

49） マルチメディア時代を睨み，かつ，1999年で著作権法施行百年になる記念事業として，民間の「著
作権法百年記念会」と文部省・文化庁が民間と協力して組織した「著作権法百年記念事業推進本部」が
設立総会を開催した．両者は協力して，将来の著作権法について考えて行くという．

50） 1997年4月に国立大教官の兼業規制が緩和されたことを受けて，国立大学教官と民間企業がタイ
アップし，ベンチャービジネスに乗り出す．この企業では，LSIの設計などを行う予定とのことであ
る．

51） インターネットとQ2を組み合わせて，猥褻画像を販売していた業者が摘発を受けた．この摘発に
は，警視庁，埼玉，千葉，長野の各県警が一斉摘発を行ない，合計13人を逮捕した．（罪状，猥褻物公
然陳列容疑ならびに猥褻図画販売容疑）

52） これまで各地方自治体等で行なわれていたダイオキシン調査を，同庁がデータベースにまとめ，同
庁のホームページに公開して行くことになった．これによって，従来の散在していたデータを一元的
に比較検討することが可能になり，効果的な活用が期待できる．
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53） 財団法人VICSセンターの発表によると，VICS（道路交通情報通信システム）受信機の累計出荷台
数が50万台を突破．同センターは，1996年に郵政省・建設省・警視庁と民間企業が共同で設立した
ものである．

54） 西暦2000年に介護保険制度が実施されるのを受け，情報通信技術による介護サービスを行なえる
ようにし西暦2002年の開発を目指すという．このシステムが開発されると，介護対象者の既往症や介
護履歴などの健康情報をデータベース化し，介護支援施設が必要に応じてパソコンなどの端末に引き
出すことが可能になる．また，独居老人宅の体温変化等による体調の変調についても，ネットワーク
を活かすことによって，福祉施設等で遠隔管理が可能になる．郵政省は，厚生省と制度面での整合性
を合わせながら，上述のシステム開発を進めるという．

55） ワイアレスカードについては，すでに高速道路の自動料金支払いシステムとして実用実験段階に
入っており，建設省などが1999年度から全国1100の料金所に順次導入していく予定になっている．
このワイアレスカードの周波数帯（5．8ギガヘルツ）を郵政省ではこの程開放し，駐車場の空車情報・
料金自動徴収，トラックの運行管理等に活用して行く方針を決めた．

56） 近年イラン人による薬物事犯が増えているが，その手口として客付き携帯電話が使用されていると
いう．この電話1台で，約200万円から1000万円の売上があるという．本年は，この携帯電話を利用
の薬物事犯が，6月の時点で昨年度を上まわっている．警察庁では郵政省との協議で，携帯電話を購
入する際の約款を改定する案を検討している．

57） 参入業者は全部で15社である．
58） ミドルウェアとは，情報の種類を問わずに通信手順（プロトコル）を自動統一する仕組みで，これが
可能になるとネットワーク端末での負担が軽減し，操作性も簡単になるという．国際電気通信連合
（ITU）でも，世界標準を策定する予定であり日本も21世紀の情報競争の一翼を担いたいところであ
る．

59） ギガビット級の超高速光通信網が，平成10年度補正予算に盛り込まれ，来年度には着工の見通しで
あることを受けて，この超高速光通信網を利用する企業や研究機関に一定額の助成を行なう．

60） 四省が来年度予算の情報通信関連の特別枠で連携し，学校・農村・住宅の情報化施策に54億円の
概算要求することが判明した．この四省の合同施策はコミュニティの情報化であり，文部省は大学
キャンパスのネットワーク化（電子キャンパス事業），農水省は農村部のCATVの普及を郵政省と協力
し行ない，また建設省とも協力し多様な情報通信端末を簡単に接続できる未来型住宅の研究も行なう．
ちなみに，郵政省概算要求は，特別枠含め2065億円で，そのうち12省庁と連携しての要求が特徴的で
ある．

61） 通信傍受法案とは政府が提出している組織犯罪対策関連三法案の一つである．この法案が成立する
と，一定の手続きを踏めば，電話やコンピュータネットワークを傍受できるようになる．この法案の
経緯は，政府・自民党は，今年5月に開催されたバーミンガム・サミットで，組織犯罪対策が主要テー
マとなったことを受け，政府・自民党が成立に向け野党三党と個別に協議していた．

62） 同省が開発に着手する準天頂衛星とは，従来の静止衛星や低軌道周回衛星とは異なり，3個以上の
人工衛星が交代で日本上空を滞空するもの．この衛星の軌道が日本とオーストラリアの上空で輪を描
くため，通称「8の字衛星」と呼ばれる．これによって，従来の衛星の欠点が補われ，今後のマルチメ
ディア社会の柱になり得る技術として期待できる．西暦2002年の実用化を目指すことになる．

63） 同省は，南京大学でPHSを使うマルチメディア実験を1999年4月より開始すると発表した．日本
のPHS技術を海外に売り込む戦略の一翼を担う実験である．

64） 簡易型携帯電話という名称が廉価なイメージということで，ここのところ売上が激減しているPHS
端末であるが，正式名称をこれまで通称だったPHSにする省令改正を電波監理審議会に諮問した．

65） 同省は，研究機関や企業がISDNや光ファイバーなどの高速ネットワークを利用しながら研究活動
を行っているものに対して，今年度から研究費6%を税額控除にすることを決めた．この税制面での
優遇措置により，来年度から敷設予定の超高速光通信網におけるネットワーク研究に弾みをつけたい
模様である．

66） 野田聖子郵政相は，学校でのインターネット利用の普及・促進をはかるために，通信，接続料金に
ついて割引・定額制度を導入するように電気通信事業者協会など通信関連業界4団体に要請を行った．

67） 携帯電話の出す電磁波が人体に悪影響を及ぼすとの一部世論に対し，悪影響はないとの実験結果を
公表した．今回の実験は，生体電磁環境研究推進委員会がラットを使い4週間実験したものである．

68） 携帯電話やPHSの料金を踏み倒す悪質利用者に対して，不払い顧客の情報を交換，被害を防止する
新たな制度を来年中にも導入することになった．
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69） 既に国立大学間では行われているが，私立の慶応大学と早稲田大学間で文部省と関係団体が運営す
るスペース・コラボレーション・システムを利用しての合同授業が開始された．実験期間は3年間．

70） 今回の警察白書で目をひくものは，電脳犯罪への取り組みである．すなわち，今後社会がますます
情報化が進むと，当然ながらネットワークを利用した犯罪も急増するわけで，欧米各国の対応に比べ
我が国での対応は後手に回ることが多かったので，今回の白書から読み取れる警察庁の姿勢は評価で
きるものである．現在その取り組みの具体的なものとしては，警察庁にネットワークセキュリティ室
を設け，民間企業から中途採用したサイバーポリス13名が配備されている．

71） この調査は平成9年11月から12月にかけ，五都府県の高校，大学に通う男女1928人とその保護者
1244人，さらに875の高校を対象に実施された．その結果，インターネットは情報の宝庫であるとい
う認識はほぼ全員が持っているが，78．2%が猥褻画像が見られることも知っているとの結果も出た．
また，同様の画像を「見ても構わない」とする学生が51．7%いるのに対して，保護者からの回答は「見
て欲しくない」が62．9％に昇った．

72） この答申での情報関連の要旨としては，国，都道府県，市町村，学校等間の情報網整備が挙げられる．
具体的には，教育関連情報をデータベース化し総合情報システムを構築し，この開発・運用には国立
教育会館があたるとするものである．言いかえるならば，情報網整備のために，国立教育会館再編成
備が必要ということである．

73） 同省は，民法各社やNTT等56団体が協力東京パイロット実験実施協議会を組織し，11月から東京
タワーから実験電波を発射して，標準テレビ放送やハイビジョン放送の伝送実験等を実施する．

74） 同庁が10月11日からインターネットで行政相談を受け付ける．この背景には，「国民に開かれた信
頼される行政サービス」を行政側が行なうという意図がある．

75） 同庁の報告によると，1997年11月以来，家計消費は11ヶ月月連続の減少で現行調査を始めてから
の最長記録を更新した．ただし，パソコン等の耐久財については好調とのことである．

76） 同省は，西暦2002年の新教育課程へ向け，その基盤作りとして，公立の小・中・高校，特殊教育諸
学校の情報教育を充実させるための支援を行なって行く方針を固めた．今年度は1521校を対象に整
備費用の1/2を補助する．

77） 江沢民・国家主席と小渕首相による日中首脳会談が，11月25日に行なわれるが，包括的な経済協力
計画の全容が明らかになった．その中での情報関係としては，マルチメディア災害情報システムの構
築・支援が含まれている．

78） この新聞はこねっと・プランの一環として発刊が始まった．同プランには約70企業・団体・個人
で構成するこねっと・プラン推進協議会が，文部省，郵政省の協力を仰ぎながら進められていたもの
である．

79） 名護市沖の海上ヘリ基地建設計画が暗礁に乗り上げたことをから政策協議会が中断している沖縄問
題であるが，政府はこのほど1999年度予算案に使途を事前に定めない100億円を超える沖縄特別振興
対策調整費を盛り込む方針を固めた．情報関連としては，この振興策には，マルチメディア産業の育
成が含まれている．

80） 同省は，沖縄県内3ヶ所に建設されるマルチメディアセンターに今年度分予算5000万円を補助する
と発表した．

81） 同省は，今後急成長が見込まれる衛星の商用利用で，欧米勢に対抗できるように日本企業に開発支
援を行なう．具体的には，メーカーで組織する「無人宇宙実験システム研究開発機構」を開発支援し，
8ヶ年計画で総事業費260億円を投入する予定である．

82） 来年度予算の復活折衝で同省の衛星を利用した，「子ども放送局」や「子どもセンター」に予算がお
りることになった．前者は，国立オリンピック記念青少年総合センターが基幹局となり，子どもを中
心に番組作りを行ない衛星を利用して情報を配信する．後者は，インターネットを利用できるパソコ
ンを図書館等の公共機関に設置し，各種情報を配信する．これは観点を変えると，西暦2002年から始
まる学校週5日制を睨んでの施策であるということができる．

83） 同省は，学校のインターネット利用促進のための研究開発を行なう対象になる30地域を公表した．
今後の導入については，文部省の協力のもとに対象となる学校の選定を行い，1999年9月から研究を
開始する予定．
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森林と文明

Ⅲ. 現代文明の限界

稲 田 充 男

研究ノート
はじめに

　平成 10年版の環境白書では「大量生産・

大量消費・大量廃棄からの脱却」を唱え，

「巨大な環境負荷を招く先進国社会の限界」

を論じている．要約すると，

　『人間の活動は，文明が発達し，集団で大

規模な活動を行うようになるにつれ，環境

への影響が顕在化するようになった．例え

ば，クレタ島のミノア文明は，豊富な森林

資源をもとに発展したが，文明が発展し人

口が急増するにつれ森林資源が枯渇し，つ

いには滅亡するに至ったが，古代文明の場

合には他の地域に別の文明が生まれ発展し，

時と場所を変えながら繁栄を続けてきた．

　しかし，大航海時代以降の西欧文明では，

通商活動を地球規模で大々的に行い，さら

には産業革命による生産性の飛躍的向上に

伴い，大量生産・大量消費が可能となった．

人間活動の規模が画期的に拡大したことに

伴い，地球温暖化問題が生じるとともに，

食糧や水資源，森林資源，生物種に地球規

模で大きな影響を与えつつあることが指摘

されており，現代の経済社会システムは一

部の地域への影響に留まっていた古代文明

と異なる状況に追い込まれている．

　その原因は，何億年，何十億年かけて蓄

積されてきた化石燃料や資源を短期間のう
+

ちに使い，自然生態系の中で分解できる量

をはるかに超えた大量の廃棄物を発生させ，

環境への負荷を与えていることにある．こ

れを避けるためには，

・人間の活動により生じる物質を自然界

の中でうまく循環させ，環境への負荷

を少なくするとともに，

・自然からの恵みを受けて初めて人間活

動を行うことができることを踏まえ，

自然界のメカニズムを理解し，自然と

の共生が図れるよう，人間活動を自然

と調和させること

が必要である．

　我々の世代が将来世代の生存権を奪って

しまわないよう，今こそ，経済社会システ

ムを大量生産・大量消費・大量廃棄型から，

物質循環を確保し，かつ自然のメカニズム

を踏まえ自然との共生を確保した「循環」と

「共生」を基本に据えたものに変えるため行

動する必要がある．』

となり，変革の方向性として，

　『経済社会システムを循環と共生を基本に

据えたものに変革するためには，まず「技

術」「制度」を変革する必要がある．かつて

の産業公害問題について，我が国は公害対

策のための技術革新と規制等の制度により

対処しこれを克服した．

　しかし，地球温暖化問題のような我々の



豊橋創造大学短期大学部研究紀要　第16号62

+
+ +
日常の生活や事業活動自体が原因となって

いる問題については，「技術」「制度」だけで

対処することは不可能であり，大量生産・

大量消費・大量廃棄型の経済社会システム

を形成する根本となっている我々の「価値

観」が変わる必要がある．技術や制度を開

発し作り出す主体である我々の価値観が変

わるならば，それが技術や制度を変える

きっかけとなるであろう．また，逆に新し

い価値観が広く人々に共有されるためには，

価値観の変革を支える様々な制度や技術の

変革，例えば教育の充実やライフスタイル

変更の基礎となる技術開発などを並行的に

進めていくことが必要である．』

と述べている．

　経済社会が全体として成熟化に向かい，

都市化や高度情報化が一層進展する一方，

人々の意識は物の豊かさのみならず心の豊

かさを求める傾向が強まるなかで，技術・

制度の変革とともに，価値観をも変える必

要性を論じている．ただ，この価値観は「森

林と文明　Ⅰ . 序論」（稲田，1997）で示した

「自然対決型自然支配型の西洋文明（二元論

的自然論）」に基づくもので，我が国で，も

ともと慣れ親しまれてきた「自然親和型自

然共生型の東洋文明（一元論的自然論）」に

基づくものではない．環境白書が指摘した

「価値観の変更」とは，この自然親和型自然

共生型の価値観への回帰を意味するもので

ある．本論では，「共生と循環」を内在する

「森林文化」に注目しつつ，自然対決型自然

支配型の現代文明の限界について考察する．

森林文化の新たな展開
　

　我が国では，森林に恵まれた国土条件の

下で，古くから，日常生活，住居や建築物，
+

農業等の産業活動，信仰や芸術等の精神活

動といった様々な面で森林，木材と深く関

係してきた．緑と水の源泉である森林を大

切にし，森林が生み出す再生産可能な木材

を循環的に利用しながら，森林との共生を

図り，「森林文化」というべきものを形作っ

てきた．このことについて，平成 6年度版

林業白書では『人類は，古来，様々な形で森

林や木材とかかわりながら生活を形成して

きた．この結果，森林が，生活や産業を営

む上でなくてはならない資源であるとの意

識が育まれ，森林を保全しながら様々な効

用を最大限に発揮させ，永く恩恵を受けよ

うとする知恵が発生した．このような，森

林を保全しながらこれを有効に利用してい

くための知恵やその結晶としての技術，制

度及びこれらを基礎とした生活様式を，「森

林文化」と呼ぶ．森林文化は，人類と森林と

の「共生」関係，森林の「循環」作用の認識

を基礎に形成されてきた．』と述べている．

　しかしながら，戦後の復興や高度経済成

長に伴い木材需要が増大し，産業としての

林業活動が活発に行われる中で，ともすれ

ば森林のもつ役割の大切さを見失いがちに

なった．さらに，森林文化を担う林業，木

材産業，山村の現状は暗澹たるものである．

森林文化を担い，森林の整備，管理を行っ

てきた林業や林業とともに発展してきた木

材産業は，現在，困難な状況に直面し，森

林文化の発展と発信の場である山村の活力

も低下している．このような状況が続けば，

森林文化の展開を通じ確保されてきた森林

の恩恵や効用を享受し続けることが困難に

なることが危惧されている．にもかかわら

ず，環境の保全や賢明な資源利用，社会経

済の持続的な発展を図るための手立てとし

て，
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・再生産可能で省エネルギー資材である

木材の利用

・自然のシステムにかなった土地利用の

観点から生態系に配慮した森林の多面

的利用

・地球環境保全のため森林の積極的な保

全，造成

などが考えられ，森林の果たすべき役割は

ますます高まっている．

　空間的には広域化，地球的規模にまで拡

大，質的には経済的側面のみならず公共的

側面，心身の健康面にまでおよぶ，森林に

対する要請の多様化に応じて，森林文化の

新たな展開を図る必要がある．森林文化の

新たな展開のためには，その担い手である

林業，木材産業，山村の活性化が不可欠で

ある．

　ここでまず問題になるのが，森林の総合

利用に対する考え方である．森林総合利用

とは「森林の林産物生産，保健休養等の各

種機能の総合利用」のことであるが，実際

は，経済的機能は森林所有者が，公益的機

能は受益者が，それぞれ利用することのよ

うに理解されている節がある．同一森林を

所有者と他者とがそれぞれ別の目的に利用

する場合でも，森林自体についてみれば総

合的に利用されることになる．また，所有

者の利用も他者の利用も，「利用」という一

者において総合されているとも見られる．

さらには，所有者とか他者とかを離れて，

人間社会全体としては総合利用になるとみ

ることもできる．しかし，そのような論理

で成り立つ総合利用は概念的・観念上のも

のでしかない．森林が概念的に考えられて

いれば，森林総合利用ということも概念的

なものとしてしかありえない．森林総合利

用が具体的な実践としてあるためには，具
+

体的な一つの森林が持つ諸機能の総合利用

でなければならない．具体的な一つの森林

というものをどこに見るか，したがって，

その全体と部分をどこに見るかが重要であ

る．

　さらにその評価は，担い手である林業，

木材産業，山村の活性化がその主たる目的

である以上，何よりもまず，農業的な見方，

植物学ないし自然科学的な見方から解放さ

れ，林業ないし林業経営的な立場から正し

く捉えなければならない．たとえば，地力

について見た場合，伐採に伴う地力の低下

があるとしても，その程度を単位面積あた

りでみようとするのは，農業的，土壌学的

な見方である．林業経営的には，経営の基

盤である全林地についての地力低下の度合

いを見るべきである．同一森林面積を対象

とする場合森林の更新，回転周期の長さが

倍であれば，伐採に伴う土壌学的な地力低

下の度合いが，伐期の高低に係わりなく等

しいとしても，林業経営における地力低下

の度合いは半分になる．また，省力技術に

ついても，年間の木材生産量を等しくして，

森林の更新，回転周期の長さを倍にすれば，

同一生産量に対して，年間の事業量は半分

ですむ．すぐれて林業的な省力技術は，そ

のようなことの実現を図る技術でなければ

ならない．肥料，薬剤，機械等々の使用に

よって省力を図るのは，農業的，自然科学

的方法である．間伐技術にしても，間伐は

弱度にしばしば行うべきだとするのは植物

学的見解に過ぎない．経営的には，強度に

回数少なく行うのがよいはずである．その

間のいわば矛盾を止揚するのが林業技術と

しての間伐技術である．間伐を，林木の森

林構成要素としての相対的価値に着目して

行うのも植物学的間伐である．経営上は，
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小角材生産適木，挽割材生産適木等々，そ

の時点および将来における各林木の利用価

値についての選木がなされるべきである．

両者の調和において間伐を行うのが，林業

技術としての間伐なのである．

　林業というのは大体が粗放なものであり，

あまり細かい尺度を使って，細かい数字を

出しても意味がない．調査研究はできるだ

け詳細に観察し，詳細に記録しておくこと

は必要であるが，出てきた数字の意味は，

労力や経費の差ににつながらない限り，ど

んな差があっても，それは数学的な差，植

物的な差であって，技術的な差ではない．

また，その技術というものは，どんな末端

の個々の技術であっても，総合的なもので

ある．ましてやいろいろな技術の一部分だ

けをとりあげ，その良し悪しを決めること

はできない．

全体の複雑さと部分の複雑さ

　物事の善し悪し，優劣などは，見方次第，

考え方次第である．総合的なものである技

術の評価にいたってはなおさらである．同

じ測定結果でもその立場により，評価は異

なる．森林の機能を細分化して，全体の評

価を部分部分の総合として評価しようとす

る試みがなされているが，はたしてこれに

より評価ができるのであろうか．そもそも，

森林が多面的な機能を持つということも，

ある森林はある種の機能を，他のある森林

は別のある種の機能をそれぞれに持つと考

えるよりも，異なった種々の機能を一つの

森林が全体として，いわば総合的に持つと

考える方が理解しやすい．全体を部分に還

元しようとする考え方はこれまで一般的で

あった．しかし，マクロな物理現象の基本
+

法則がミクロな現象へ無条件でそのまま適

用できないように，必ずしも全体を部分に

は還元できない．

　木上（1994）がいうよう，

　『自然科学は，いつでもまず対象とする自

然界のものや現象を我々の頭の中の世界に

理想化することからはじまる．モデルを立

てると言ってしまってもいいかもしれない．

そして，科学的な思考や操作は全てそのモ

デルに対しておこなわれるのである．「長

さ」「温度」「時間」と言った概念も厳密に言

えば我々の頭の中の理想世界の中にのみ存

在し得るものである．実際の自然界に対し

て「正しい長さ」「正しい温度」「正しい時

間」などと言うものは定義し得ないのであ

る．』

　『モデル化の作業において，従来我々は，

円，球，直線などの滑らかな図形を用いて

きた．複雑な形であっても，それらの組み

合わせで表現しうると考えてきたのである．

そこには「全体としては複雑な形をしてい

ても，その細かい構成要素の一つ一つの部

分は単純なものである」つまり「全体の複雑

さ>>部分の複雑さ」という発想がその根底

に秘んでいるのである．果たしてこれで十

分であろうか．

　神戸の町の背景に立つ六甲の山々．海上

からは，おわんを伏せた形の山々が連なっ

ているように見える．しかし，港から上陸

し，元町，北の町登坂を上るにつれてその

姿は次第に複雑さを増していくように思わ

れる．一本の線であったところに木々の重

なりが見えはじめるのである．さらにその

山中に分け入れば，一本一本木々の幹，枝，

葉，地表には石，落葉，こけ等々それら全

てが山の形を構成しているのである．その

上，この構成要素たちもまた，細部に分け
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入れば，果てしがないとも思えるような複

雑さを有しているのである．

　自然界のものの形は「細部をみれば単純

になる」などというものではない．むしろ

「全体の複雑さ＝部分の複雑さ」という性質

をもつ図形で表されるべきである．これが

マンデルブローの主張であり，そのような

図形の典型的な例としてフラクタルという

ものを持ち出したのであった．「全体と部分

が相似」である自己相似集合はまさに「全体

の複雑さ＝部分の複雑さ」がみたされる最

もわかりやすい例なのである．』

であり，「全体の複雑さ＝部分の複雑さ」，

「いかに自然界（森林）を認識するか」とい

う自然科学の基本に関する新しい方法の提

唱，それがフラクタルにとっての進化論で

あり，大きな意義がある．

　自然現象を理解する上で，これまで，正

規分布を中心にした普通目盛上で取り扱っ

てきた．しかし，バイオサイエンス分野で

取り扱われる数値は，データ数を十分増や

して厳密に検定してみると，正規分布とい

えないことが多い．むしろ対数正規分布，

対数目盛上で適合する現象が多い（本川，

1992，1996，山本他，1982，稲田他，1986，稲

田，1986a，1986b）．対数目盛上でみれば，大

きなものも小さなものも同様に表せる．宇

宙の直径1028cm，銀河の直径1023cmから地

球の直径109cm，水素原子の直径10－13cm，

陽子・中性子の直径10－16cmなどなど同様

に表現できる．ただ，対数目盛もまた一つ

の見方であるが，普通目盛上ではわからな

いことも理解できる可能性はある．
+

二元論的自然論の限界

　評価の基礎となる測定そのものについて

も，測定そのものが不可能なものも多い．

森林の機能や効用，森林に対する意識など，

そのようなものは本当には測れないであろ

う．それは測る手だてがないからである．

現在ある計測機器や技術は何らかの形で実

数の尺度で測れるものを扱っている．実数

尺度上のものなら大抵測れるであろうが，

それ以外の尺度のものは無理である．

　我々は実数の世界に生きている．実数目

盛りでいろいろなものを測っている．そこ

で，それがすべてであるように錯覚してい

るかも知れない．実数世界で見えないも

の・測れないものは存在しないと思い込ん

でしまっている．存在しないのではなく，

単に見えない・測れないだけかも知れない．

「知らずば見えず」という言葉がある．存在

しているにもかかわらず，見えていないこ

とは多々ある．デカルトは，二元論で自然

を「物質の世界」と「意識の世界」に分け，客

観的で数値で表せる世界と，客観的でなく

数値で表せない世界とを区別した．梅原

（1995）がいうように，

　『近代文明を指導したデカルトやベーコン

の考え方は，人間と自然を峻別し，自然を

客観的に研究する自然科学の知識によって，

自然を征服する技術をもとうとする思想で

ある．かくて，自然科学は飛躍的に発展し，

人類は，自然いついて三百年前にもってい

た知識とは，比較できないほどの精密な知

識をもつようになった．そしてそれととも

に自然征服の技術は飛躍的に進み，人間は

自然から，それまでの人間にはとうてい考

えられないような豊な富を生産することが

できるようになった．そしてその代償に，
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地球環境の破壊という，まさに人間は，自

分の生きている土台を根本から崩壊させる

ような危機に直面した』

のである．

　これらの深刻な問題を解決するには，ま

ず「二元論的自然論」の限界を認識し，抜け

出なければならない．これまでの自然観は，

ニュートン力学の宇宙モデルを基礎として

きた．この自然観は，三世紀間にわたって

西洋科学の揺るぎない基礎となってきた．

「絶対空間」「絶対時間」さらには「すべての

物理現象は，引力によって引き起こされた

質点の空間的な運動に還元される」という

「運動方程式」へと発展してきた．さらに，

デカルトの「機械論的自然論」「二元論的自

然論」に至り，「自然の基本法則」として固

く信じて疑われないようになった．ところ

が，その後，次々と新しい物理理論が発見

され，ニュートン力学の限界が証明される

ようになった．ニュートンモデルの「絶対

空間」「絶対時間」という考え方を破棄し，

「相対空間」「相対時間」という考え方へと転

換する必要がある．また，デカルトの「二元

論的自然論」を捨て去り，「物質の世界」と

「意識の世界」，「可視の世界」と「不可視の

世界」を統合する「一元論的自然論」へ回帰

しなければならない．

　「二元論的自然論」を脱却し，「一元論的

自然論」へ回帰するには，統一的，一元論的

に自然を表現する手だてが必要となるであ

ろう．一つの方法として，複素数が考えら

れる（稲田，1994a，1994b）．物質世界とは実

数で，意識の世界とは虚数であると考え，

実数と虚数の一次結合である複素数として

自然を認識するような考え方である．虚数

とは，「存在しない数」，「想像上の数」であ

り，複素数は実数と虚数の和で与えられる
+

から，複素数もまた「存在しない」ものであ

る．17世紀の偉大な哲学者・数学者であり，

微積分学の創始者の一人であるライプニッ

ツは，「虚数とは神の叡智のほとばしりの賜

物であり，それはほとんど有と無の間の両

生動物である」と瞑想にふけったことはあ

まりにも有名である（表，1988）．しかし，複

素数を平面上の点に対応させることによっ

て，それを幾何学的に表示することに成功

してからは，複素数がもっていた不可思議

さもとり除かれた．その後，複素数を変数

とする関数（複素関数）の性質は，ガウス，

コーシー，リーマン，ワイエルシュトラス

その他多くの数学者によって明らかにされ

た．コーシーが複素関数の積分を利用して，

実数の範囲では扱いきれなかった実関数の

定積分を求めることに成功したことからも

わかるように，実関数の範囲では見えな

かった関数の性質が複素関数を考えること

によって明らかになることも多い．猪股

（1987）の「複素時空論」も複素数による自然

現象解明の新しい試みである．

おわりに

　千態万様な場所にある森林および森林生

態系における諸現象の生起を支配する法則

性は，当然，場所ごとに千差万別のものと

してある．その場所なるものを，どの程度

細かく類型化して，それぞれにおける法則

性を見いだし，かつ適用するのが，技術と

しての評価である．そもそも，技術には，

「終わりよければすべてよし」という本質が

あるとしなければならない．森林経営の現

場技術は，絶えざる試行錯誤の積重ねによ

る経験のうえにのみ成り立ちうるもの，進

歩しうるものとしなければならない．技術
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に対する評価は時とともに，またその基準

とともに刻々と変わる．技術にしても，法

則にしても，すべて絶対的なものはなく，

相対的なものである．ものの見方・考え方

で変わる．ここで示した，「対数目盛での評

価」や「実数と虚数の一次結合としての複素

数」で自然を捉えるもの，そのような考え

方があるということを示したに過ぎない．

文明もまた然りである．現代文明は，物質
+

文明を発展させ，人類に限りない物的な豊

さをもたらした．西洋医学の発展は多くの

疾病を克服し，人類の平均寿命を著しく長

くした．このように人類に多大な貢献をし

た一方で，人類の生存基盤を崩壊させるよ

うな地球環境の破壊をもたらした．村山

（1984）のいう「文明の周期交代」時期にきた

のか，岸根（1990）のいう「文明の寿命」が尽

きたのかもしれない．
+
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Bulletin of Toyohashi Sozo Junior College
1999, No. 16, 77–92

リヒャルト・ヴァーグナー1)

ヴィルヘルム・ディルタイ
三　木　　博（訳）

翻　　訳
Ⅰ

　およそ芸術のあらゆる領域には，思索型

の芸術家が存在してきた．つまり創作と研

究の真っただなかにたち，本能的に彼らを

突き動かそうとする理念にむかって，たえ

まなく比較し熟考することによっていわば，

目標への道をひらこうとした人々である．

あらゆる時代のきわめて偉大な芸術家たち

の幾人かは，彼らのうちに数えられる．た

しかに偉大な芸術上の趨勢がはじまるさい

に，そのような天性をそなえた人物が必然

的に現れるのもそう珍しいことではない．

すなわち 15世紀の近代建築の発端には，

フィリポ・ブルネレスキ 2) がいる．彼は古

代世界の偉大な建築上の成果を研究するの

に人生の長い年月を費やしたのであるが，

それは彼が画期的な研究をたずさえて登場

してくる以前のことであった．またこの時

代の絵画のはじまりには，レオナルド・ダ・

ヴィンチがいる．彼はその時代の科学のあ

らゆる手段を自家薬籠中のものとした傑出
+

1） ここに訳出したのは．ディルタイ（Dilthey, Wilhe
ト・ヴァーグナー」（Richard Wagner）である．訳
Gesammelte Schriften, XV. Band, Zur Geistesgesch
である．

2） Brunelleschi, Filippo（1377–1446）フィレンツェ生
に影響をあたえた．主な作品にフィレンツェ大聖堂
した画家であり，後代のいかなる者も手が

けようとしなかったような壮大な問題を解

こうとしたのである．また理論的な研究者

が，ギリシア音楽の秩序だった発展の初期

にひかえており，彼らが近代音楽の端緒へ

と導いたのである．そしてある芸術が向上

的に発展するのをやめるとき，すなわちそ

れまで使用していた表現手段にもはやいか

なる向上も見こめなくなり，それゆえ内面

から感動させる作用のかわりに表面的な効

果がとってかわり，まさにその最後の健康

な力強さを失ったとき，人はあらたな芸術

作用をもたらすべく実験を試みようとする

ような天性をそなえた人物にふたたび出会

うことになる．

　それはいつも喜ばしい現象とはかぎらな

い．つまり人がしばしば感じるのは，今日

のあらゆる芸術作用のつまならさを批判す

る感情と，あらたなより力強い表現手段を

生みだそうとする手におえない野心が，み

ずからの想像力からあたらしいものを生み
lm 1833–1911）の全集第15巻所集の論文「リヒャル
出に際して依拠した全集は．Wilhelm Dilthey.
ichte des 19. Jahrhunderts. Göttingen (Vandenhoeck) 1981

まれの建築家．彫刻家．ルネサンス様式の発展
のドームがある．
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だそうとする自立した能力よりも，より根

強く彼らのうちに存在している，というこ

とである．またしばしば，神経質に暗中模

索している不安といった特徴が彼らの生涯

をつらぬき，それは彼らの作品をもつらぬ

いて震えているのである．しかし彼らは野

心のために表面的な効果を利用する同時代

人よりも，公平な観察者にとってはつねに

より喜ばしい現象なのである．また他方で

彼らとならんで，麗しく忘れがたいが，も

はや取りもどしようもなく失われた時代の

伝統を，ほどよく芸術上の成果のうちに保

とうとする高貴な性質の者たちもいる．そ

こでいつの時代にも迎える公衆のあいだで，

これら二つの趨勢のうちどちらが，あるい

はどちらの部類の素質の人々が優位をしめ

るか，といった激しい論争が生じたのであ

る．最終的には，気質の違いだけが秤にか

けられ，それが決定するように思われる．

それはすでに獲得されたものに喜びを見い

だし，たしかな道のりを歩もうとする気質

と，その眼ざしと心情が未来に，あたらし

いものに，そしてまったく予期しえないも

のへと差しむけられている気質とのあいだ

の闘争なのである．この種の天性をそなえ

た人物がリヒャルト・ヴァーグナーである．

そしてこの種の闘争は，彼のオペラがマイ

ヤベーア 3)の俗受けをねらった音楽と，メ

ンデルスゾーンの高貴で節度にみちた芸術

の影響のあいだにはじめて登場したとき生

じたのである．
+

3） Meyerbeer, Giacomo（1791–1864）フランスで活躍
作曲家．ドイツ，イタリア，フランスのオペラ様式
オペラを確立した．

4） Semper, Gottfried（1803–1879）19世紀ドイツを代
ネサンス後にはバロックを指向する建築を創作した
場の構想も手がけた．
　他の領域でもわれわれの世紀のドイツ芸

術は，似かよった性格を示している．あた

らしい科学という手段を用いて，あらたな

神話学に基づきながら，あたらな包括的な

文芸を発見しようとしたフリードリヒ・

シュレーゲルの激しく思索的な試みから，

驚くほど深い理論的研究に基づいて，衰退

した芸術をあらたに活性化しようとした建

築家ゼンパー 4)の天才的な試みなどがそう

である．しかしこれらいかなる試み，ある

いはその種の性格も，リヒャルト・ヴァー

グナーのオペラと彼の芸術家としての性格

ならびに個人的な性格ほど，闘争的で党派

的な騒動を引きおこすことはなかった．と

いうのはその影響の大衆性という点では，

オペラに比べられるものは他にないからで

ある．現在のところリヒャルト・ヴァーグ

ナーは，執筆した作品全体をわかりやすく

公表することによって，みずからの意図を

国民に近づけようとする試みですぐれてい

る．彼はある視点のもとでこれをおこなっ

たが，それをみずから全集の序文で次のよ

うに述べている．

　「抽象的な思弁によってではなく，直接の

芸術的な要求の衝動に突き動かされて，ド

イツ的精神には留保されていた諸々の可能

性を絶望的に仰ぎ見るよう導かれた人は，

私が仰ぎ見るにいたった道をともに歩むこ

ともいとわないのではなかろうか．かかる

人を助けるために，私はそうした類の記録
したドイツの作曲家．グランド・オペラの代表的
を身につけ，折衷主義的なコスモポリタン様式の

表する建築家．古典主義に対して，イタリア・ル
．ミュンヘンのリヒャルト・ヴァーグナー祝祭劇
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を目下の全集にまとめたので，人はあらゆ

る側面から私の発展をあとづけることがで

きよう．そこで彼は自分がかかわっている

のは著述家の全集ではなく，ひとりの芸術

家の書きとめられた生きた活動であること

に気づくであろう．その芸術家はその芸術

自体において，枠をこえでて生をさがし求

めたのである．しかしこうした生こそ真の

音楽であり，私が現在と未来の唯一本当の

芸術として認める音楽なのである．という

のはこの音楽こそがはじめてわれわれに，

真の芸術全般に対する法則をあらためて教

えてくれるからである．これははっきりと

したことであり，唯一生き生きとわれわれ

に現在働きかける音楽と，あらゆる心情に

訴えかけるその力を，われわれの今日の詩

文芸の作用や，空々しいかたちでしか，か

くも衰退した現代の生活と関われない造形

芸術の作用と比べるやいなや，誰もが私に

賛成せねばならないであろう．しかし音楽

によって神々しくされた劇では，民族自身

とあらゆる芸術は高貴なものとなり，より

美しいものとして見いだされるであろう」．

　リヒャルト・ヴァーグナーは正当にも，

その文学上の仕事を年代順に呈示している．

そしてこれらの仕事によって，ひとりの傑

出した同時代人の発展過程についてのきわ

めて申し分のない洞察がもたらされるので

ある．〔リヒャルト・ヴァーグナー全集（全 9巻）〕

Ⅱ

　ヴァーグナーは 1813年 5月 22日，ライ

プツィッヒに生まれた．彼の父親は警察署
+

5） 父親が死んだのは．実はリヒャルトの生まれた半
の書記であったが，リヒャルトの生まれる

半年前 5)に死んだ．彼の義父は俳優であり

画家でもあって，この少年を芸術家か画家

か音楽家にしたいと望んでいた．

　「朝はやく，彼が亡くなったとき――リ

ヒャルト・ヴァーグナーは当時 7歳であっ

た――母親が子供部屋へやってきて子供た

ち一人一人になにか言い，私にはこのよう

に言った．『お父さんはお前をひとかどのも

のにしたかったのだよ』．私は長いあいだ，

自分はひとかどのものになるのだと空想し

ていたのを覚えている」．

　始まりには次の時代を予感させるもので

あった．彼はギムナジウムに在籍中，シェ

イクスピアの模範にならって，大部の悲劇

を立案する．しかしベートーヴェンの音楽

『エグモント』を聴くやいなや，彼は完成し

た悲劇をこれとよく似た音楽で始めようと

し，ためらわずにこの音楽自体を作曲する

仕事にとりかかった．その準備に彼がソナ

タと四重奏曲にとりかかっているあいだに，

その大部の悲劇が家族に見つけられた．そ

こでみんなは，彼がいつまでたっても上級

学年に上がれない，そのわけがわかったと

思った．結局その悲劇を彼は放棄したが，

そのかわりに音楽に専念する許しを家族か

らとりつけた．そして哲学と美学の講義を

聴講するために，ギムナジウムを去り大学

に入った．その後まもなく彼はライプツィッ

ヒのトマス校の聖歌隊指揮者テオドール・

ヴァイニッヒのもとで，対位法の教程を徹

底的に学びはじめた．作曲もより優れた基

礎のうえで続けられた．そしていくつかの
年後である．
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交響曲とオペラが誕生したのである．

　当面，小劇場での指揮者としての惨めさ

は，彼の避けられない運命であった．

　1834年の夏に，彼はマグデブルク劇場の

音楽監督に就任した．「私は指揮者の職分に

ついての自分の音楽の知識を実際に用いて

みることに，ほどなく成功した．舞台装置

の背後や照明のまえでの男女の歌手たちと

のつきあいは，いろんな気晴らしをしたい

という私の気性にまったくふさわしかっ

た」．

　こうした気分と環境のなかで，オペラの

技法を日々，指揮者の譜面台から観察しな

がら，彼はオペラ『恋愛禁制』を作曲した．

その素材はシェイクスピアの『目には目を』

からとられたものである．彼は春に劇団が

解散するまえに，このオペラをマグデブル

ク市民のまえで上演した．それは喝采をう

けたが，上演は一回にとどまった．さて劇

団は解散した．彼自身は金づまりと負債で，

いつものように首がまわらなくならないた

めにも，あえて行動に出ねばならなかった．

彼はベルリンへ行き，帝立劇場の監督に

『恋愛禁制』を上演することを願いでたが，

無駄であった．そこで彼は，劇場の音楽監

督の地位を志願するためにケーニヒスベル

クへ行き，それを得ることができた．
+

6） Auber, Daniel-Francois-Esprit（1782–1871）フランス
黄金時代を築いた．

7） Adam, Adolfe（1803–1856）フランスのオペラ・コ
るオペラを残した．

8） Bellini, Vincenzo（1801–1835）イタリアの作曲家．
ロマン主義的な表現に扉をひらき，後のヴェルディ

9） 正統的で大規模なオペラ作品全般．特に19世紀フ
劇を主題とし，伝説上の人物がしばしば登場する．
　「そこで私は1836年の秋に，それもきわ

めて不快な外面的な事情のもとで結婚した．

私がケーニヒスベルクですごしたその年は，

ちっぽけな心配ごとのためにまったく自分

の芸術にとっては失われてしまったも同然

であった」．

　あらたな惨めさとあらたな居場所の変化．

さて彼はホルタイのもとであらたに開設さ

れた劇場の第一音楽監督の地位に就くため，

リガへおもむく．そして契約が途切れると

ただちに，リガからも立ち去った．

　このように彼は小劇場の楽長としての生

活のあらゆる惨めさと，劇場のランプの明

かりのもとで働くものであれば逃れられな

いばか騒ぎを体験しつくした．しかし完全

なものを創造しようとする意志が，彼をそ

の環境から内面において引き離していたの

である．オベール 6)，アダン7)，ベッリーニ8)

の音楽を指揮しているあいだに，彼は1834

年の夏以来，オペラ『リエンツィ』の構想に

ついてじっくり考えていた．それは小劇場

のスケールを越えた外観までもが意図的に

構想されたオペラである．そして『リエン

ツィ』のはじめの二幕を懐にして，彼は月

並みなものすべてを威勢よく振りはらって

パリにおもむいた．そこでは当時グラン

ド・オペラ 9)が全盛であり，この時代パリ

へむけて，ドイツの革命的で生を渇望する
のオペラ作曲家．19世紀のフランス・オペラの

ミック，バレー音楽の作曲家．生涯に70曲を超え

19世紀のイタリア・オペラ作曲家として初めて，
に先駆する役割を果たした．
ランスの〈グラン・トペラ〉をさす．叙事詩的な悲
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資質をもったものすべてが押しかけていた

のである．3週間半を帆船のうえで過ごし，

彼と妻はロンドンにたどり着いた．そこか

らブローニュをへてパリへむけて彼は急い

だのである．

　彼みずから，その珍しい短編小説『パリ

のドイツ人音楽家』のなかで，当時やっと

のことで免れた破滅の恐ろしいさまを描い

ている．それはいわば彼の［場合の］『ヴェ

ルテル』なのである．

　それは耐えがたい状況と気分からの強引

な逃走であった．逃げだしたその状態を，

彼自身次のように描いている．

　「まず私の道はまっすぐ，みずからの芸術

観のなかにある軽佻浮薄さにむかって通じ

ていた．これは劇場の音楽監督として，実

際の経歴を私が辿りはじめた最初のころで

あった．軽快なフランスの流行オペラを覚

えたり指揮したりすること，また指揮者の

譜面台から指揮棒を左右に振っているとき，

そのオペラの効果の悪づれした様子や傲慢

さで，私はしばしば子供っぽい喜びを味

わった．雑然とした劇場生活を送っている

うちに，私は気晴らしによる衝動の満足を

求めていた．その衝動は手近なものに対し

ては享楽欲として，音楽に対しては揺らめ

きぞくぞくさせる動揺として現れた．しか

し近代の軽薄さのしっぺ返しは，まもなく

私にふりかかってきた．私はすっかり夢中

となり，強情を張りとおして結婚したので

あるが，それは遣り繰りのきかない所帯と

いう厭わしい気分のなかで私自身と他人を

苦しめた．そうして何千もの人々を破滅さ

せていった性質の貧窮に立ちいたったので

ある．ちっぽけなドイツの劇場での活動か
+

ら逃れさり，ただちにパリで自分の幸福を

求めること，それこそ私が拍車をかけて求

めたことであった」．

　彼がこの計画を練っていた同じ頃，ブル

ワーの『リエンツィ』が彼のこころを捉え

た．

　「近代の個人的な生活の苦悩から私を引き

離したのは，芸術的に扱えるほんのわずか

な素材さえも得ることができないという，

ある偉大な歴史的・政治的事件のイメージ

である」．

　『リエンツィ』は，その当時パリを中心に

栄え，マイヤベーアをその有力な代表者と

する様式のもとで作られた大掛かりな歴史

オペラである．それはただ偉大な場面を，

またそのうちの大当たりの場面を，より偉

大な場面で凌駕すればよかった．弔鐘，嵐

のような鐘，バレーや教会の讃美歌，音楽

の魔力，そして炎の海． そして貞淑な処女，

口のきけない女，ユダヤ人の女，それらが

舞台の壮観さという点で凌駕されたのであ

る．

　まさにパリでの運命が，彼に決定的であ

らたな転機をもたらした．「グランド・オペ

ラ」についての当時の構想に没頭し，マイ

ヤベーアやその他の「グランド・オペラ」の

中心人物たちと名声を分かち持ちたいとい

う希望に満ちて，彼は進んだ．そして彼は

現在の芸術についての世論に抗う革命家と

して帰ってきたのである．彼はパリで『さ

まよえるオランダ人』を書きおろした．そ

こで彼ははじめて，自分に固有の方向をう

ちだし，さらに『タンホイザー』の構想を
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練ったのである．

　こうしてパリで生じた人生の転機を，忠

実に現実のものにすることが重要となった．

というのは彼がパリへやってきたのは，あ

たらしい歴史的なグランド・オペラの中心

であらゆるオペラを，圧倒的な手段で凌駕

しようと考えたからであった．

　旅の途上，ブローニュで彼はマイヤベー

アと面識をえて，自分の『リエンツィ』の二

幕を彼に見せ，彼の支援の約束をとりつけ

た．彼の最初の不運は，マイヤベーアが

ヴァーグナーのパリでの滞在中の全期間，

パリに不在であったということであった．

次の不運は，彼の『恋愛禁制』の上演をマイ

ヤベーアの推薦により喜んで引きうけてく

れるように見えた劇場が破産したことで

あった．三番目の不運とは，見きわめがた

いものではあったが，予期しえなかったも

のではなかった．彼はこのことをその短編

小説のなかで，激しい筆致で描いている．

当時のパリで指導的な勢力にのしあがった

いかなる芸術家も，たとえばアルネック，

アレヴィ10)，ベルリオーズ 11)も，彼らが大

きな成功を手にいれたのち，みずからが

煽った熱狂からなにか残しておくことはな

かった．彼らはオペラを作ろうとし，その

代償として金銭を手にいれた．生活が慌た

だしくなるなかで，金銭こそが彼らにとっ

ての価値であった．あるいは彼らはベルリ

オーズのように，みずからの激しい野心の

世界に閉じこもった．そこからヴァーグ
+

10） Halévy, Fromental（1799–1862）フランスのオペラ
ル，マイヤベーアらと共に，19世紀ロマン派オペラ

11） Berlioz, Hector（1803–1869）フランスの作曲家，指
人．代表作に『ファウストの劫罰』．
ナーの立場は離れたのである．彼は『リエ

ンツィ』に関して書いているが，すぐに外

面的な成功を放棄し，その結果としてみず

からの立場によって招いた窮状が身にふり

かかったのである．この時代，彼は前述の

短編小説を執筆したが，その結末は「パリの

ドイツ人音楽家の最後」という物語であっ

た．そこで彼は自分の主人公を，「私は神を，

モーツァルトを，ベートーヴェンを信じま

す」と信仰告白させて餓死させているので

ある．

Ⅲ

　パリでの不運は，彼の芸術家としての成

長の転機として決定的であった．七週間か

かってパリで彼は『さまよえるオランダ人』

を書きあげた．その主題は，航海の途上頭

に浮かんだものであった．ここで彼ははじ

めて，台本とつながって渾然一体となった

音楽劇を，伝説を媒介として構成したので

ある．それはあらゆる要素を音楽的に表現

可能なものとして構成するものであった．

しかしこれはまだ，彼が自分の内面全体を

表現できるような素材ではなかった．また

彼は音楽上の形式に関しては，まだアリア

や叙唱などの古い形式を捨てさってはいな

かった．しかし彼はパリで支配的なグラン

ド・オペラの様式は捨てさったのである．

そして独自なものが彼の作品のなかで展開

しはじめた．

　同時に『リエンツィ』は彼に，別の場所で
作曲家．代表作は『ユダヤの女』『稲妻』．オベー
の伝統を築いた．
揮者，評論家．19世紀の標題音楽の創始者の一
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名誉ある外的な状況を作りだしたようだ．

このオペラはドレスデンで上演され，ティ

ハチェック12)とシュレーダー－デヴリー

ント13)が法外な成功をもたらした．そして

ヴァーグナーはドレスデン宮廷劇場の第二

楽長に任命された．パリでは『タンホイ

ザー』の構想が頭にうかんだ．彼が今いる

恵まれた状況のもと，このオペラによって

はじめて，脳裏にうかんでいた音楽劇をつ

くりだしたのである．

　しかしこのとてつもない資質をもった人

物は，はっきり境界線を引かれた関係のな

かで，従属的な立場にいるのには適してい

なかった．まもなく彼は，劇場監督のルッ

チャオならびに第一楽長で，穏健だがいく

らか面白味にかけており，通常のやりかた

からはずれることを嫌うライシガーと対立

する．職務上の困難にくわえて，さらに個

人的にやっかいなことが押しよせてきた．

すでに当時彼は，まったく身分不相応な暮

らしをはじめていた．このことに触れても

よいであろう．というのは彼自身が著作集

の第4巻『わが友への告知』のなかで，きわ

めて率直に述べているからである．彼のオ

ペラの収入をあてこんだ手形を，世間は受

け取ろうとしなかった．『さまよえるオラン

ダ人』はドレスデンでは不評であった．『リ

エンツィ』はベルリンで，またあたらしい

オペラは拒否された．金銭事情はますます

困難なものとなった．そこへ1848年の革命

がおこったのである．ヴァーグナーがこの

革命に味方するようになった動機をたしか
+

12） Tichatschek, Joseph（1807–1886）ボヘミアのテノー
躍．『リエンツィ』『タンホイザー』の主役を創唱した

13） Schröder-Devrient, Wilhelmine（1804–1860）ドイツ
をつとめ，当時最高のドラマティック・ソプラノと
めるのは，愉快なことでもないし，また情

報の乏しさからも可能ではない．その動機

についてきわめて抽象的に，彼自身が次の

ように述べている．

　「自分たちの劇場の状況を根本的に変えて

いく可能性についてじっくり考えているう

ちに，政治的ならびに社会的情勢の非道さ

を自然にはっきりと認識するようになった．

こうした情勢とは，まさに私が取りくんで

いる芸術状況以外のいかなる公の芸術状況

をも前提としないものであった」．

　私は白状するが，『タンホイザー』がベル

リンに到着し，その地の文学クラブに受け

いれられたと聞いたとき，より良い芸術施

設を実現するために，血なまぐさい暴動に

参加する革命家のほうが私にはおよそもっ

ともらしく思えた．ヴァーグナーが宮廷の

ために，カンタータ『愛するフリードリヒ・

アウグストへの忠誠を込めた挨拶』を作曲

してから，ともかく 6年が過ぎていた．ド

イツ革命が勃発したとき，ヴァーグナーは

とりもなおさず政治的人物と見なされてい

た．彼は当時，ドレスデンのドイツ国立劇

場に関する組織案を本省に提出しており，

また論文「芸術と宗教」を印刷するためパリ

へ送っていた．どうして彼がそのような立

場から，5月蜂起に参加するにいたったか，

についてはさしあたり不明である．後にも

彼には革命運動への兆しがけっして見られ

ないのであるから，なおさらである．
ル歌手．ドレスデン宮廷歌劇場の主軸として活
．
のソプラノ歌手．ドレスデン宮廷歌劇場の歌手
言われた．
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　指名手配書に追われ，彼はパリへ逃れた．

それからチューリッヒで楽長の地位を手に

入れた．またしてもあらゆる絆は突然，完

全に引き裂かれ，彼はあらたな状況にあっ

た．

　しかしわれわれは，このドレスデンでの

数年間の本質をなす内面的な進歩を示す注

目すべき作品を伝えるために，振りかえろ

う．この時期に『タンホイザー』と『ローエ

ングリン』が成立した．ヴァーグナー自身，

その著作集のなかでこれらの作品の成立と

それらに込めた意図について，きわめて詳

細かつ多面的に述べている．できることな

ら『ドン・ジュアン』や『フィデリオ』の成

立についても，同じくらい詳しく教えても

らいたいくらいだ．しかしあきらかに，こ

れらは天才の作品であり，彼は自分の歩む

道を直接に，何の躊躇もなしに確信してい

る．ヴァーグナーのオペラは，全面的に高

度の才能にめぐまれた思索的頭脳による作

品である．またヴァーグナーはショーペン

ハウワーの哲学の信奉者であり，この哲学

のなかで天才について述べられたことがら

は，もしそうした特異な事柄が教えられる

ものなら，実際彼の音楽的な構成力と，わ

れわれの偉大な作曲家たちの構成力との違

いを明らかにするにちがいない．

　「『さまよえるオランダ人』で」，と彼は記

している「私の詩人としての経歴がはじ

まった．それで私はオペラの台本を制作す

るという経歴を棄てたのである．それは女
+

14） Das Junge Deutschlandヘーゲル，ゲーテ死後の文
のグループ．現実の政治や社会にも深く関わる発言

15） Gutzkow, Karl（1811–1878）ドイツの著述家．青年
16） Pückler-Muskau（1785–1871）ドイツの著述家．
性的なもの，救済してくれる女性を求める

私のさまよえるオランダ人の憧憬であった．

その特徴は私にはいかなる明確な形態とし

ても立ち現われず，ただ女性的な要素のよ

うなものとして目の前に浮かんでくるだけ

であった」．

　この方向には，彼の芸術的な能力にとっ

て開かれたあたらしい世界があった．女性

の問題に対する気持ちの変化について，彼

のやや神託めいた報告と，それに関連する

『タンホイザー』と『ローエングリン』の誕

生に関心を抱くものは，彼の『わが友への

告知』を読んでみるとよい．私にはあまりに

もこれらすべてのことに，青年ドイツ派 14)

のカール・グツコウ15)，そしてとりわけピュ

クラー・ムスカウ 16)の気配が感じられる．

ただしこれらすべてを超克するのが，この

永遠のテーマが彼独特の風変わりな感性に

よって変容したものが，一種の世間的な関

心事であるという信頼なのである．ここで

たしかにヴァーグナー自身がとりわけロー

エングリンでもあった，ということを覚え

ておこう．

　「ローエングリンは彼を信じてくれる女性

を求めた．最高の意味で，また最深の意識

のもとで，彼はほかでもなく完全で，暖か

く感じとり，暖かく感じられる人間，すな

わちまったき人間に，神ではなく，すなわ

ち絶対的な芸術家になりたかったのだ．こ

のように彼は女性，つまりは人間のこころ

を求める．そして彼は喜ばしくはあるが荒
学や思想の現状に不満をいだいた若い作家たち
をおこなった．
ドイツ派の指導者．
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涼とした孤独から降りてくるのである．し

かし彼には否定しがたく，高められた自然

という背信的で聖なる輝きがそなわってい

る．つまり彼は驚嘆するような仕方でしか

現われえないのである．卑俗な驚き，ねた

みからの罵詈雑言は，愛している女性のこ

ころのなかにまで暗い影を投げかける．つ

まり疑念と嫉妬が明らかにするのは，彼は

理解などされておらず，ただ熱愛されてい

るにすぎないこと．そして，それは打ちひ

しがれて孤独のなかへ戻っていく彼から，

その神々しい告白を引き出すのである」．

　シャトーブリアンやヴィクトル・ユゴー，

その他特別なドイツ崇拝者の著作を読んだ

ひとは，自己賛美やみずからの天才をナル

シス的に崇拝する点ではほとんど驚くこと

はないであろう．ヴァーグナーの精神状態

に関して著名な医学研究者が考えたように，

〔精神〕障害はそのような表象様式には属さ

ないのである．しかし私はこの箇所を読ん

だとき，おそらくそれは今まで何らかの言

語でこうして書かれたもののなかで，もっ

とも強烈なものだと感じた．そしてそれが

シラーとレッシングがみずからについて書

いた同じ言語であることが私には苦痛で

あった．もうこのくらいで十分であろう．

また「女性の問題」についての思案とおしゃ

べりもこれで十分であろう．

　これらすべては，リヒャルト・ヴァーグ

ナーにおける歪められ不快なことがらであ

る．彼は生半可な教養をもった，そして生

活内容のすべてを自己を愛するという関心
+

17） Immermann, Karl Leberecht（1796–1840）ドイツの
期にかけて活躍した．
のうちに消しさった青年ドイツ派の作曲家

である．さらに他の特徴は，彼の作品のう

ち出版されている諸巻にとくにはっきり現

れている．イマーマン 17)が『ミュンヒハウ

ゼン』のなかで嘲笑したのは，人工的に蒸

留器のなかで天才的人間を製造しようとす

る，騒々しく大言壮語する社会であり，そ

れは毎日あらたに天才の生命の偉大な役割

を準備するというものであった．思索する

ことは，芸術的な天才であることを望み，

生半可な教養は，謎めいて深く哲学的であ

ることを望む．こうしたことはヴァーグ

ナーのいたるところで見うけられる．彼が

自身についての発言のなかで好んで述べた

ことは，あたかも自分の理論は，自分のな

かの本能的な創造行為を一般化したものに

すぎなかった，ということであった．こう

した見解を世間に流布させることは，うま

くいかないであろう．

　しかし彼の仕事を満たしている特定の生

活内容から目を転じてみれば，偉大な特徴

がただならぬ関心をもって追求されている．

すなわちオペラを，偉大で個人的に経験さ

れた人生内容の統一された表現に，一言で

いえば音楽と場面とが互いにかみ合う表現

にしようとする彼の野心的な性質による強

い意志である．

　ここから彼においてはすべてが，つな

がった鎖のように互いにかみ合っているの

である．

　「私は『リエンツィ』のころから，すべて

の演劇上の仕事に関して，まず詩人であっ
詩人．理想主義から19世紀のリアリズムへの移行
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た．そして詩が完全に仕上がってはじめて，

私はふたたび音楽家になった．しかし私は，

詩を完成させるために音楽的な表現能力を

あらかじめ意識しているような詩人であっ

た」．

　事実，文学上の仕事から『ラインの黄金』

までの，とてつもない高まりが目につくの

である．

　さてここに彼の理論ならびに実践がつか

みとれる主要命題がある．

　「さて音楽的言語で表現されるべきもの

は，唯一感情であり感覚である．音楽的言

語は，われわれの純粋な悟性器官となった

言葉による言語から切り離されてしまった

感情内容を，純粋に人間的な言語として，

きわめてゆたかに表現する．まさにそこで

は言葉による言語と音楽的言語との結合が

生じているのである．すでに言葉による言

語自体のなかに，現実の感性的な感情表現

への拒みがたい要求が示されている．この

表現されるべきものがどの程度まで，悟性

内容から感情内容になるかは，ただその表

現される内容によって決まる．したがって

作曲家が表現すべき内容は，まったくそれ

自体から決まるのである」．

　こうした要求には，ただ「神話的素材を

柔軟に統一すること」だけが十分に応える

ことができた．神話を自在に扱えたという

ことが，リヒャルト・ヴァーグナーにとっ

て幸運な選択であった．神話のなかでのみ

悟性的な動機が排除され，芸術作品におけ

るすべてが音楽的な表現を形成し，さらに

は促すのである．そしてこの幸運な選択よ

りもさらに高くそびえるのは，持続的な活
+

力であって，彼はこの活力でもって神話の

なかに，あらゆる側面から，つまり歴史批

判的に，哲学的に，身をもって体験しなが

ら深く没頭した．そして神話は，重要な人

生の内容が芸術的に完全に統一された表現

となるのである．『ローエングリン』の魔力

はこのことに基づいている．

　ここから彼は，従来の文学的で音楽的な

表現手段の扱いかたから，重大な逸脱を試

みなければならなかった．

　この逸脱とは，否定的な批判が主張した

がるような，従来のオペラ形式のたんなる

改悪などではけっしてない．ヴァーグナー

の特殊な流儀とその作品の特殊な内容のな

かの不快なもの，俗受けをねらうもの，あ

つかましく騒々しいもの，それらを人は過

ぎ去るものとして，あるいはヴァーグナー

のとても目につく限界と見なした．しかし

彼の脳裏に浮かんでいるのは，オペラがみ

ずからのうちに孕んでいる真の高まりであ

ることを認めてよい．人はこれらの作品を

分析するのに逆の道をとる．人はヴァーグ

ナーの並はずれた才能を認めており，彼が

とった方向を残念がる．それはこれらのオ

ペラの交錯した印象――公平なひとなら，

われわれと見解を同じくするであろう――

を分析したいという自然な要求からのこと

である．この分析によって，力強いものと

きわめて不快なものとが互いに切り離され

る．そしてこの傾向は最後の要素まで解明

するだろう．だがこれほど間違っているこ

とはない．この人物のものすごさとは，そ

の精神的な仕事を生みだす活力と集中力で

ある．オペラのなかで，特別な音楽的世界

を完全に統一して生みだすこと，これは彼
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の根本的な特性がもたらす感動的な働きに

よるのである．このことによってわれわれ

の舞台は，極端なカリカチュアから，マイ

ヤベーア，アレヴィ，その同時代人たちか

ら，そして大掛かりな歴史活劇から免れて

いるのである．こうした活劇では，種々の

効果が繋ぎあわされる．歴史上の偉大な出

来事は，衣装，聖歌，銃火，決戦，鐘の鳴

る音，偉大な人物の名前などをとおして装

飾的に引きだされる．この芸術は，その核

心においては不誠実なものであった．この

芸術がもはや支配的でないのは，ヴァーグ

ナーのおかげである．

　真実はきわめて単純なものである．偉大

な様式による人物画や演劇が存在するとき，

オペラはほとんど存在しないのである．

　ヴァーグナーとはひとつの特異な現象で

ある．もし彼が普遍的に妥当するものを打

ち立てたと信じているのなら，彼は芸術家

であるよりもむしろ空論家であろう．たし

かに私は，われわれの聴衆の趣味が，純粋で

ほんとうに自然なものへ転換するであろう

時代が徐々に近づいてくる，という希望を

抱いている．内面から湧きでてくる音楽に

よる晴れやかな充実感は，たしかにあらた

なものとして，また恵みとして受けとめら

れよう．というのは芸術上の趣味はその性

質にしたがって変わるし，あらたな印象は

ただそうした変化をとおしてのみ，聴衆に

伝えられるからである．あらたな印象とは

たしかに，聴衆がもっとも心を奪われるも

のだからである．ヴァーグナーのおかげで，

いかがわしい英雄的なものが真の情熱に

よってすこし脇へしりぞけられた．そして

この点で，彼は真にドイツ的であり，愛する
+

に足るのである．『タンホイザー』と『ロー

エングリン』が成功したあとで，われわれ

の大切なドイツ神話を刷新するようなとて

つもない構想を，あらゆる舞台の次元を超

えたスケールで打ち立てるのに一生を捧げ

た男，あらゆる批判にさからい，ほとんど

の友人からの警告を無視して，聴衆から敬

遠されることを多年にわたる仕事のなかで，

独自の方向にとてつもなく高めた男．つま

りそうした男は誠実さ，真剣さ，徹底さを

示しており，これは敬意に値するのである．

　これと関連しているのは，彼がグルック

とヘンデルという二人の有力者にならって，

旋律をふたたびことばから生みだそうとし

たことである．そしてここで彼をある点で

擁護しなくてはならない．その点とは，つ

まり大方の顰蹙を買うものであったが，き

わめて鋭くまた率直に，聴衆に逆らってな

された刷新のことである．私が言っている

のは，支配的な旋律形式を解消するといっ

たことではない．むしろ彼が近代的な韻文

を棄てて，ニーベルングの神話を刷新する

ために頭韻に取り組んだことなのである．

　「近代の韻文のリズムは，たんに頭のなか

だけのリズムであって，このことはまさに

韻文から旋律を形成するための素材を引き

だそうとする作曲家がもっとも明瞭に気づ

いていたにちがいない．私がジークフリー

トを構想したとき，この作品を近代の韻文

で仕上げるのはまったく不適切であると感

じた．私はジークフリートの構想によって，

人間がもっとも自然に晴れやかに充足して

いるのを感覚的に生き生きとあらわすのを

目の前にみるようなところまでつき進んだ．

この人物が動くさまは，必然的に彼が語り
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だす表現でもある．ここではフワフワした

身体のかたちをした，たんに考えられただ

けの近代の韻文ではもはや間にあわなかっ

た．脚韻による空想的な欺瞞では，生き生

きとした生命ある骨格がすべて欠けている

のを，うわべの肉体として見せかけること

はもはやできなかった」．

　すなわちこうして彼は，頭韻を刷新した

のである．

　根本的なものや真なるものへの傾向，集

約的な構想のなかで統一して生みだされた

もの，それがヴァーグナーにおける普遍的

に妥当するものである．それを果たそうと

する仕方が，彼を特異な芸術家にした．演

劇的な音楽の自由な生命を自分の芸術形式

に結びつけたいとは，彼は夢想だにしな

かったであろう．彼が思い違いをしたのは，

芸術作品を高度に統一しようと構想するこ

うした根本特徴の強い緊張から，すべてが

首尾一貫して引きだせるとしたことであっ

た．しかし神的な芸術は，こうした根本特

徴によっては論じつくせないものである．

もしある芸術家のなかに，この世界の多面

的な自由を表現したいという要求が，そし

て世界のあらゆる独自性を忠実にそして純

粋なままにしておこうという要求が強けれ

ば，少なくとももっともなこの根本特徴は

まったく別のオペラを産みだすであろう．

おお，そうした健全な作品が現われる時代

が近ければいいのに． ゲルヴィーヌス18)が

その文学史のなかで分析したのは，叙述文

学は韻文と結びつき，そこから一貫性と文
+

18） Gervinus, Georg Gottfried（1805–1871）ドイツの歴
ゲン大学教授．
学的形態を受けとるとき，真の芸術形式を

そなえる，ということであった．それでは

この奇妙な制約は，われわれの生を真に文

学的に描写する長編小説の勝利の道をさえ

ぎるであろうか．またたとえば誰が，ゲー

テ流の長編小説の厳密な芸術形式とくらべ

て，ディケンズの不滅の創造を過誤として

非難できようか．

　まったく事柄自体の性質ではなく，また

その理論上の展開などででもなく，まさに

リヒャルト・ヴァーグナーの特異性こそが

彼をその芸術形式へと導いたのは明々白々

である．

　この特異性は，彼の才能の多面性にある．

おそらくこの才能のうちで，もっとも傑出

しているのは，詩的に作用する場面に対す

る眼差しであろう．『ローエングリン』での

いくつかの場面，『マイスタージンガー』で

の夕暮れの情景などは，自然と人間世界を

媒介として絵画的に描写された，強烈に詩

的なるものを外面的に表現する彼の感覚を

示している．そしてそれはほんのわずかの

特権的な芸術家しか，持ちえないようなも

のであった．このこともまた，彼自身がそ

の仕事のなかで抜きんでて文学的なものと

して感じていたものである．そうした多面

的な才能によって，場面構成するさいに洗

練された素材が自然に生みだされ，いまま

でどんな作曲家にもけっしてできなかった

ような強烈な精神集中によって，台本と音

楽とが統一されてひとつの全体となったの

である．
史家．文学史家．ハイデルベルク，ゲッティン
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　このことによって，彼がオペラの従来の

道のりから逸脱したことの意味が簡潔に示

された．

　「神話の素材を柔軟に統一することによっ

て，私の舞台配置ではあらゆるこまかな細

部が，――それは複雑な歴史上の出来事を

説明するのに，現代の演劇作家には欠かせ

ないものであるが――，まったく必要なく

なった．そして描写力を展開上のわずかの，

つねに重要で決定的な契機に集中すること

ができたのである．ある決定的な気分が完

璧に表現されねばならないいくつかの箇所

では，私は上演にさいして，すでに構想で

しっかり見つもられて，主題を表現しつく

すあいだ，そこに留まることができた．暗

示するだけで自己満足する必要はなかった．

表面的な合理性のために，慌ててある暗示

から別の暗示に向かう必要もなく，十分落

ちついて単純な対象をその最後の関係にい

たるまで，つまり演劇を理解するのに明ら

かにされねばならない関係まで，はっきり

と描写することができたのである」．「私の

音楽の構造に対して，文学的な対象の性質

によって規定されるこの方法が，主題とな

る動機の特色ある結合と分岐に関して，き

わめて特別な影響をあたえた．それぞれの

主要な規定は，素材の性質にしたがって明

確な音楽的表現を獲得せねばならず，その

表現は聴覚には明確な音楽的主題として聞

こえるのである．演劇の進行するあいだ，

刺激された気分全般を感情的に発露させる

ことによってのみ，決定的で中心となる気

分は意図的に充実できる．それと同様に感

覚的な感情を直接に規定している音楽的表

現も，この最高度に充実しようとする気分

の発露に決定的にかかわらざるえない．こ
+

のことは，主題のきわめて特徴的な構造に

よって，まったく自然にそうなるのである．

さらにこの構造は，かつての個々のオペラ

の声楽曲でのようにひとつの場面だけでな

く，演劇全体に，しかも文学上の意図との

きわめて内密な関係にまでおよんでいるの

である．

　「それゆえ旋律はまったく自然に，語りか

ら生じなければならない．旋律はそれ自体，

純粋な旋律としてはなんら注意を喚起する

ことはない．そうなるのは旋律が，語りに

おいてはっきりと規定される感覚のきわめ

て感性的な表現であるかぎりである．旋律

的要素をぜひともこのように理解すること

で，私はいまやその他のオペラ作曲法から

完全に離れたのである」．「私はこの際，韻

文とことばへのきわめて内密で，実り豊か

な関係のなかに立ちいった．韻文とことば

からのみ，健全な演劇的旋律が正当化され

るのである．旋律がリズミカルな明確さ，

あるいはきわっだった部分を失ったことに

対して，私は表現を和声的に活性化するこ

とで埋めあわせをしたのである．それを私

はまさに旋律にとって必要なこととして感

じていた．さらに私はこの個性的な表現を，

器楽オーケストラによるさらにきわだった

伴奏によって高めた．そしてこの個性的な

表現を，旋律を和声的に主題化することに

よって具体化しなくてはならなかった．私

は断固とした態度で，根本的に演劇的旋律

のための手続きを『ローエングリン』で守っ

たのである．そこで私は，『さまよえるオラ

ンダ人』でとった方向を，その必然的な結

果ながら完成させたのである」．

　これが『タンホイザー』と『ローエングリ
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ン』において，リヒャルト・ヴァーグナー

を導いた根本思想なのである．

Ⅳ

　祖国から追放されて，ヴァーグナーは

チューリヒにいた．彼の音楽の愛好者たち

のおかげで，彼は生きのびることができた．

彼が必要とするものは，あいかわらず多

かったし，彼の収入は少なくなっていた．

『タンホイザー』と『ローエングリン』は，大

きな劇場からは拒絶されていた．

　そこで小さな劇場が，そのふたつの偉大

なオペラを上演するのに決定的な意味を

もった．フランツ・リストはヴァイマール

に居住しており，巨匠としての人生行路に

疲れ，自分の人生と，音楽の仕事をしたい

という意欲とのあいだで，態度を決めかね

ていた．彼はヴァーグナーに味方したが，

今日でもそれが当時何を意味したかは広く

知られている．ヴァイマールは彼によって

新しい音楽生活の中心となっていた．彼は

今度は『タンホイザー』をもちこみ，1850年

8月 28日，ゲーテの誕生日に『ローエング

リン』を上演したのである．最初は聴衆は

感激したというより，むしろ驚愕し怪しん

だ．さらに彼はドイツ語とフランス語で仮

綴じ本『ローエングリンとタンホイザー』を

翌年の1851年に公刊した．リストの熱狂的

な信奉者たちは，いたるところで活躍した

のである．

　ヴァーグナーも，すでにパリで足を踏み

いれた音楽的著作家の道を，さらに突き進

んだ．幾本かの論文のあと，ついに1850年

と51年に，オペラと演劇について，そして
+

未来の芸術作品についての大部の美学的研

究があらわれた．あらゆる偉大な演劇作家

の骸を乗りこえて，彼はここで音楽的演劇

のあらたな芸術形式の勝利をめざして歩み

はじめる．それは威勢よく登場し，とほう

もない騒ぎを，最初は賛同よりもむしろ憤

りを引きおこした．これらの著作の力強さ

は，私の見解では否定の力に，そして論争

のなかにある．それらはマイヤベーアにつ

いての恐ろしい審判であった．はっきりと

した考えは，ヴァーグナーの個人的な傾向

からくる奇妙な一般化によるものであった．

彼の才能に応じて，ここでは個々の美的契

機から，それだけで通用する芸術作品が構

成された．私はさきほど述べたように，オ

ペラの課題に関する彼の立場を説明するこ

とに限定してみたい．というのは器楽に対

する彼の論難は，音楽という手段を利用し

ない演劇に対しての論難と同じほどこっけ

いなものだからである．著作もまた，そう

した常軌を逸したことに反対する者たちに，

彼らのひとりが最近，オペラ全般を雑種で

あると非難し，まもなく衰退するであろう

と予言した，と思わせた．なんという夢想

家たちであろうか．

　このくらいで十分であろう．ヴァーグ

ナーの名前はあらゆる人々の口の端にのぼ

り，そのふたつのオペラは，ヴァイマール

から全ドイツの劇場へとその勝利の道を歩

みはじめた．

　50年代の終わり頃，ヴァーグナーはベル

リオーズに宛てて次のように書いている．

「私のローエングリンを聴いたことがないド

イツ人が，ひとりでもまだ残っていると考

えると私はぞっとします」．というのも彼
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は，あいかわらず亡命者であり，スイスに

定住している国外追放者であったからであ

る．こうした状況のもと，彼は1860年にパ

リに赴き，そこで『タンホイザー』を上演

させる．その成果はきわめて疑わしかった．

未来の音楽にはフランスでは地盤がないこ

とが示されたのである．しかしついにこの

年に，彼はザクセンをのぞいて，ドイツに

帰る許可を手にいれた．

　これが11年にわたる亡命生活の外面的な

経過である．それでは次に，当時彼自身の

なかで生じていたことを伝えねばならない．

　いくつかの音楽上の構想を，ヴァーグ

ナーは国外追放のあいだも携えていた．彼

のすべての理念と最高の望みの中心とは，

大切なドイツ神話を刷新することであった．

そのドイツ神話はまだ，北方のエッダと中

世にはじめて成立したドイツのニーベルン

グの歌という二重の姿で保たれている．ま

ずはじめに，この彼の生涯の偉大な作品と

ならんで成立した，別の二つのオペラにつ

いて語ろう．『トリスタンとイゾルデ』と

『マイスタージンガー』は，彼の二つのドレ

スデン・オペラの影響の頂点にあって，両

者とも隔たったものではない．『トリスタ

ン』は，永遠の恋に陶酔していて単調であ

り，はっきり言えば，健全な感情の持ち主

にはかなり不快なものである．ヴァーグ

ナーの本質にあるきわめて不快なものは，

ここでは広く沈殿している．また 5時間も

続き，歌手にとほうもない要求をする『ト

リスタン』とは，これまでただミュンヘン

でだけ，そして特別に幸運な状況と大きな

犠牲のもとでヴァイマールで上演されたと

いった代物なのである．『マイスタージン
+

ガー』は喜歌劇と考えられていた．しかし

その際，彼の己惚れあるいは滑稽なことへ

の無能力が，彼をからかった．つまり彼は

みずから騎士ヴァルター・フォン・シュト

ルツィングとしてオペラのなかで，名歌手

の組合と対決してしまったのである．ユー

モラスでならねばならなかったことが，致

命的にゆきすぎた風刺文学となってしまっ

た．全体としてはグロテスクなものであっ

た．ヴァーグナーは，ここで表現された対

立関係では，自由なユーモア精神を発揮で

きなかったのである．

　それだけに力強い国民的な芸術作品が将

来現われることに，聴衆の関心はなおいっ

そう激しくむけられた．それにヴァーグ

ナーは人生の半分を捧げたのである．

　バイエルンの若き王との関係がむすばれ

たのは，1863年であった．この関係なしで

は，あらゆるドイツとのつながりから飛び

だした音楽家の作品が，上演の日の目を見

るのは難しかったであろう．嫉妬と悪意，

すべての芸術的活動の醜い汚点，これらだ

けがヴァーグナーがこの若き王に，彼が必

要とするすべてを見いだしたという喜びと

は別の感情に気づくことができた．さてバ

イロイトにニーベルングの指環を上演する

ための独立した劇場を設計する，という計

画が立てられた．ヴァーグナーの著作集の

第 9巻に，シュライニッツ夫人に捧げられ

た報告書が完全なかたちで載せられている．

この劇場自体の設備のうちでもっとも目に

つく点は，オーケストラが見えない位置に

設定され，広い深淵のような空っぽの空間

によって舞台と観客とが隔てられている，

という構想である．
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　この偉大な作品自体から何が期待される

か，さしあたり予想がつかない．その台本に

関して何度もなされた，無趣味な嘲笑につ

いては黙っていよう．文学的に受けとめれ

ば，この台本はたんにヴァーグナーのもっ

とも重要な台本であるどころではない．そ

の堂々たる構成は，場面を考案する独創性

へのセンスをもった人に強い印象をあたえ

るにちがいない．この台本が従来の台本と

特に異なっている点とは，哲学的な世界観

をそのなかで言いあらわそうと努めている

ことである．そこで息づいているのは，フォ

イエルバッハとショーペンハウアーの精神

である．神々は巨人たちとの闘いで滅びる

のではなく，人間たちのように，神々におい

ても至るところで起こる，幸福と若さと権

力をめぐる欺瞞にみちた闘争から発する内

面的な絶望で死ぬのである．そしてこの幕

は，槍をジークフリートに折られてしまう

オーディン（ヴォータン）のイメージで幕を

とじる．オーディンはニーベルングの指環

がブリュンヒルデのもとにあることを知っ

ており，見知らぬさすらい人として，偉大

な英雄に立ちむかい，彼に打ち負かされる．

そしていまや彼は生に倦んで，薪を積ませ

てヴァルハル城を焼失させるのである．

父上はヴァルハルの勇士たちにも
会おうとせず，
ただひとり馬にまたがり，
さすらい人となって，
片時も休むことなく世界をへめぐっていた．
このあいだ，お帰りになったとき，
その手には，折れた槍が
握られていたが，
それは，とある勇士に打ち折られたのだった．
ヴォータンは無言のまま
ヴァルハルの勇士たちに合図して
+

森につかわし，
世界樹を伐り倒すように命じた．
そして，その幹を薪にして
大広間のまわりに
うず高く積み上げるよう
父上は命令された．
さらに，神々に諮るため
一同を呼び集め，
みずからは
高御座につき，
不安におののく神々に
自分の傍らに座るよう命じた．
勇士たちも居並んで
大広間を埋めつくした．
こうして
ヴォータンは座についたが，
掌中に槍の破片を
握りしめたまま，
威儀を正して
ひと言も発しない．
　 （ニーベルングの指環・神々の黄昏・

　　第 1幕・第 3場　三光・高辻・三宅訳）



J. S. バッハ作曲「二声インヴェンション」の楽曲分析と演奏解釈（藤本） 93Bulletin of Toyohashi Sozo Junior College
1999, No. 16, 93–104

J. S.バッハ作曲「二声インヴェンション」の楽曲分析と演奏解釈

――第14番　変ロ長調　BWV　785――

藤 本 逸 子

解　　釈
は　じ　め　に

　この小論に先立ち，「J. S. バッハ作曲『二声インヴェンション』1)の楽曲分析と演奏解釈」2)

と題し，「第1番　ハ長調　BWV 3) 772」から「第11番　ト短調　BWV 782」までの11曲を，

「豊橋短期大学研究紀要　第2号」から「同第12号」の各号に，それぞれ楽曲分析し演奏解釈

した．また，「第 12番　イ長調　BWV 783」と「第 13番　イ短調　BWV 784」を，「豊橋創

造大学短期大学部研究紀要　第14号」と「同第15号」に，同じく楽曲分析し演奏解釈した．こ

の小論も，それらと同じ観点にたって，「第14番　変ロ長調　BWV 785」を，取り上げたも

のである．

楽曲分析と演奏解釈

　「W. F. バッハのための小曲集」4)（以下「Kb. für W. F. B.」）において，この「Inventio 14」に

あたるのは，39番めの曲で，「Praeambulum 8」（BWV 785）と題されている．両者には，表Ⅰ

のような違いがみられる程度で，大きな違いはない．
1）「二声インヴェンション」という呼び名については，豊橋短期大学研究紀要第2号「J.S.バッハ作曲
『二声インヴェンション』の楽曲分析と演奏解釈」藤本逸子 1985年（以下「第 2号における小論」）の
「『インヴェンション』について」の項を参照のこと．

2） 作品名・書名・強調語句は，原則として「　　」に入れて表わす．
3） BWV＝ Bach–Werke–Verzeichnis, W. シュミーダーによる J. S. バッハ作品総目録番号．
4）「W. F. バッハのための小曲集」については，「第 2号における小論」の「『インヴェンション』につ
いて」の項を参照のこと．
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Inventio 14 Praeambulum 8

表Ⅰ　「Inventio 14」と「Praeambulum 8」の相違箇所

. 上声 4拍め A 音 C音 Fis音 D 音

⁄9 下声 3拍め D 音 B 音 D 音 B 音（譜 1）8)

.
5)
上声 4拍め A 音 6)

C音 Fis音 A 音

⁄9 下声 3拍め D 音 B 音 C音 D 音 C音 B 音（譜 2）7
)

譜1　「Praeambulum 8」BWV 785 ⁄9～¤0

楽　曲　分　析　（譜 2参照）

　この曲は，二つの部分からなり，それぞれの部分は，次のような構成になっている．

第 1部　z～⁄1（11） 第 2部　⁄2～¤0（9）

　主　　題 z～c（3） 　間　　奏 ⁄2～⁄3（2）

　間　　奏 v～b（2） 　間　　奏 ⁄4～⁄6（2.5）

　主　　題 n～,（3） 　主　　題 ⁄6～⁄9（3）

　間　　奏 .～⁄1（3） 　終　　止 ⁄9～¤0（1.5）

各部分における楽曲分析
第 1 部

　主題

z～c・z～c上声部に主題（T）が現われる．（T）は，アルペジオをその要素としてお

り，三十二分音符による装飾されたアルペジオ（a）とその反行形（ a），十六分音符

によるアルペジオ（b）とその反行形（

b

）で，成り立っている．

⁄9
5） 小節数は，数字を□で囲むことによって表わす．例，第 4小節め→v，第 3小節めから第 10小節
め→c～⁄0．

6） 音名は，原則としてドイツ音名で表わす．例，変ロ音→ B音，嬰ヘ音→ Fis音．
7） この小論における「Inventio 14」に関する楽譜は，Johann Sebastian Bach「Inventionen und Snfonien」

Urtext（Barenreiter-Verlag. Kassel 1972）を用いている．国内においては，ベーレンライター社の許可
を得て，全音楽譜出版社が，印刷出版している．

8） この小論における「Praeambulum 8」に関する楽譜は，Johann Sebastian Bach「Klavierbüchlein für
Wilhelm Friedemann Bach」Urtext（Barenreiter-Verlag, Kassel 1979）を用いている．国内においては，
ベーレンライター社の許可を得て，全音楽譜出版社が，印刷出版している．
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・（T）は，Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ7
9) の三つの和音で形成されている．zはⅠで，（a）（b）（ a）

（

b

）と並び，xはⅣで，同じく（a）（b）（ a）（

b

）と並んでいる．cはⅤ7で，こ

こは，反行形のない（a）（b）（a）（b）となっている．

・z～c下声部は，八分音符によるアルペジオ（c）で，上声部の（T）を支えてい

る．下声部，各小節の第1音は，すべてB音で，オルガン点的効果を出している．

・下声部の（c）は，上声部の（T）に対して，対位的主張を感じさせず，むしろ，（T）

の伴奏のような体を示している．したがって，このz～cは，非常にホモフォ

ニー的である．

　間奏

v～b・v上声部は，休符，2拍めから 3拍めにかけての（ a），4拍めから次小節 1拍目

にかけての（ a）とで，できている．b上声部は，休符，2拍めから3拍めにかけ

ての（ a），3拍めから4拍めにかけての（ a）とで，できている．b上声部は，休

符をはさまない（ a）の連続によって，リズム的凝縮を感じさせている．

・v下声部は，休符，1拍めから2拍めにかけての（a），3拍めから4拍目にかけて

の（a）とで，できている．b下声部は，休符，1拍めから2拍めにかけての（a），

2拍めから3拍めにかけての（a）と，それに続くF音のオクターブ跳躍する八分音

符と，（c）が十六分音符に凝縮された形である（c′）の反行形である（
c′�

）からなっ

ている．b下声部も，上声部同様，休符をはさまない（a）の連続によって，リズ

ム的凝縮を感じさせている．

・v～b上声部の（ a）と下声部の（a）が互い違いの拍に出現することによって，

掛け合いとなっている．この間に，B dur10)から F durへ転調している．

　主題

n～,・n～,は，上声部と下声部を入れ替え，F durで，z～cとほぼ同様のこと

をしている．ただし，（c）の最初の音をオルガン点的に，F音で保つというような

ことはせず，和音に素直に準じている．

　間奏

.～⁄1・.上声部は，（T）の（a）（b）（ a）（

b

）の並びをそのまま利用している．.下声部

は，（c）の反行形（ c）を 2つ並べている．

・/は，.の上声部と下声部を入れ替えている．

・⁄1は，.に準じている．

・この間奏の間に，F dur→ g moll→ Es dur→ c mollと，細かく転調している．
9） 和音記号の和音の音度は，大きい字体のローマ数字（音度記号）で表わし，和音の形体は，アラビア
数字（形体指数）で表わす．例，一度の和音→Ⅰ，属七の和音→Ⅴ7．

10） 調名は，原則として，ドイツ音名を用い，ドイツ音名の大文字は長調，小文字は短調を表わす．例，
ハ長調→ C durあるいは C:，イ短調→ a mollあるいは a:．
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第 2 部

　間奏

⁄2～⁄3・⁄2～⁄3下声部は，（a）と付点八分音符と十六分音符による要素（d）とで，c moll→

F dur→B dur→Es durと，5度下の調につぎつぎと転調する形で，ゼクエンツし

ている．（d）は，z上声部4拍めの（

b

）の十六分音符，最初のB音と4つめのAs

音，x最初のG音の動きからきている．そういう点では，（b）の変形と考えられ

なくもないが，独自のリズム感を重視したいので，新しい要素として独立させた．

・⁄2～⁄3上声部は，2オクターブ上で，1拍遅れて，下声部を追いかけている．⁄3
上声部 4拍め最初のG音までは，⁄3下声部 3拍め最初のG音までを，忠実に追

いかけている．4拍め三十二分音符からは，次の間奏を先取りするかのように，（ a）

になっている．

　間奏

⁄4～⁄6・⁄4～⁄6前半，両声部は，3度の音程差で，まったく同じ動きをしている．これ

は，Inventio 15全曲を見渡しても，珍しいことである．この間奏は，すべて要素

（a）でできている．それは，（ a）（ a）（a）（ a）（a）（ a）（a）（ a）（a）（ a）と，並んでい

る．

・⁄4 4拍めから⁄51拍めの拍頭の十六分音符のD音Es音C音D音B音C音の動

きは，v1拍めからb 2拍めの拍頭の八分音符の動きと同じで，それを 1オク

ターブ下で行っている．

・この間，Es durからB durへ帰っている．

　主題

⁄6～⁄9・⁄6後半～⁄9前半下声部は，z～c上声部の（T）を 1オクターブ下で，ほぼ

再現している．⁄82拍めから，和音的には変化はないが，忠実な再現ではなくな

り，（T）最後は，（a）（b）ではなく，（ a）（

b

）になっている．

・⁄6後半～⁄9前半上声部は，1拍遅れて，下声部を 1オクターブ上で追いかけ，

緊張感に満ちたストレッタ効果を出している．⁄83拍めEs音までは，下声部の

⁄82拍めEs音までを，忠実に追いかけている．ただし，⁄73拍めは，B音D音F

音As音となるべきところが，B音Es音B音Es音と変化している．

・上声部，⁄83拍めと⁄91拍めに（c）の要素である八分音符の動きが出てくる．こ

れは，次の十六分音符とタイでつながれている．それによって，シンコペーショ

ンによる緊張感が生みだされ，曲の最後を飾るクライマックスを効果的に引き出

している．

　終止

⁄9～¤0・⁄9後半上声部は，（ a）とカデンツ（K）をおいて，¤0のB音に曲を納めている．

・⁄9後半下声部は，（a）と属音の（K）を経て，これも，¤0のB音に曲を納めてい

る．
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演　奏　解　釈　（譜 3参照）

テンポ

　テンポに関して，諸校訂版 11)は，表Ⅱのような指示をしている．

　Ferruccio Busoni版では，歴時を2倍にして，1小節を四分の四拍子2小節分にして表示し

てある．

　また，内外 10人の演奏時間 11)は，表Ⅲのとおりである．

Hans Bicshoff Andante q  = 69

Ferruccio Busoni Allegretto piacevole

Alfredo Casella Allegro molto moderato

S. A. Durand Allegro stacato

Edwin Fischer Andantino piacevole

Vilém Kurz Moderato

Gin Enrico Moroni Moderato q  = 88

Bruno Mugellini Andante con moto q  = 69

Julius Rötgen Andante con moto q  = 54

John Thompson Moderato

校　訂　者 テンポに関する指示

表Ⅱ　諸校訂版における「Inventio 14」のテンポに関する指示

Aldo Ciccolini

Christoph Eschenbach

Glenn Gould

Tatyana Nikolayeva

András Schiff

高橋　悠治

田村　宏

Kenneth Gilbert

Gustav Leonhardt

Helmut Walcha

演 奏 者

表Ⅲ　諸演奏家における「Inventio 14」の演奏時間

録 音 年 楽　　器 演奏時間

不明

1974年

1963～ 64年

1977年

1982～ 83年

1977～ 78年

不明

1984年

1974年

1961年

ピアノ

ピアノ

ピアノ

ピアノ

ピアノ

ピアノ

ピアノ

チェンバロ

チェンバロ

チェンバロ

1′35″

1′22″

1′36″

1′18″

1′21″

1′27″

1′18″

1′35″

1′29″

1′21″
11） 各校訂版及び，各CDの出版については，本小論の「参考文献・参考楽譜・参考CD」の項を参照の
こと．
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　演奏時間の差は，あまり大きくない．しかし，三十二分音符の多用のせいか，18秒の差は，

テンポ感の差としては大きい．曲の解釈においては，グールドの思い入れたっぷりな演奏と，

ニコラエバの力強い演奏は，対照的である．

　筆者は，「Andante q＝ 56」というテンポをとる．なめらかに美しく歌いあげたい．

アーティキュレーション

　全曲を通じて，legatoの雰囲気を保ちたい．区切りを感じるところは（｜），ブレスがほし

いところは（ ）で示した．

装飾音

　原典には，装飾音はない．三十二分音符が，すでに装飾音的であり，筆者は，装飾音を新

たに付け加える必要を感じない．

各部分における演奏解釈

z～c・mpで出る．z上声（T）は，2拍めB音に向かって，少し cresc.する．3～ 4拍

は，dim.する．

x上声部は，zに準じる．c上声部は，4拍めの F音に向かって，cresc.す

る．このF音を，（T）及び第1部のクライマックスとし，v最初のD音に（T）を

納める．

・下声部は，上行する音にしたがって，少し cresc.し，上声部を支える．

v～b・下声部は，主張気味にmfとする．ただし，b 4拍めでは，穏やかになり，つぎ

の（T）へ橋を渡すようにする．

・上声部は，mpとし，下声部の声高な主張に対して，諌め，宥めるような受け答え

をする．

n～,・n下声部の（T）は，mfで出る．低音であることを意識し，太い音にする．

・上声部，下声部を入れ替えて，細かいディナミークの動きは，z～cに準じる．

.～⁄1・この間奏は，細かく転調し，和音のつながりが美しい．ゆっくりのテンポを最大

限に生かし，情緒的に演奏したい．

・.上声部は，mpで始める．3拍めA音に向けてcresc.する．このA音を少し ten.

し，和音が変化する刹那の美しさ，逡巡するような音の惑いを表現する．3～4拍

は，dim.する．

・.下声部は，（ c）二つを区切らず滑らかにつなげる．上声部にそって，cresc.，

dim.する．

・⁄0は，mfとし，上声部と下声部を入れ替えて，細かい動きは，.に準じる．

・⁄1は，mpとし，.に準じた動きをした後，インテンポのまま⁄2の最初の音

に，第 1部を納める．
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⁄2～⁄3・下声部は，惑いを打ち消すように，決然と f で出る．（d）の付点八分音符に向け

て，両声部とも，次々とcresc.する．重なりあい，競いあうようにして，⁄3上声

部の3拍めのB音に大きくcresc.していく．このB音が，この曲最大のクライマッ

クスである．

⁄4～⁄6・⁄3の興奮を静めるように，⁄4 1～2拍の（ a）は，少々dim.する．次に続く（a）

と（ a）は，v～bに準じて，（a）はmf気味，（ a）はmp気味にする．声高の主

張と宥め諌める会話の中で，全体をdim.していき，⁄6 3拍めのD音とB音に納

める．

⁄6～¤0・最後の（T）は，pで出る．両声部とも，z～cの上声部の動きにそったディナ

ミークをつける．上声部と下声部のディナミークの微妙なずれを生かして，全体

を cresc.して，p・mp・mf・fと段階的に強くしていく．

・⁄8 3拍め，⁄9 1拍めの上声部の八分音符とそれに続くタイによるシンコペー

ションの緊張と共に，最後のクライマックスである，⁄9 3拍め上声部のF音に向

けて，さらにエネルギーを増していく．

・最後のクライマックスの後，両声部とも，allargandoして最後のB音に集結し，

堂々と曲を締めくくる．

お　わ　り　に

　「Inventio 14」は，特に間奏が美しい曲である．そこでは，主題の要素が充分生かされてい

ながら，主題の安定性とは正反対な細かい転調の連なりなど，危うさの魅力を楽しませてく

れている．

　また，3度の音程を順次上がり下がりするだけの単純な要素とその反行形の会話が織り成す

雄弁さにも驚かされる．その会話の中で，弾き手も聞き手も，心の思いを語る面白さを充分

に味わうことができるであろう．
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譜2　「Inventio 14」BWV 785  z～¤0　（楽曲分析）
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譜3　「Inventio 14」BWV 785  z～¤0　（演奏解釈）
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